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Ⅰ 資料関係 

資料１ 法令等 

資料１－１ 鮭川村防災会議条例 

 

鮭川村防災会議条例 

昭和38年３月28日 

条例第５号 

改正 平成11年３月19日条例第２号 

平成12年３月21日条例第３号 

 

（目 的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき、鮭

川村防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とす

る。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 鮭川村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務。 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、村長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者     ５人以内 

(2) 山形県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者    ４人以内 

(3) 山形県警察の警察官のうちから村長が任命する者       ２人以内 

(4) 村長がその部内の職員のうちから指名する者        １０人以内 

(5) 教 育 長                        １人 

(6) 最上広域市町村圏事務組合消防本部消防長          １人 

(7) 消防団長                         １人 

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関若しくは公共的団体の職員のうちから村長が任

命する者               ８人以内 
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(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験の有る者のうちから村長が任命する者 

           ２人以内 

６ 前項第８号及び第９号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、その

前任者の残任期間とする。 

７ 委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は関係行政機関の職員、山形県の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、

関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、村長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（議 事 等） 

第５条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長は防災会議に諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、昭和38年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年３月19日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年３月21日条例第３号）抄 

この条例は、公布の日から施行する。 

（施行期日） 

１ この条例中第１条から第８条までの規定は、平成12年４月１日から、第９条の規定は、平成

14年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月14日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料１－２ 鮭川村防災会議運営規程 

 

鮭川村防災会議運営規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、鮭川村防災会議条例（昭和38年条例第４号）第５条の規定に基づき、鮭川

村防災会議（以下「防災会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めることを目的と

する。 

（会議の招集） 

第２条 会議は会長が招集する。 

（専決処分） 

第３条 会長は、防災会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事情により会議を招集

することができないときは、会議が処理すべき事項のうち次の各号に掲げる事項について、

専決処分をすることができる。 

(1) 鮭川村地域防災計画に基づき、その実施を推進すること。 

(2) 災害に関する情報を収集すること。 

(3) 災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互連絡調整をはかること。 

(4) 非常災害に際し、とりあえず緊急措置の実施を推進すること。 

(5) 関係機関の長に対し資料又は情報の提供意見の開陳その他必要な協力を求めること。 

(6) 災害対策本部の設置についてあらかじめ防災会議において決定された設置基準に従

って村長に意見をのべること。 

２ 会長は前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告しなければならない。 

（委 任） 

第４条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年１月20日から適用する。 
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資料１－３ 鮭川村災害対策本部条例 

 

鮭川村災害対策本部条例 

昭和38年３月 28日 

条例第６条  

 

（目 的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223条）第23条の２第８項の規定に基づき

鮭川村災害対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（組 織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、

災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者

をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

（雑 則） 

第５条 前各号に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定め

る。 

 

附 則 

この条例は昭和38年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月14日条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料１－４ 鮭川村豪雪対策本部設置要綱 

 

鮭川村豪雪対策本部設置要綱 

平成23年1月31日  

 

（目的） 

第１条 村は、豪雪に係る諸般の対策を統一し、かつ関係機関及び団体との緊密な連絡調整を図

るため、鮭川村豪雪対策本部（以下「対策本部」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 対策本部は、豪雪災害を未然に防止し、村民生活の安全に万全を期すために、気象情報

の収集、被害状況等の的確な把握、指導体制の整備及び諸対策の総合的な推進にあたる。 

（構成） 

第３条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

２ 本部長は、村長をもって充てる。 

３ 副本部長は、教育長をもって充てる。 

４ 本部員は、各課長等をもって充てる。 

（設置基準） 

第４条 曲川観測点において積雪深が概ね１５０センチメートルを越え、引き続き多量の降雪が

見込まれて住民の生活に大きな影響を及ぼす恐れがあるとき、又は豪雪による災害の発生が

予想される等、本部長が必要と認めた場合設置する。 

（本部会議） 

第５条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

２ 本部会議は、第２条に掲げる任務を達成するため、被害状況の把握、対策の確立及びそ

の推進について調整を行う。 

（事務局） 

第６条 対策本部に事務局を置く。 

２ 事務局長は、危機管理監をもって充てる。 

３ 対策本部の庶務については、危機管理室が行う。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。 

 

附 則 

  この要綱は、公布の日から施行する。 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年１月３１日告示第３号） 

  １ この要綱は、公布の日から施行する。 

２ 鮭川村豪雪対策連絡会議設置要綱（平成18年1月11日村長決済）は廃止する。 
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資料１－５ 山形県災害報告取扱要領 

 

山形県災害報告取扱要領 

 

１ 趣  旨 

この要領は、市町村長が災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第53条第１項、消防組織法（昭

和22年法律第226号）第22条の規定に基づく災害報告取扱要領（昭和45年４月10日付け消防第246号）

及び山形県災害救助法施行細則（昭和35年県規則第４号）第１条によりなすべき災害報告について、

統一した形式及び方法を定めるものとする。 

 

２ 災害の定義 

「災害」とは、災害報告取扱要領（昭和45年４月10日付け消防第246号）第１の２に定める災害を

いう。 

 

３ 災害の報告 

市町村長は、当該市町村の区域内において災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に

おいて総合支庁長を経由のうえ知事に報告するものとする。 

ただし、総合支庁長に報告できない場合にあっては知事に、知事に報告できない場合にあっては内

閣総理大臣（総務省消防庁）に、一時的に報告先を変更するものとする。この場合において、連絡が

とれるようになった後は、原則どおりに報告するものとする。 

なお、報告の方法は、防災行政無線電話、ファクシミリ等によるものとする。 

 

４ 報告の種類等 

(1) 報告の種類及び様式は次の表のとおりとする。 

報告の種類 様 式 摘     要 

災害速報 第１号 
災害が発生するおそれがある場合、または災害が発生した

が被害（状況）が把握できないとき 

災害情報 第２号～第13号 災害が発生したとき 

災害中間報告 
第14号 

 

災害確定報告  

災害年報 第15号 
毎年１月１日から12月31日までの災害による被害の状況に

ついて、翌年１月31日現在で明らかになったものとする。 
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(2) 報告の提出期限は次のとおりとする。 

ア 災害速報    即時 

イ 災害情報    即時及び被害状況・対応状況の変動に伴い順次 

ウ 災害中間報告  県防災危機管理課が指示するとき以降順次 

エ 災害確定報告  応急対策を終了した後10日以内  

オ 災害年報    ２月15日 

 

５ 記入要領 

各様式の記入要領は、次に定めるところによるものとする。 

(1) 人的被害 

ア 「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できないが、死

亡したことが確実な者とする。 

イ 「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。 

ウ 「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち

１月以上の治療を要する見込みのものとする。 

エ 「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち

１月未満で治療できる見込みのものとする。 

(2) 住家被害 

ア 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうか

を問わない。 

イ 「世帯」とは、生計を一つにしている実際の生活単位とする。同一家屋内の親子夫婦であって

も、生活の実態が別居であれば２世帯とし、寄宿舎、下宿、これに類する施設に宿泊し、共同生

活を営んでいるものは原則として１世帯とする。 

ウ 「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒

壊、流失、埋没したもの、又は住家の損壊（ここでいう「損壊」とは、住家が被災により損傷、

劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に

至ったものをいう。以下同じ。）が甚しく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、

具体的には、住家の損壊若しくは流出した部分の床面積がその住家の延床面積の70％以上に達し

た程度のもの、又は住家の主要な構成要素（ここでいう「主要な構成要素」とは、住家の構成要

素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。以下同じ。）

の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達した程度

のものとする。 

エ 「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の

損壊が甚しいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には損壊、焼失部分が

その住家の延床面積に20％以上70％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家

全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のものとする。
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オ 「一部破損」とは、全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度の

ものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

カ 「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが、土砂竹

木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

キ 「床下浸水」とは、床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

(3) 非住家被害 

ア 「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないものとする。これ

らの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

イ 「公共建物」とは、例えば官公署庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する建

物とする。 

ウ 「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫、納屋等の建物とする。 

エ 非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

(4) その他 

ア 「田の流失、埋没」とは、田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能になっ

たものとする。 

イ 「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

ウ 「畑の流失、埋没」及び「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱うものとする。 

エ 「文教施設」とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護

学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

オ 「病院」とは、医療法（昭和23年法律第20号）第１条に規定する病院及び診療所とする。 

カ 「道路」とは、道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に規定する道路のうち、橋りょう

を除いたものとする。 

キ 「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

ク 「河川」とは、河川法（昭和39年法律第167号）が適用され、若しくは準用される河川若しくは

その他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若しく

は沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とする。 

ケ 「港湾」とは、港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第５項に規定する水域施設、外かく施

設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とする。 

コ 「砂防」とは、砂防法（明治30年法律第29号）第１条に規定する砂防施設、同法第３条の規定

によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第３条の２の規定によって同法が準用さ

れる天然の河岸とする。 

サ 「清掃施設」とは、ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

シ 「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

ス 「被害船舶」とは、ろかいのみをもって運転する船以外の船で、船体が没し航行不能になった

もの及び流失し、所在が不明になったもの並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受け

たものとする。  
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セ 「水道」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数とする。 

ソ 「電話」とは、災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

タ 「電気」とは、災害により停電した戸数とする。 

チ 「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となった戸数とする。 

ツ 「水道」「電話」「電気」及び「ガス」について、災害中間報告にあたっては、報告の時点で

判明している最新の数値を記入するものとし、災害確定報告にあたっては、被害の最大値を記入

するものとする。 

テ 「ブロック塀等」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

ト 「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持でき

なくなった生計を一つにしている世帯とする。例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿

泊するもので共同生活を営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、また同一家屋の

親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 

ナ 「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。 

ニ 「地すべり」とは、地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第２条第１項に規定する現象を

いうものとする。 

ヌ 「がけ崩れ」とは、がけ地の崩壊をいうものとする。 

ネ 「土石流」とは、河床勾配が1/20以上の渓流において、水を含んだ土砂等が下流へ移動する現

象をいうものとする。 

（５）火災発生 

 「火災発生」については、地震又は火山噴火の場合のみ報告するものであること。 

（６）被害金額 

ア 「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。 

イ 「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭

和25年法律第169号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農業用施設、林業

用施設、漁港施設及び共同利用施設とする。 

ウ 「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）によ

る国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、

道路、港湾及び漁港とする。 

エ 「その他の公共施設」とは、公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設

をいい、例えば、庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供する施設とする。 

オ 「農産被害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えば、ビニールハウス、農作物

等の被害とする。 

カ 「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば、立木、苗木等の被害とす

る。 

キ 「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば、家畜、畜舎等の被害とす

る。 

ク 「水産被害」とは、農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、漁具、漁船等の被

害とする。  
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ケ 「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、例えば、工業原材料、商品、生産機械器具等とす

る。 

コ 「商工建物被害」とは、商店、工場等の被害とする。住宅と併用の場合は、住宅部分を除いた

被害額とする。 

サ 「鉄道施設被害」とは、鉄道施設の被害とする。 

シ 「電信電話施設被害」とは、電信電話施設の被害とする。 

ス 「電力施設被害」とは、電力施設の被害とする。 

セ この要領において、「被害額」とは原則として、施設等被害については、その施設等の再取得

価額、又は復旧額、生産物被害については時価とする。 

 

附 則 

この要領は、昭和53年５月10日から施行する。 

附 則 

この要領は、昭和57年６月28日から施行する。 

附 則 

この要領は、昭和60年１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成８年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成９年10月15日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成13年９月18日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成30年３月９日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年５月２０日から施行する。 
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様式第１号 

 

災   害   速   報 

（  月  日  時  分現在） 

発信機関及び発信者  

受信機関及び受信者  

災 害 の 原 因  

災害発生(予測)年月日     年  月  日  時 

災 害 発 生 場 所      (市､町､村) 

災

害

の

概

況

及

び

応

急

対

策

の

状

況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)：被害発生場所を５万分の１の図面に×印で付し(Ａ４又はＡ３の部分図、以下の様式も同) 

   併せてファクシミリで送付すること。 

  



資料編 資料 

 

 

資-17 

様式第２号 

 

人 的 被 害 情 報 

報告先：                               報告機関名：      № 

令和 年 月 日（ ） ： 現在 

整 理 

 

番 号 

被 害 の 態 様 場     所 

被害発生 

被 災 者 氏 名 被害の原因 備 考 月 日 

時 分 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

（注）１ 被害の態様の欄には、「５ 記入要領」に順じ、死亡、行方不明、重傷、軽傷等の別を記入すること。 

   ２ 場所の欄には、何々地内等まで記入すること。 

   ３ 備考の欄には、負傷者の傷害状況等を記入すること。  



資料編 資料 

 

 

資-18 

様式第３号 

住家・非住家被害情報 

報告先：                               報告機関名：      № 

令和 年 月 日（ ） ： 現在 

１ 住家被害 

整 理 

 

番 号 

被 害 の 態 様 場     所 

被害発生 

被害内容 被害の原因 

復  旧  

備 考 

 

月 日 月 日 

時 分 時 分 

          

          

          

          

２ 非住家被害 

整 理 

 

番 号 

被 害 の 態 様 場     所 

被害発生 

被害内容 被害の原因 

復  旧  

備 考 

 

月 日 月 日 

時 分 時 分 

          

          

          

          

 

（注）１ 被害の態様の欄には、「５ 記入要領」に順じ、全壊、半壊、一部破損、床上浸水、床下浸水等の別を

記入すること。 

   ２ 場所の欄には、可能な範囲で、地番まで記入すること。 

   ３ 「１ 住家被害」の被害内容の欄には世帯主名、世帯数及び人数を記入すること。 

     ただし、世帯主名、世帯数及び人数については、後日改めて報告することで構わない。 

   ４ 復旧の欄は、床上浸水、床下浸水の場合に記入することとし、見込の場合は見込と記入すること。 

   ５ 備考の欄には、住家被害の場合は住民の被害の有無等を、非住家被害の場合は被害が生じた建物名等

を記入すること（避難状況については、様式第４号に記入すること）。 

  



資料編 資料 

 

 

資-19 

様式第４号 

住 民 避 難 情 報 

報告先：                               報告機関名：      № 

令和 年 月 日（ ） ： 現在 

整 理 

 

番 号 

住 民 避 難 

 

の 原 因 

場     所 

避難開始 住 民 避 難 

 

の 内 容 

避 難 先 

避難解消  

備 考 

 

月 日 月 日 

時 分 時 分 

  

 

 

 

 

 

   （世帯数） 

 

   世帯 

 

（人数） 

 

    人 

    

    

  

 

 

 

 

 

   （世帯数） 

 

   世帯 

 

（人数） 

 

    人 

    

    

  

 

 

 

 

 

   （世帯数） 

 

   世帯 

 

（人数） 

 

    人 

    

    

  

 

 

 

 

 

   （世帯数） 

 

   世帯 

 

（人数） 

 

    人 

    

    

  

 

 

 

 

 

   （世帯数） 

 

   世帯 

 

（人数） 

 

    人 

    

    

（注）１ 住民避難の原因の欄には、道路規制、土砂災害（崖崩れ、地滑り、土石流等）、住家被害（全壊、半壊、

一部破損、床上浸水、床下浸水等）等の別を記入すること。 

   ２ 場所の欄には、可能な範囲で、地番まで記入すること。 

   ３ 住民避難の内容の欄には、避難した世帯数、人数等も記入すること。 

   ４ 避難先の欄には、何々地内、施設名等まで記入すること。 

   ５ 避難解消の欄には、見込の場合は見込と記入すること。 

   ６ 備考の欄には、避難勧告の発令、解除等を記入すること。 

   ７ 山形県防災情報システムに上記内容を入力した場合は、本様式による報告を要しない。 

 



資料編 資料 

 

 

資-20 

様式第５号 

道 路 規 制 情 報 

報告先：                               報告機関名：      № 

令和 年 月 日（ ） ： 現在 

整 理 

 

番 号 

路 線 名 

 

（道路名） 

区 間 ・ 場 所 規制理由 

規制開始 

規制内容 迂 回 路 

規制解除  

備 考 

 

月 日 月 日 

時 分 時 分 

  

 

 

     有 無    

    

  

 

 

     有 無    

    

  

 

 

     有 無    

    

  

 

 

     有 無    

    

  

 

 

     有 無    

    

  

 

 

     有 無    

    

  

 

 

     有 無    

    

  

 

 

     有 無    

    

  

 

 

     有 無    

    

  

 

 

     有 無    

    

 

（注）１ 道路そのものの被害が生じていなくとも、冠水、事前規制等により、道路が規制されている場合にも記

入すること。 

   ２ 路線名の欄には、一般国道、主要地方道、一般県道、市町村道等の別も記入すること。 

   ３ 区間・場所の欄には、何々地内等まで記入すること。 

   ４ 規制理由の欄には、土砂崩れ、路肩欠所、道路亀裂、落石、冠水、事前規制等の別を記入すること。 

   ５ 規制内容の欄には、全面通行止め、片側交互通行、重量制限等の別を記入すること。 

   ６ 迂回路の欄には、有無に○をつけ、有に○の場合は具体的な路線名を記入し、無に○の場合は備考の欄

に道路不通等による孤立化の状況を記入すること。 

   ７ 規制解除の欄には、予定の場合は予定と記入すること。 

   ８ 山形県防災情報システムに上記内容を入力した場合は、本様式による報告を要しない。 

  



資料編 資料 

 

 

資-21 

様式第６号 

河 川 被 害 情 報 

報告先：                               報告機関名：      № 

令和 年 月 日（ ） ： 現在 

整 理 

 

番 号 

河 川 名 場     所 

被害発生 

被害内容 数  量 備 考 月 日 

時 分 

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

      

（注）１ 河川名の欄には、一級河川（国管理）、一級河川（県管理）、二級河川、準用河川等の別も記入すること。 

   ２ 場所の欄には、何々地内等まで記入すること。 

   ３ 被害内容の欄には、堤防決壊、護岸欠所、法面欠所等の別を記入すること。 

   ４ 数量の欄には、延長（ｍ）、面積（㎡）、土量（ｍ３）、等を記入すること。 

５ 備考の欄には、水防団の出動状況、住民の避難の有無等を記入すること（避難状況については、様式第

４号に記入すること）。 

６ 山形県防災情報システムに上記内容を入力した場合は、本様式による報告を要しない。 

 

 



資料編 資料 

 

 

資-22 

様式第７号 

 

土 砂 災 害 情 報 

報告先：                               報告機関名：      № 

令和 年 月 日（ ） ： 現在 

整 理 

 

番 号 

災害の態様 場     所 

災害発生 

災害内容 

住 民 の     

 

避難状況 

備 考 月 日 

時 分 

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

      

 

（注）１ 災害の態様の欄には、崖くずれ、地すべり、土石流等の別を記入すること。 

   ２ 場所の欄には、何々地内等まで記入すること。 

   ３ 災害内容の欄には、災害の規模等を記入すること。 

   ４ 住民の避難状況の欄には、住民の避難の有無等を記入し、避難状況については、様式第４号に記入する

こと。 

   ５ 様式第５号に記入した分については除くこと。 

６ 山形県防災情報システムに上記内容を入力した場合は、本様式による報告を要しない。 



資料編 資料 

 

 

資-23 

様式第８号 

ライフライン被害情報 

報告先：                               報告機関名：      № 

令和 年 月 日（ ） ： 現在 

整 理 

 

番 号 

ライフライン 

 

の 種 別       

場     所 

被害発生 

被 害 内 容 

復  旧  

備 考 

 

月 日 月 日 

時 分 時 分 

         

         

         

         

         

 

（注）１ ライフラインの種別の欄には、水道、電話、電気等の別を記入すること。 

   ２ 場所の欄には、断水、送電不能、停電等の地域を記入すること。 

   ３ 被害内容の欄には、被害が生じた世帯数等を記入すること。 

４ 復旧の欄には、見込の場合は見込と記入すること。 

５ 山形県防災情報システムに上記内容を入力した場合は、本様式による報告を要しない。 

 

  



資料編 資料 

 

 

資-24 

様式第９号 

その他被害情報（     関係） 

報告先：                               報告機関名：      № 

令和 年 月 日（ ） ： 現在 

整 理 

 

番 号 

被害の態様 場     所 

被害発生 

被害の内容 被害の原因 備 考 月 日 

時 分 

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

      

 

（注）１ 本葉は、農林、鉄道、文教施設の被害等について記入すること。 

   ２ 場所の欄には、何々地内等まで記入すること。 

３ 備考の欄には、応急対策の状況等を記入すること。 

４ 山形県防災情報システムに上記内容を入力した場合は、本様式による報告を要しない。 

 

  



資料編 資料 

 

 

資-25 

様式第10号 

生活救援関係情報 

報告先：                               報告機関名：      № 

令和 年 月 日（ ） ： 現在 

整 理 

番 号 
避 難 施 設 名 場     所 

避難 
避難者内訳 食料、飲料水、生活必需品等の不足状況 

者数 

  

 

 

 

 

 

 人   

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

 

（注）１ 避難者内訳の欄には、できる限り男女別に幼児、小人（小学生～２０歳未満）、大人（２０歳以上～６

５歳未満）、高齢者（６５歳以上）毎に記載すること。 

 

  



資料編 資料 

 

 

資-26 

様式第11号 

医療救護関係情報Ⅰ 

報告先：                               報告機関名：      № 

令和 年 月 日（ ） ： 現在 

病院、診療所等の被害及び受入れ可能状況 

整 理 

番 号 
病院、診療所名 所 在 地 被 害 内 容 診察の可否 収 容 可 能 人 数 

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

 

（注）１ 収容可能人数の欄には、総合病院等の場合は診療科目別に重傷者等の受け入れ可能な人数を記載する

こと。 

   ２ 既収容人数を（ ）内書きで記入すること。 

  



資料編 資料 

 

 

資-27 

様式第12号 

医療救護関係情報Ⅱ 

報告先：                               報告機関名：      № 

令和 年 月 日（ ） ： 現在 

人的被害状況 

区分 
人  数

(人) 
場    所 こ れ ま で の 対 応          

市町村外病院への搬 

送必要者数及び内訳 
備   考 

死者 

 

 

 

 

 

 

 

 

(計) 

    

行方 

不明者 

 

 

 

 

 

(計) 

    

重傷者 

(計) 

    

軽傷者 

(計) 

    

（注）１ 市町村外病院への搬送必要者については、必要な診療科目別に記載すること。 

  



資料編 資料 

 

 

資-28 

様式第13号 

医療救護関係情報Ⅲ 

報告先：                               報告機関名：      № 

令和 年 月 日（ ） ： 現在 

マンパワー及び医薬品等不足状況 

整理 

番号 
場   所 

不足するマンパワー 不足する医薬品等の 

種 類 及 び 数 量          
備   考 

医  師 看護婦等 

 

 

 

 

 

 

 

人 人   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

（注）１ 場所については、病院名や救護所名を記載すること。 

   ２ 医師については、必要な診療科名を記載すること。 



資料編 資料 

 

 

資-29 

様式第14号 

災害報告（中間・確定） 

 

災 害 名  区   分 被  害 区   分 被  害 災
害
対
策
本
部 

名称  

報告番号 

第    報 

 

（    月    日    時現在） 

そ 
 
 

 

の 
 
 
 

他 

田 
流失・埋没 ha  公 共 文 教 施 設 千円  

冠水 ha  農林水産業施設 千円  設置 月  日  時 

畑 
流失・埋没 ha  公 共 土 木 施 設 千円  解散 月  日  時 

冠水 ha  その他の公共施設 千円  

設
置
市
町
村
名 

災
害
対
策
本
部 

 市町村名  
文 教 施 設 箇所  小 計 千円  

病 院 箇所  農 産 被 害 千円  

区  分 被  害 道 路 箇所  林 産 被 害 千円  

人
的
被
害 

死   者 人  橋 り ょ う 箇所  畜 産 被 害 千円  計           団体 

行方不明者 人  河 川 箇所  水 産 被 害 千円  

適
用
市
町
村
名 

災

害

救

助

法 

 

負
傷
者 

重  傷 人  港 湾 箇所  商 工 被 害 千円  

軽  傷 人  砂 防 箇所  商 工 建 物 被 害 千円  

住 
 

家 
 

被 
 

害 

全   壊 

棟  清 掃 施 設 箇所  鉄 道 施 設 被 害 千円  

世帯  鉄 道 不 通 箇所  電信電話施設被害 千円  

人  被 害 船 舶 隻  電 力 施 設 被 害 千円  

半   壊 

棟  水 道 戸  そ の 他 千円   計           団体 

世帯  電 話 回線  小 計 千円  消防職員出動延人数        人 

人  電 気 戸  被 害 総 額 千円  消防団員出動延人数        人 

一 部 損 壊 

棟  ガ ス 戸  

備 
 
 

 
 
 

考 

 

世帯  ブロック塀等 箇所  

人     

床 上 浸 水 

棟  り 災 世 帯 数 世帯  

世帯  り 災 者 数 人  

人  災
害
の
態
様 

地 す べ り 箇所  

床 下 浸 水 

棟  が け 崩 れ 箇所  

世帯  土 石 流 箇所  

人  
火
災
発
生 

建 物 件  

非
住
家 

公 共 建 物 棟  危 険 物 件  

そ の 他 棟  そ の 他 件  



資料編 資料 

 

 

資-30 

様式第15号 

災 害 年 報 
市（町 ・ 村） 

災 害 名 
     

計 
発 生 年 月 日 

区   分 
     

人
的
被
害 

死      者 人       

行 方 不 明 者 人       

負
傷
者 

重  傷 人       

軽  傷 人       

住 
 

家 
 

被 
 

害 

全 壊 

棟       

世帯       

人       

半 壊 

棟       

世帯       

人       

一 部 損 壊 

棟       

世帯       

人       

床 上 浸 水 

棟       

世帯       

人       

床 下 浸 水 

棟       

世帯       

人       

非
住
家 

公 共 建 物 棟       

そ の 他 棟       

そ 
 
 

の 
 
 

他 

田 
流 失・埋没 ha       

冠 水 Ha       

畑 
流 失・埋没 ha       

冠 水 ha       

文 教 施 設 箇所       

病 院 箇所       

道 路 箇所       

橋 り ょ う 箇所       

河 川 箇所       

港 湾 箇所       

砂 防 箇所       

清 掃 施 設 箇所       

 

災 害 名 
     

計 
発 生 年 月 日 

区   分 
     

そ 

の 

他 

鉄 道 不 通 箇所       

被 害 船 舶 隻       

水 道 戸       

電 話 回線       

電 気 戸       

ガ ス 戸       

ブ ロ ッ ク 塀 箇所       

地 す べ り 箇所       

が け 崩 れ 箇所       

土 石 流 箇所       

火
災
発
生 

建 物 件       

危 険 物 件       

そ の 他 件       

り 災 世 帯 数 世帯       

り 災 者 数 人       

公 立 文 教 施 設 千円       

農 林 水 産 業 施 設 千円       

公 共 土 木 施 設 千円       

そ の 他 の 公 共 施 設 千円       

小 計 千円       

農 産 被 害 千円       

林 産 被 害 千円       

畜 産 被 害 千円       

水 産 被 害 千円       

商 工 被 害 千円       

商 工 建 物 被 害 千円       

鉄 道 施 設 被 害 千円       

電 信 電 話 施 設 被 害 千円       

電 力 施 設 被 害 千円       

そ の 他 千円       

小 計 千円       

被 害 総 額 千円       

災害 
対策 
本部 

設 置  月 日  月 日  月 日  月 日  月 日  

解 散  月 日  月 日  月 日  月 日  月 日  

消 防 職 員 出 動 延 人 数       

消 防 団 員 出 動 延 人 数       

備 考       



資料編 資料 

 

 

資-31 

 

資料１－６ 山形県農林水産関係被害報告取りまとめ要領 

 

山形県農林水産関係被害報告取りまとめ要領 

昭和48年７月３日 部長通知 
平成14年４月９日 一部改正 
平成20年12月26日 一部改正 
平成21年４月１日 一部改正 
平成22年４月１日 一部改正 
平成23年４月１日 一部改正 

 

（趣 旨） 

第１ この要領は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第51条の規定による災害に関する情

報収集及び伝達を円滑に行うため、農林水産業及び農林水産部の所管施設に係る被害に関す

る取り扱いを定めたものである。 

このため、同第34条に基づき中央防災会議が作成した防災基本計画第２編第２章第１節１

(4)及び第３編第２章第２節１(3)等に基づき市町村が、被害の情報を収集し、山形県農林水

産部に農林水産関係被害を連絡する場合には、この要領の定めるものに準じて適切に被害状

況の提供を行うようお願いする。 

 

（定 義） 

第２ この要領において「被害」とは、暴風雨、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、低温、干ばつ、

降霜、降ひょう、豪雪、その他異常な天然現象若しくは大規模な火事その他大規模な事故等

により生じた災害又は当該災害が主因となって発生もしくは著しく増加した病害虫等によっ

て農林水産業及び農林水産部所管の施設が受けた被害をいう。 

２ この要領において「被害額」とは、施設等被害についてはその施設等の再取得価額または

復旧額、生産物被害については時価（卸売価格から販売手数料及び生産者が出荷に要した諸

経費を差し引いた価格）又は公定価格のあるものは当該公定価格に被害数量を乗じて得た額

をいう。 

３ この要領において「被害報告」とは、農林水産業及び農林水産部所管の施設に係る被害の

報告をいう。 

 

（被害の取りまとめ区分） 

第３ 被害報告は次の区分により取りまとめ、別添被害報告様式（以下「別添様式」という。）に

より報告するものとする。 

ただし、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和25年法律

第169号）に定める農地、農業用施設、林業用施設のうち林地荒廃防止施設及び漁業用施設に

ついては、それぞれ農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要綱（昭和40年９月10日40農地Ｄ

第1130号農林事務次官依命通知）、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関

する法律の適用を受ける林地荒廃防止施設災害復旧事業事務取扱要綱（昭和47年７月19日47 
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林野治第1622号農林事務次官依命通知）、漁業用施設災害復旧事業事務取扱要綱（昭和59年

９月28日付け59水振第2339号農林水産事務次官依命通知）に定めるところに、公共土木施設

災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）に定める海岸、林地荒廃防止施設および

漁港については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令（昭和26年政令第107号）お

よび海岸、林地荒廃防止施設並びに漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施

行する省令（昭和26年農林省令第53号）の定めるところにより、報告様式が定められている

ものについては、これを準用するものとする。 

大区分 中区分 小区分 
様式 

市町村 総合支庁 各課 

農地・農

業用施設 

農地 農地 1-1、1-3 1-1、1-3 1-2、1-3 

施設等 農業用施設 1-1、1-3 1-1、1-3 1-2、1-3 

農作物等 施設等 耕種関係施設 2-1 2-2 2-2 

畜産関係施設 2-1 2-2 2-2 

蚕糸関係施設 2-1 2-2 2-2 

園芸関係施設 2-1 2-2 2-2 

その他関係施設 2-1 2-2 2-2 

自然放野 2-1 2-2 2-2 

農作物等 農作物 2-1、3-1 2-2,3-2  

樹体 2-1、3-1、4-1 2-2、3-2、4-2 2-2、3-2、4-2 

家畜 2-1、3-1、4-1 2-2、3-2、4-2 2-2、3-2、4-2 

蚕繭 2-1、3-1、4-1 2-2、3-2、4-2 2-2、3-2、4-2 

その他 2-1、3-1、4-1 2-2、3-2、4-2 2-2、3-2、4-2 

農業協同組合および農業

協同組合連合会の在庫品 

 2-2 2-2 

林業 施設等 林地 5、6 5、6 5、6 

治山施設 5、6 5、6 5、6 

林道施設 5、7-1、7-2 5、7-1、7-2 5、7-1、7-2 

造林地 5、8 5、8 5、8 

林産施設 5、9 5、9 5、9 

苗畑施設 5、10 5、10 5、10 

林産物等 林産物 5、11 5、11 5、11 

種苗 5、11 5、11 5、11 

森林組合および森林組合

連合の在庫品 

 5 5 

水産業 施設等 漁港 14 14 14 

漁船 12、13-1 12、13-1 12、13-1 

漁具 12、13-1 12、13-1 12、13-1 

養殖施設 12、13-1 12、13-1 12、13-1 

漁場 12、13-2 12、13-2 12、13-2 

その他施設 12、13-1 12、13-1 12、13-1 

水産物等 水産物 12、13-2 12、13-2 12、13-2 

水産業協同組合の在庫品  12 12 

流通 施設等 卸売市場  14 14 

その他 14 14 14 

生活環境施設 集落排水等施設 1-2、1-3 1-2、1-3 1-2、1-3 

その他施設 1-2、1-3 1-2、1-3 1-2、1-3 

農林水産部所管施設 農業大学校   14 

試験研究施設等出先機関   14 

その他の施設   14 
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（被害報告の種類および報告事項） 

第４ 被害報告の種類は、災害発生通知、速報、概況報告及び確定報告とする。 

２ 災害発生通知は、災害発生後、直ちに、おおむね次の事項を報告するものとする。 

(1) 災害の原因 

(2) 災害が発生した日時 

(3) 災害が発生した場所又は地域 

(4) 被害を受けた施設又は作物等 

(5) 被害の程度 

(6) 災害に対してとられた措置 

(7) その他必要な事項 

３ 速報は、災害発生後、おおむね１日又は２日ごとに第３報まで、別添様式により報告する

ものとする。 

４ 概況報告は、被害発生後２週間以内に文書をもって別添様式により報告するものとする。

ただし、冷害、干害等長期にわたる被害の場合にあっては、災害が終息するまで引き続きお

おむね10日ごとに報告するものとする。 

５ 確定報告は、災害終息後１か月以内に別添様式により文書をもって報告するものとする。

ただし、その内容が前項の概況報告と同一の場合には、同報告をもってこれに代えることが

できるものとする。 

 

（参考資料の提出） 

第５ 被害状況をより明らかにするため、参考資料として気象概況、被害状況図、一般的被害状

況（例えば河川の増水および氾濫状況、人家および土木建造物の被害状況等）等を被害報告

書に添付して提出するものとする。 

 

（災害が併発または重複して発生した場合の取扱い） 

第６ ２以上の災害が併発又は重複して発生した場合には、できるだけ分離して被害を把握する

ものとし、分離が不可能な場合には、主たる災害の名称を記入し、備考として他の災害が発

生している旨を記入するものとする。 

 

（被害の報告先等） 

第７ 被害報告の報告は、市町村、県の段階に区分し、それぞれ次に定めるところにより行うも

のとする。 

(1) 市町村の被害報告 

ア 市町村長は、被害の状況を迅速、かつ、的確に把握するため、災害担当責任者を定め

るとともに、市町村内の関係機関、団体等の職員を含めた被害調査班を常置するなどの

措置を講じ、災害の適切な調査にあたるものとする。 

イ 市町村長は、アの被害調査結果について取りまとめ、別添様式等により直ちに総合支

庁長（産業経済部内の関係課）に報告するものとする。  
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(2) 総合支庁の被害報告 

ア 総合支庁長は、災害に関する処置、対策等を適切、かつ、円滑に行うため、災害担当

責任者を定めるものとする。 

イ 総合支庁産業経済部内各課は、前項イの被害報告及び所管の施設等の被害報告につい

て取りまとめ、別添様式により農林水産部長（農林水産部内の関係課（室））に報告す

るものとする。 

(3) 県農林水産部の被害報告 

農林水産部内の関係課（室）は、前項イの被害報告について取りまとめ、別添様式によ

り農政企画課に報告するものとする。 

ア 農林水産部内における報告 

農政企画課は、被害の状況を取りまとめ次第、部長、次長等に報告する。 

イ 庁内関係課等への報告 

農政企画課は、災害の規模に応じて、被害状況を県防災危機管理課及び庁内関係課に

報告するものとする。 

ウ 国の機関への報告 

① 農政企画課は、被害報告を取りまとめ、直ちに東北農政局長に報告するものとする。 

② 農地農業用施設被害、林業被害及び水産被害については、農村整備課、森林課及び

生産技術課水産室において、それぞれ所管する東北農政局長、林野庁長官、水産庁長

官に報告するものとする。 
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【別添様式（市町村用）】 

様式１－１ 

被害額調書（その１） 
被害報告：第 報又は確定                                                                       総合支庁名 

単位：面積（ha）,金額（千円） 
災 害 名： 月 日発生  災                                                                     令和 年 月 日現在 

 

市町村名 

(旧市町村) 

農           地 農    業    用    施    設 合計 

畦畔 田 畑 計 ため池 頭首工 揚水機 道路 橋梁 農地保全 計 

ケ所 面積 金額 ケ所 面積 金額 ケ所 面積 金額 ケ所 面積 金額 ケ所 金額 ケ所 金額 ケ所 金額 ケ所 金額 ケ所 金額 ケ所 金額 ケ所 金額 ケ所 金額 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

合計                             

注 畦畔、水路及び道路については、ケ所の上段に( )書で延長を記入すること。 
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様式１－2 

農地、農業用施設被害集計表（暫定法関係） 
都道府県名：山形県     災 害 名：                                                             報告月日：  ／ 

災害発生期間：                今回災害の降雨量等                                    報告回数：第  回 

                                       観測所名：    観測所 

                                       日雨量：  ～  日  ㎜/24hr 

                                       観測所名：    観測所 

                                       日雨量：  ～  日  ㎜/24hr                                                                                          単位：千円 

市町村名 農地 農業用施設 合計 
農業用施設内訳 農村生活環境施設 地すべり防止施設 

備 考 ため池 頭首工 水路 揚水機 堤防 道路 橋梁 農地保全施設 集落排水 営農飲雑用水 農村公園 集落防災安全 情報基盤 地すべり防止施設 

現市町村 旧市町村 箇所数 面積 ha 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額 

山形市                                     

上山市                                     

天童市                                     

山野辺町                                     

中山町                                     

寒河江市                                     

河北町                                     

西川町                                     

朝日町                                     

大江町                                     

村山市                                     

東根市                                     

尾花沢市                                     

大石田町                                     

(村山総合支庁計)                                     

新庄市                                     

金山町                                     

最上町                                     

舟形町                                     

真室川町                                     

大蔵村                                     

鮭川村                                     

戸沢村                                     

(最上総合支庁計）                                     

米沢市                                     

南陽市                                     

高畠町                                     

川西町                                     

長井市                                     

小国町                                     

白鷹町                                     

飯豊町                                     

(置賜総合支庁計)                                     

鶴岡市                                     

 旧鶴岡市                                     

 旧藤島町                                     

 旧羽黒町                                     

 旧櫛引町                                     

 旧朝日村                                     

 旧温海町                                     

三川町                                     

庄内町                                     

 旧立川町                                     

 旧余目町                                     

酒田市                                     

 旧酒田市                                     

 旧八幡町                                     

 旧松山町                                     

 旧平田町                                     

遊佐町                                     

(庄内総合支庁計)                                     

合計                                     

※旧市町「市町村の合併特例等に関する法律 第 19条」に該当する合併前の市町村名を記入する。 

※今回災害の降雨量等：当該災害発生期間中で当該都道府県における被災のあった箇所のうち最大値を記入する。また、地震災害では、最大震度、マグニチュード等を記入する事。災害事象に応じて適宜項目を変更する。 

※市町村等の「今回災害の雨量等」については別葉にて提出願います。（様式自由） 
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様式１－3 

   農地農業用施設被害速報      第  報又は確定 

（ 月 日 時 現在） 

発信機関及び発信者  

受信機関及び受信者  

災害の原因 融雪  豪雪  地すべり  台風  地震  落雷  その他 

災害発生年月日  

災害発生場所  

工種 田・畑、ため池、頭首工、揚水機、

水路、道路、橋梁、堤防、農地保

全 

規模 ｍ 

ha 

ヶ所 

被害額 千円 

 

 

災
害
の
概
況
及
び
応
急
対
策
の
状
況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 図 
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様式２－１ 省略 

 

様式３－１ 省略 

 

様式４－１ 省略 

 

様式５   省略 

 

様式６   省略 

 

様式7－１ 省略 

 

様式７－２ 省略 

 

様式８   省略 

 

様式９   省略 

 

様式10   省略 

 

様式11   省略 

 

様式12   省略 

 

様式13－１ 省略 

 

様式13－２ 省略 

 

様式14   省略 
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資料１－７ 山形県災害救助法施行細則 

 

山形県災害救助法施行細則 

昭和35年１月 22日  

山形県規則第４号  

最終改正平成24年５月18日  

規則第31号  

 

第１条 災害に際して、知事が災害救助法（昭和22年法律第118号。以下「法」という。）第23条第１項各

号に規定する救助の種類のうちから必要と認めて指定した救助の実施に関する事務は、法第30条第１

項の規定により市町村長が行うこととする。 

２ 前項の規定により救助の実施に関する事務を市町村長が行うこととする場合における災害救助

法施行令（昭和22年政令第225号。以下「令」という。）第23条第１項の規定による当該市町村長へ

の通知は、別記様式第１号により行うものとする。 

３ 第１項の場合においては、当該市町村長は、第３条、第４条、第５条第２項、第６条及び第７条

に規定するところにより、当該救助の実施に関する事務を処理しなければならない。 

第２条 令第９条第１項の規定による救助の程度、方法及び期間は、別表第１に定めるところによる。 

第３条 災害救助法施行規則（昭和22年総理府令、厚生省令、大蔵省令、運輸省令第１号。以下「規則」

という。）第１条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、次の各号による。 

(1) 公用令書 様式第２号 

(2) 公用変更令書 様式第３号 

(3) 公用取消令書 様式第４号 

２ 前項第１号の公用令書を交付するときは、様式第５号による強制物件台帳に登録しなければなら

ない。 

３ 第１項第２号又は第３号の公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは、強制物件台帳に、

その理由を詳細に記録し、公用変更令書にあっては、変更事項を記録しなければならない。 

第４条 規則第２条第２項の規定により収用又は使用すべき物資の引渡しを受けた当該職員が、同条第３

項の規定により様式第６号による受領調書を作成する場合は、その物資の所有者又は権限に基づいて

その物資を占有する者（以下「占有者」という。）の立合いの上行わなければならない。ただし、や

むを得ない場合においては、この限りでない。 

第５条 規則第３条の規定による損失補償請求書は、様式第７号による。 

２ 損失補償請求書の提出があつたとき、及びこれに基づき損失補償を行つたときは、所要の事項を

強制物件台帳に記録しなければならない。  
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第６条 規則第４条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、次の各号による。 

(1) 公用令書 様式第８号 

(2) 公用取消令書 様式第９号 

２ 前項第１号の公用令書を交付するときは、様式第10号による救助従事者台帳に登録しなければな

らない。 

３ 第１項第２号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳に、その理由を詳細に記録して、

これを朱線でまつ消しなければならない。 

第７条 規則第４条第２項の規定による届出は、次に掲げる書類を添付して行なわなければならない。 

(1) 負傷又は病気により従事することができない場合においては、医師の診断書 

(2) 天災その他避けられない事故により従事することができない場合においては、市町村長、警察

官又はその他適当な行政機関の職員の証明書 

第８条 法第24条第５項の規定による実費弁償に関して必要な事項は、別表第２に定めるところによる。 

第９条 規則第５条の規定による実費弁償請求書は、様式第11号による。 

第10条 法第27条第４項の規定により、当該職員が立入検査にあたって携帯しなければならない証票は、

様式第12号による。 

第11条 規則第６条の規定による扶助金支給申請書は、様式第13号による。 

２ 前項の扶助金支給申請書のうち、休業扶助金及び打切扶助金に係る申請書には次の区別に従い、

所要の書類を添付しなければならない。 

(1) 休業扶助金支給申請書については、負傷し、又は病気にかかり、従前得ていた収入を得ること

ができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類 

(2) 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治るまでの見込期間等に関する医師の

意見書 

３ 法第25条の規定により救助に関する業務に協力した者が、これがため負傷し、病気にかかり、又

は死亡した場合において、法第29条の規定により扶助金を受けようとするときは、規則第６条及び

前項に定めるもののほか、協力命令を受けた旨を証する書類を添付しなければならない。 

第12条 市町村は、第１条第１項の規定により当該市町村の長が行うこととされた事務に係る救助の実施

に要する費用を一時繰替支弁するものとする。 

第13条 市町村長は、前条の規定による繰替支弁に係る費用を請求しようとするときは、様式第14号によ

る請求書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出するものとする。 

(1) 災害救助費算出内訳書 様式第15号 

(2) 事項別明細書 様式第16号 

(3) 歳入歳出決算見込抄本  
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第14条 第12条の規定により繰替支弁した市町村の長は、別記様式第17号から別記様式第44号までによる

書類を備えておくものとする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（途中 略） 

附 則（平成24年５月18日規則第31号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

別表第１ 

救助の程度、方法及び機関 

１ 収容施設の給与 

(1) 避難所 

イ 災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者を避難所に収容する。 

ロ 避難所は、学校、公民館等既存建物の利用を原則とするが、これら適当な建物を得難いとき

は、野外に仮小屋を設置し、又は天幕の運営により実施するものとする。 

ハ 避難所設置のため支出する費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、

消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所

等の設置費とし、１人１日当たり300円以内とする。ただし、冬季（10月～３月）の場合にお

いては、別に定める額を加算し、高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であつて、

避難所での生活において特別な配慮を必要とする者を収容する福祉避難所を設置した場合に

おいては、特別な配慮のために必要な当該地域における通常の実費を加算する。 

ニ 避難所を開設できる期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

(2) 応急仮設住宅 

イ 応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資

力では住宅を得ることができない者を収容するものとする。 

ロ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は29.7平方メートルを基準とし、その設置のため支出す

る費用は、2,401,000円以内とする。 

ハ 応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合は、居住

者の集会等に利用するための施設を設置できるものとし、１施設当たりの規模及びその設置

のために支出できる費用は、ロにかかわらず、別に定めるところによるものとする。 

ニ 高齢者等であって日常の生活上特別な配慮を要するものを数人以上収容し、老人居宅介護

等事業等を容易に実施することができる構造及び設備を有する施設（以下「福祉仮設住宅」と

いう。）を応急仮設住宅として設置できるものとする。 

ホ 応急仮設住宅の設置に代えて、賃貸住宅の居室の借上げを実施し、これらに収容することが

できるものとする。  
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ヘ 応急仮設住宅の設置については、災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに設置しなけ

ればならない。 

ト 応急仮設住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法（昭和25年法律第201号）第85

条第３項による期限内（最高２年以内）とする。 

２ 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

(1) 炊出しその他による食品の給与 

イ 炊出しその他による食品の給与は、避難所に収容された者、住家に被害を受けて炊事のでき

ない者及び住家に被害を受け一時縁故地等へ避難する必要のある者に対して行うものとする。 

ロ 炊出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物によるものと

する。 

ハ 炊出しその他による食品の給与を実施するため支出する費用は、主食、副食及び燃料等の経

費とし、１人１日当たり1,010円以内とする。 

ニ 炊出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害発生の日から７日以内とする。た

だし、被災者が一時縁故地等へ避難する場合においては、この期間内に３日分以内を現物によ

り支給することができるものとする。 

(2) 飲料水の供給 

イ 飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行う。 

ロ 飲料水の供給を実施するため支出する費用は、水の購入費のほか、給水及び浄水に必要な機

械、器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品及び資材費とし、当該地域における通常の実

費とする。 

ハ 飲料水の供給を実施する期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

(1) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床

上浸水（土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。）若

しくは船舶の避難等により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又はき損し、直ちに

日常生活を営むことが困難な者に対して行う。 

(2) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内

において現物をもつて行う。 

イ 被服、寝具及び身のまわり品 

ロ 日用品 

ハ 炊事用具及び食器 

ニ 光熱材料 

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出する費用は、季別及び世帯区分により

１世帯当たり次の額の範囲内とする。 

なお、季別は、災害発生の日をもつて決定する。  
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イ 住家の全壊、全焼又は流失による被害を受けた世帯 

季別 期間 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 

6人以上1人

増すごとに

加算する額 

夏季 
4月から 

9月まで 

円 

17,200 

円 

22,200 

円 

32,700 

円 

39,200 

円 

49,700 

円 

7,300 

冬期 
10月から 

3月まで 
28,500 36,900 51,400 60,200 75,700 10,400 

 

ロ 住家の半壊、半焼又は床上浸水（土砂のたい積等により一時的に居住することができない状

態となったものを含む。）により被害を受けた世帯 

季別 期間 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 

6人以上1人

増すごとに

加算する額 

夏季 
4月から 

9月まで 

円 

5,600 

円 

7,600 

円 

11,400 

円 

13,800 

円 

17,400 

円 

2,400 

冬期 
10月から 

3月まで 
9,100 12,000 16,800 19,900 25,300 3,300 

 

(4) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から10日以内に完了させるもの

とする。 

４ 医療及び助産 

(1) 医療 

イ 医療は、災害のため医療の途を失った者に対して応急的に処置するものとする。 

ロ 医療は、救護班によって行うものとする。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合

においては、病院又は診療所（「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

（昭和22年法律第217号）」に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又

は「柔道整復師法（昭和45年法律第19号）」に規定する柔道整復師（以下「施術者」という。）

を含む。）において、医療（施術者が行うことのできる範囲の施術を含む。）を行う。 

ハ 医療は、次の範囲内において行う。 

(ｲ) 診察 

(ﾛ) 薬剤又は治療材料の支給 

(ﾊ) 処置、手術その他の治療及び施術 

(ﾆ) 病院又は診療所への収容 

(ﾎ) 看護  



資料編 資料 

 

 

資-44 

ニ 医療のため支出する費用は、救護班による場合は、使用した薬剤、治療材料及び破損した医

療機具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は、国民健康保険の診療報酬の額以

内とし、施術者による場合は、協定料金の額以内とする。 

ホ 医療を実施する期間は、災害の発生の日から14日以内とする。 

(2) 助産 

イ 助産は、災害発生の日以前又は以後７日以内に分べんした者であって、災害のため助産の途

を失った者に対して行うものとする。 

ロ 助産は、次の範囲内において行う。 

(ｲ) 分べんの介助 

(ﾛ) 分べん前及び分べん後の処置 

(ﾊ) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

ハ 助産のため支出する費用は、救護班等による場合は、使用した衛生材料等の実費とし、助産

師による場合は、慣行料金の２割引以内の額とする。 

ニ 助産を実施する期間は、分べんした日から７日以内とする。 

５ 災害にかかった者の救出 

(1) 災害にかかった者の救出は、災害のため現に生命、身体が危険な状態にある者又は生死不明の

状態にある者に対して行う。 

(2) 災害にかかった者の救出のため支出する費用は、船艇その他救出のための機械、器具等の借上

費又は購入費、修繕費、燃料費等とし、費用の額は当該地域における通常の実費とする。 

(3) 災害にかかった者の救出期間は、災害発生の日から３日以内とする。 

６ 災害にかかった住宅の応急修理 

(1) 住宅の応急修理は、災害のため住家が半壊若しくは半焼し、自らの資力では応急修理をするこ

とができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊

した者に対して行う。 

(2) 住宅の応急修理は、居室、炊事場及び便所等日常生活の必要最少限度の部分に対し、現物をも

つて行うものとし、その修理のため支出する費用は、１世帯当たり520,000円以内とする。 

(3) 住宅の応急修理は、災害発生の日から１月以内に完了しなければならない。 

７ 生業に必要な資金の貸与 

(1) 生業に必要な資金の貸与は、住家が全壊、全焼又は流失し災害のため生業の手段を失った世帯

に対して行う。 

(2) 生業に必要な資金は、生業を営むために必要な機械、器具又は資材等を購入するための費用に

充てるものであつて、生業の見込確実な具体的事業計画があり、償還能力のある者に対して貸与

する。  
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(3) 「生業に必要な資金の貸与」として貸し付けする金額は、次の範囲内の額とする。 

イ 生業費    １件当たり   30,000円 

ロ 就職支度費  １件当たり   15,000円 

(4) 生業に必要な資金は次の条件を付して貸与する。 

イ 貸与期間 ２年以内 

ロ 利子 無利子 

(5) 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から１月以内に完了させるものとする。 

８ 学用品の給与 

(1) 学用品の給与は、災害により住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水（土砂のたい

積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。）により学用品をそう失

又はき損し、就学上支障のある小学校児童（特別支援学校の小学部児童を含む。以下同じ。）、

中学校生徒（中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部生徒を含む。以下同じ。）及び

高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課

程（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学

校及び各種学校の生徒をいう。以下同じ。）に対して行う。 

(2) 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもつて行う。 

イ 教科書その他の教材 

ロ 文房具 

ハ 通学用品 

(3) 学用品の給与のため支出する費用は、次の額の範囲内とする。 

イ 教科書その他の教材費 

(ｲ) 小学校児童及び中学校生徒 

教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132号）第２条第１項に規定する教科

書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使用するものを

給与するための実費 

(ﾛ) 高等学校等生徒 

正規の授業で使用する教材を給与するための実費 

ロ 文房具及び通学用品費 

小学校児童     １人当たり   4,100円 

中学校生徒     １人当たり   4,400円 

高等学校等生徒   １人当たり   4,800円 

(4) 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については１月以内、その他の学用品については15

日以内に完了させるものとする。 
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９ 埋葬 

(1) 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的処置の程度のものを行うものとする。 

(2) 埋葬は、次の範囲内において、なるべく棺又は棺材等の現物をもつて実際に埋葬を実施する者

に支給する。 

イ 棺（附属品を含む。） 

ロ 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む。） 

ハ 骨つぼ及び骨箱 

(3) 埋葬のため支出する費用は、１体当たり大人201,000円、小人160,800円以内とする。 

(4) 埋葬は、災害発生の日から10日以内に完了しなければならない。 

10 死体の捜索 

(1) 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事情により既に死亡して

いると推定される者に対して行うものとする。 

(2) 死体の捜索のため支出する費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、

修繕費、燃料費等とし、費用の額は当該地域における通常の実費とする。 

(3) 死体の捜索は、災害発生の日から10日以内に完了しなければならない。 

11 死体の処理 

(1) 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理（埋葬を除く。）を行うもの

とする。 

(2) 死体の処理は次の範囲内において行う。 

イ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

ロ 死体の一時保存 

ハ 検案 

(3) 検案は、原則として救護班によって行う。 

(4) 死体の処理のため支出する費用は、次のとおりとする。 

イ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置のための費用は、１体当たり3,300円以内の額とする。 

ロ 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存建物を利用する場合は、当

該施設の借上費について通常の実費とし、既存建物を利用できない場合は、１体当たり5,000

円以内の額とする。ただし、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必要な場合は、

当該地域における通常の実費を加算する。 

ハ 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とする。 

(5) 死体の処理は、災害発生の日から10日以内に完了しなければならない。 

12 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しく支障を及ぼしてい

るもの（以下「障害物」という。）の除去 

 (1) 障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物が運び

こまれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもつてしては、当該障

害物を除去することができない者に対して行う。  
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(2) 障害物除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等

の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、１世帯当たり133,900円以内の額とす

る。 

(3) 障害物の除去は、災害発生の日から10日以内に完了しなければならない。 

13 応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費 

(1) 応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は次に掲げる場合とす

る。 

イ 被災者の避難 

ロ 医療及び助産 

ハ 災害にかかった者の救出 

ニ 飲料水の供給 

ホ 死体の捜索 

ヘ 死体の処理 

ト 救済用物資の整理配分 

(2) 応急救助のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費と

する。 

(3) 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、当該救助の実施が認めら

れる期間以内とする。 

 

別表第２ 

実費弁償 

法第24条第５項の規定による実費弁償のため支出する費用は、次のとおりとする。 

１ 令第10条第１号から第４号までに規定する者に対する実費弁償 

(1) 日当 

イ 医師及び歯科医師       １日当たり   17,400円以内 

ロ 薬剤師            １日当たり   11,900円以内 

ハ 保健師、助産師及び看護師   １日当たり   11,400円以内 

ニ 土木技術者及び建築技術者   １日当たり   17,200円以内 

ホ 大工、左官及びとび職     １日当たり   20,700円以内 

(2) 時間外勤務手当 

第１号に規定する日当額を基礎とし、県職員等の給与に関する条例（昭和32年８月県条例第30

号）に定める額以内とする。 

(3) 鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料 

イ 医師及び歯科医師については、県職員等の旅費に関する条例（昭和26年10月県条例第48号。

以下「旅費条例」という。）に定める行政職給料表８級の職務にある者に相当する額以内とす

る。 

ロ 薬剤師、土木技術者及び建築技術者については、旅費条例に定める行政職給料表３級の職務

にある者に相当する額以内とする。  
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ハ 保健師、助産師、看護師、大工、左官及びとび職については、旅費条例に定める行政職給料

表１級の職務にある者に相当する額以内とする。 

２ 令第10条第５号から第10号までに規定する者に対する実費弁償 

業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料としてその100分の３の額を加算した

額以内とする。 
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別記 

様式第１号 

 

第     号   

年  月  日   

 

   市町村長 殿 

 

山形県知事 氏        名 □印    

 

災害救助法による救助に関する事務の一部を 

市町村長が行うこととすることについて   

 

  令和  年  月  日に発生した    災害において災害救助法（昭和 22年法律第 118

号）に基づく救助を実施するに当たり、同法第 30条第１項の規定により、下記１の救助に関す

る事務については、下記２の期間において貴職が行うこととしたので通知する。 

 

記 

 

 １ 事務の内容 

 

 ２ 期   間 
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様式第２号(1) 

 

 

公 用 令 書                  保管 第  号 

住  所               

（所在地）               

氏        名   

（法人その他の団体に
あつては、その名称）   

  災害救助法第26条の規定により、次の物資の保管を命ずる。 

物資の種類 数 量 所   在   の   場   所 引 渡 時 期 

    

    

        年  月  日 

山形県知事 氏        名□印    

切   取   線 

受     領     書     保管 第  号 

年  月  日   

   山形県知事 殿 

住  所                

（所在地）                

氏        名○印    

（法人その他の団体に
あつては、その名称）    

  公用令書を受領した。 
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様式第２号(2) 

 

 

公 用 令 書                    収用 第  号 

住  所               

（所在地）               

氏        名   

（法人その他の団体に
あつては、その名称）  

  災害救助法第 26条の規定により、次の物資を収用する。 

物資の種類 数 量 所   在   の   場   所 引 渡 時 期 

    

    

        年  月  日 

山形県知事 氏        名□印    

切   取   線 

受     領     書       収用 第  号 

年  月  日   

   山形県知事 殿 

住  所                 

（所在地）                

氏        名○印    

（法人その他の団体に
あつては、その名称） 

  公用令書を受領した。 
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様式第２号(3) 

 

 

公 用 令 書                   管理 第  号 

住  所               

（所在地）               

氏        名   

（法人その他の団体に
あつては、その名称）   

  災害救助法第26条の規定により、次の施設を管理する。 

施設の名称 数 量 所 在 の 場 所 管  理  の 
範 囲 期 間 

     

     

        年  月  日 

山形県知事 氏        名□印    

切   取   線 

受     領     書      管理 第  号 

年  月  日   

   山形県知事 殿 

住  所                

（所在地）                

氏        名○印    

（法人その他の団体に
あつては、その名称）    

  公用令書を受領した。 
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様式第２号(4) 

 

 

公 用 令 書                 
土地 

使用 家屋 
物資 

第  号 

住  所               

（所在地）               

氏        名   

（法人その他の団体に
あつては、その名称）   

  災害救助法第26条の規定により、次の土地、家屋、物資を使用する。 

区 分 種 類 数量 所 在 の 場 所 範 囲 期 間 引 渡 時 期 

土 地       

家 屋       

物 資       

        年  月  日 

山形県知事 氏        名□印    

切   取   線 

受     領     書    
土地 

使用 家屋 
物資 

第  号 

年  月  日   

   山形県知事 殿 

住  所                

（所在地）                

氏        名○印    

（法人その他の団体に
あつては、その名称）    

  公用令書を受領した。 
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様式第３号 

 

 

公 用 変 更 令 書                

公用変更令書 
発 付 番 号 

第    号 

公 用 令 書 
発付番号年月日 

第    号 
年 月 日 

住  所               

（所在地）               

氏        名   

（法人その他の団体に
あつては、その名称）   

  災害救助法第26条の規定による    公用令書を次のとおり変更したので、同法施行規則

第１条第４項の規定により、これを交付する。 

物 資 の 種 類 数 量 所   在   の   場   所 期 間 

    

    

 （注）収用、管理、使用の場合は、それぞれの公用令書に記載の欄に設けること。 

        年  月  日 

山形県知事 氏        名□印    

切   取   線 

受     領     書   

公用変更令書 
発 付 番 号 第    号 

公 用 令 書 
発付番号年月日 

第    号 
年 月 日 

年  月  日   

   山形県知事 殿 

住  所                

（所在地）                

氏        名○印    

（法人その他の団体に
あつては、その名称）    

  公用変更令書を受領した。 
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様式第４号 

 

公 用 取 消 令 書                 

公用取消令書 
発 付 番 号 

第    号 

公 用 令 書 
発付番号年月日 

第    号 
年 月 日 

住  所               

（所在地）               

氏        名   

（法人その他の団体に
あつては、その名称）   

  災害救助法第26条の規定による    を必要としなくなったので同法施行規則第１条第５

項の規定により、これを交付する。 

        年  月  日 

山形県知事 氏        名□印    

切   取   線 

受     領     書    

公用取消令書 
発 付 番 号 第    号 

公 用 令 書 
発付番号年月日 

第    号 
年 月 日 

年  月  日   

   山形県知事 殿 

住  所                

（所在地）                

氏        名○印    

（法人その他の団体に
あつては、その名称）    

  公用取消令書を受領した。 
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様式第５号 

 

 

強 制 物 件 台 帳                

公 用 令 書 
発 付 番 号 

第    号 

公用令書発付 
年 月 日 年 月 日 

 

住 所              
所有者                  

氏 名              
 

住 所              
占有者                  

氏 名（法人その他の団体に
あつては、その名称）   

区分 種類 数量 所 在 の 場 所 名称 範囲 期間 引渡時期 
備 考 

変更理由 
その他  

公用

令書

の 

内容 

        

        

        

変更
事項
及び
その
理由 

        

        

        

取
消
理
由 

 

損 

失 

補 

償 

欄 

種 類 請 求 額 請 求 者 補 償 額 補 償 年 月 日 備 考 
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様式第６号 

 

 

受 領 調 書                

 

年  月  日   

山形県職員                

受領者  氏        名○印    

物資所有者（又は占有者）         

立会人  氏        名○印    

  災害救助法第26条によって収用（使用）する物資を次のとおり受領した。よつて、受領調書

を作成し、各一通所持するものとする。 

 １ 受領県名 山形県 

 ２ 受領した物資の種類及び数量 

 ３ 受領した年月日 

 ４ 受領した場所 

 ５ その他必要と認める事項 
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様式第７号 

 

 

公 用 令 書 
発 付 番 号 

第    号 

公 用 令 書 
発 付 年 月 日 年 月 日 

年  月  日   

   山形県知事 殿 

住  所               

（所在地）               

職業 氏        名○印    

（法人その他の団体にあつて
は、その名称及び代表者氏名）   

損 失 補 償 請 求 書                

  下記により損失を補償して下さい。 

記 

 １ 請  求  額         円 

 ２ 内     訳  別紙損失補償額算出明細書及び受領調書写のとおり 

 ３ 請 求 理 由 
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様式第８号 

 

（表） 

公   用   令   書    
公用令書
発付番号 

第 号 

 
住 所               

職 業 氏        名   

年  月  日生   

（
法人その他の団体にあつて
は、その名称事業の種類及
び主たる事務所の所在地 ）   

  災害救助法第24条の規定により、次のとおり従事を命ずる。 
 

従事すべき救助業務  

従 事 す べ き 場 所  

従 事 す べ き 期 間      
年   月   日から
年   月   日まで

   日間 

出頭すべき日時及び場所  

 
 （注）法人その他の団体については、従事すべき業務の内容、計画その他必要と認める事項を

記載すること。 

        年  月  日 

山形県知事 氏        名□印    

………………………………………切………取………線……………………………………… 
 

受     領     書     
公用令書
発付番号 

第 号 

年  月  日   

   山形県知事 殿 

住  所                

(所在地)                

氏        名○印    

（法人その他の団体に
あつては、その名称）   

  公用令書を受領した。 

        年  月  日  午 
前
後
  時  分 
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（裏） 

  公用令書の交付を受けた者の心得 

 １ 公用令書の交付を受けた者は、この令書を携え指定の日時及び場所に出頭し、当該職員に

届け出ること。 

 ２ 公用令書の交付を受けた者が、負傷、疾病等により指定の日時に出頭することができない

場合には、医師の診断書（やむを得ない事情により、医師の診断書を得られないときは警察

官の証明書）を添え、この令書を発付した者に遅滞なく届け出ること。 

 ３ 公用令書の交付を受けた者は、天災その他避けることのできない事故により指定の日時及

び場所に出頭することができない場合には、市町村長、警察官その他適当な行政機関の職員

の証明書を添え、この令書を発した者に遅滞なく届け出ること。 

 ４ 公用令書の交付を受けた者で旅費の前渡金払いを受けなければ出頭することができないも

のは、居住地を所轄する市町村長にこの令書を提示し、当該旅費の支払いを受けることがで

きる。ただし、出頭すべき場所が居住地の市町村であるときはこの限りでない。 

 ５ 公用令書の交付を受けた者が命令に従わないときは、災害救助法第45条の規定により６箇

月以下の懲役又は50,000円以下の罰金に処せられる。 
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様式第９号 

 

公 用 取 消 令 書                 

公用取消令書 
番 号 

第 号 

公用令書発付 
番 号 年 月 日 

第 号 
年 月 日 

 
住  所                 

(所在地)                 

職 業 氏        名    

（法人その他の団体に
あつては、その名称）   

  災害救助法第24条の規定による    公用令書は、その必要がなくなったので同法施行規

則第４条の規定により、これを交付する。 

        年  月  日 

山形県知事 氏        名□印    

………………………………………切………取………線……………………………………… 

 

受     領     書    

公用取消令書 
番 号 

第 号 

公 用 令 書 
番 号 年 月 日 

第 号 
年 月 日 

 
年  月  日   

   山形県知事 殿 

住  所                 

(所在地)                 

氏        名○印    

（法人その他の団体に
あつては、その名称）   

  公用取消令書を受領した。 

        年  月  日  午 
前
後
  時  分 
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様式第10号 

 

救 助 従 事 者 台 帳   

公用令書発付 
番 号 

第 号 

公用令書発付 
年 月 日 

年 月 日 

 
住 所                 

職 業  氏        名   

年  月  日   
 

従事すべき救助業務  

従 事 す べ き 場 所  

従 事 す べ き 期 間  

出 頭 す べ き 場 所  

出 頭 す べ き 日 時  

公用令書取消理由  

負傷し、疾病にかか
り又は死亡した日時 

 

負傷し、疾病にかか
り又は死亡した原因 

 

負傷名、傷病の程度
及び身体の状況 

 

備 考  

負傷し、疾病にかか
り、又は死亡したと
き本人と親族関係に
あつたおもな者の状
況 

氏 名 
本人との
続 柄 

生年月日 職業 備 考 

     

     

扶 助 金 支 給 欄 

扶助金の種類 金 額 支 給 年 月日 備 考 
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様式第11号 

 

実 費 弁 償 請 求 書   

公用令書発付 
番 号 第 号 

公用令書発付 
年 月 日 年 月 日 

 

年  月  日   

   山形県知事 殿 

住  所                 

(所在地)                 

職 業  氏        名○印    

  下記により実費を弁償してください。 

記 

 １ 請  求  額 

 ２ 内訳別紙明細書のとおり 

 ３ 従事した業務        

 ４ 従事した期間        

 ５ 従事した場所        
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様式第12号 

 

１ 頁  ４ 頁 

 

災害救助法第27条の規定による立入検査 

 

 

 

 

 

証     票 

 

 

 注 意 

１ この証票は、他人に貸与し、又は譲渡しては

ならない。 

２ この証票は、  年  月  日まで有効

とする。 

３ この証票は、有効期間が経過したり、又は不

用になったときは、すみやかに返還しなけれ

ばならない。 

 

３ 頁  ２ 頁 

  災害救助法抜すい 

 （立入検査） 

第27条 前条第１項の規定により、施設を管理

し、土地、家屋若しくは、物資を使用し、物

資の保管を命じ又は物資を収用するため必要

があるときは、都道府県知事は、当該職員に

施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は

物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせ

ることができる。 

２ 都道府県知事は、前条第１項の規定により

物資を保管させた者から、必要な報告をとり、

又は当該職員に当該物資を保管させてある場

所に立ち入り検査をさせることができる。 

３ 前２項の規定により立ち入る場合において

は、予めその旨をその施設、土地、家屋又は

場所の管理者に通知しなければならない。 

４ 当該職員が第１項又は第２項の規定により

立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯

しなければならない。 

 

第     号 

 

所属庁          

 

職 氏      名  

 

 

      年  月  日交付 

 

山形県知事 氏      名□印  
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様式第13号 

 

年  月  日   

   山形県知事 殿 

住 所            

氏 名        ○印    

災害救助法による療養（休業、障害、遺族、葬祭、打切）扶 

助金支給申請書                     

  災害救助法第29条の規定による扶助金を支給されたく別紙関係書類を添えて申請する。 

 
負傷し、疾病にかかり又
は死亡した者の住所氏名 

 

負傷し疾病にかかり、又
は死亡した日時及び場所 

 

負 傷 、 疾 病 又 は 
死 亡 の 原 因 

 

傷病名、傷病の程度 
及 び 身 体 の 状 況 

 

公 用 令 書 番 号  

負傷し、疾病にかかり、

又は死亡した当時本人と

関係のあつた主な親族の

状況 

氏 名 
本人と
の続柄 

生年月日 職業 備 考 
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様式第14号 

 

 

災 害 救 助 費 請 求 書 

  金        円 

   ただし、救助費繰替支弁の分 

  上記のとおり、関係書類を添えて請求します。 

        年  月  日 

市町村長氏名        □印    

   山形県知事 殿 
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様式第15号 

 

災 害 救 助 費 算 出 内 訳 書                

（災害名       ）  

種 目 別 区 分 
実 支 出 額 

算定基準による 

算  定  額 備 考 

員 数 単 価 金 額 員 数 単 価 金 額 

１ 業 務 費        

(１) 
収 容 施 設 供 与 費 

（避難所設置費） 

延 人 
  

延 人 
   

(２) 
炊 出 し そ の 他 に 

よ る 食 品 供 与 費 

延 人 
  

延 人 
   

(３) 飲 料 水 供 給 費 延 人   延 人    

(４) 
被服寝具その他生活必需品

の給(貸)与費 

世帯 
  

世帯 
   

(５) 医 療 及 び 助 産 費 延 人   延 人    

 医 療 費 延 人   延 人    

 助 産 費 延 人   延 人    

(６) 災害にかかった者の救出費 人   人    

(７) 住宅の応急修理費 世帯   世帯    

(８) 生業資金の貸与費 世帯   世帯    

(９) 学 用 品 の 給 与 費 人   人    

 小 学 校 児 童 人   人    

 中 学 校 生 徒 人   人    

(10) 埋 葬 費 体   体    

 大 人 体   体    

 小 人 体   体    

(11) 死 体 の 捜 索 費 体   体    

(12) 死 体 の 処 理 費 体   体    

(13) 障 害 物 の 除 去 費 世帯   世帯    

(14) 輸 送 費        

(15) 人 夫 賃        

２ 事 務 費        

（合      計）        
 
 （注）１ 本表は、災害別に別葉とすること。 

    ２ 「備考」欄には、救助の実施につき特別な基準を設定した場合は、その概要を記入すること。 

    ３ 「算定基準による算定額」欄の金額は、常に「実支出額」欄の金額以下の金額となるものであること。 

    ４ 救助の程度、方法及び期間について特別な基準が認められた場合は、当該特別基準の内容が「算定基

準による算定額」となるものであること。 
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様式第16号 

 

事 項 別 明 細 書                

１ 業務費 

(１) 収容施設供与費（避難所設置費） 

区分 

避難
所設
置箇
所数 

収容

延人

員数 

設 置 期
間 
（ 日 ～
日） 

実    支    出    額 算 定 基
準 に よ
る 算 定
額 

備考 
人夫賃 

消 耗 
器 材 費 

借上費 燃料費 
仮 設 
便 所 等
設 置 費 

計 

既存
建物 

 
人 

 
円 円 円 円 円 円 円 

 

野外
仮設 

           

計            

（注）野外仮設の場合は、その概要を「備考」欄に記入すること。 

(２) 
たき

炊出しその他による食品の給与費 

給 食 延 人 員 
給 食 期 間 
( 日～ 日) 

実 支 出 額 
算定基準によ
る 算 定 額 

備       考 

人  円 円  

(３) 飲料水の供給費 

給水完了月日 

実    支    出    額 

備 考 
機械器具
借 上 費 

修繕費 燃料費 
薬品及び
資 材 費 

計 

 円 円 円 円 円  
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 (４) 被服、寝具その他生活必需品給（貸）与費 

給 (貸 )

与 完 了

月 日 

全壊（焼）流失世帯分 半壊（焼）床上浸水世帯分 
実支

出額

合計 

算定
基準
によ
る算
定額
合計 

備考 
世 帯 数 

実支

出額 

算定
基準
によ
る算
定額 

世 帯 数 
実支

出額 

算定
基準
によ
る算
定額 

１人 ２人  計 １人 ２人  計 

     円 円     円 円 円 円  

（注）法第41条第３号の規定により事前に購入した給与品を払い出した場合は、その評価額を（ ）で再掲す

ること。 

 

(５) 医療及び助産費 

イ 総括表 

医      療      費 助    産    費 

備考 救 護 班 分 医 療 機 関 分 
計 

助産完了

月日 

助産対象

人員 

助産実施 
機関数 

実支出額 
医療完
了月日 

実支出額 
医療完
了月日 

実支出額 

 円  円 円    円  

（注）「備考」欄には、助産実施機関の概要を記入すること。 

 

ロ 医療費内訳（救護班分） 

救護班数 薬品費 
治療材料
等消耗品

費 
借上費 修繕費 ○○費 計 備 考 

 円 円 円 円 円 円  

（注）「備考」欄には、救護班についてその編成等につき簡単に記入すること。 
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ハ 医療費内訳（医療機関分） 

医 療 
機 関 名 

入     院 入  院  外 計 
備 考 

医 療 実 施
実 人 員 

実 支 出 額 
医 療 実 施
実 人 員 

実 支 出 額 
医 療 実 施
実 人 員 

実 支 出 額 

○○病院 
人 円 人 円 人 円 

 

       

       

       

計       

(６) 災害にかかった者の救出費 

救 出 完 了 月 日 救 出 人 員 
実   支   出   額 

備 考 
借上費 修繕費 燃料費 計 

 

人 円 円 円 円 

 

(７) 住宅の応急修理費 

半壊(焼)世
帯 数 

Ａ 

修理対象世
帯 数 

Ｂ 

Ｂ 
Ａ 

修 理 完 了 
 

月 日 
実 支 出 額 

算定基準に
よる算定額 

備 考 

戸 戸 ％  円 円  

 
(８) 生業資金の貸与費 

全壊(焼)流
失世帯数 
 Ａ 

貸 与 
世 帯 数 

Ｂ 

Ｂ 
Ａ 

貸 付 完 了 
 

月 日 
実 支 出 額 

算定基準に
よる算定額 

備 考 

戸 戸 ％  円 円  
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(９) 学用品の給与費 

学 
 
 

校 
 
 

数 

給与完了
月日 

教科書及び 
教   材 

文 房 具 及 び 通 学 用 品 

実 
支 

出 

額 

合 

計 
算定基

準によ

る算定

額合計 

備 
 
 
 
 
 
 

考 

教 
 

科 
 

書 

文 房

具 及

び 通

学 用

品 

小学校 
児 童 

中学校 
生 徒 

全 壊 （ 焼 ） 
流 失 世 帯 

半壊(焼)床上浸水世
帯 

人 
 
 

員 

金 
 
 

額 

人 
 
 

員 

金 
 
 

額 

小学校 
児 童 

中学校 
生 徒 

小学校 
児 童 

中学校 
生 徒 

人 
 

員 

実
支
出
額 

算定
基準
によ
る算
定額 

人 
 

員 

実
支
出
額 

算定
基準
によ
る算
定額 

人 
 

員 

実
支
出
額 

算定
基準
によ
る算
定額 

人 
 

員 

実
支
出
額 

算定
基準
によ
る算
定額 

   人 円 人 円 人 円 円 人 円 円 人 円 円 人 円 円 円 円  

 

(10) 埋葬費 

埋葬完了

月日 

実    支    出    額 

算定基準による

算 定 額 
備 考 大     人 小     人 

計 
件 数 金 額 件 数 金 額 

  

円  円 円 円 

 

 

(11) 死体の捜索費 

捜 索 数 
捜 索 完 了 

月 日 

実    支    出    額 
備 考 

借 上 費 修 繕 費 燃 料 費 計 

 

 円 円 円 円 

 

（注）「捜索数」の欄には、救出の実施により、発見された死体の数を（  ）書で再掲すること。
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(12) 死体の処理費 

処理完

了月日 

洗 浄 ・ 縫 合 消 
毒 等 処 置 分 

一 時 保 存 分 検 案 分 
実支出額合

計 

算定基準に
よる算定額
合計 

備 考 
件数 

実支

出額 

算 定 基
準 に よ
る 算 定
額 

件数 
実支

出額 

算 定 基
準 に よ
る 算 定
額 

件数 
実支

出額 

算 定 基
準 に よ
る 算 定
額 

 件 円 円 件 円 円 件 円 円 円 円  

 

(13) 障害物の除去費 

半壊・床上
浸水世帯
数 Ａ 

除去対象
世帯数 
Ｂ 

Ｂ 
Ａ 

除去完 実   支   出   額 算定基準に
よる算定額

   
備 考 

了月日 借上費 輸送費 人夫賃 ○○費 計 

  ％  円 円 円 円 円 円  

 

 (14) 輸送費 

救助の種類 
輸 送 期 間 実    支    出    額 

備 考 
( 日～ 日) 運 賃 借 上 費 燃 料 費 

消 耗 
器 材 費 

修 繕 費 計 

  円 円 円 円 円 円  

         

         

         

（注）救助の種類ごとに区分して記入すること。  
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(15) 人夫賃 

救 助 の 種 類 
人夫 の雇上期間 
（  日～  日） 

雇 上人夫延 人員 実 支 出 額 備 考 

  人 円  

     

     

     

（注）救助の種類ごとに区分して記入すること。 

 

２ 事務費 

(１) 事務費総括表 

費       目 金       額 備          考 

 

円 

 

計   

（注）費目は、予算費目によるものとする。 

 

(２) 時間外勤務手当支給内訳 

費     目 実人員 平均支給額 金 額 備       考 

     

計     

 

 (３) 食糧費内訳 

区     分 実人員 単 価 金 額 備       考 

     

計     

（注）区分には救助打合会、或は職員炊出費等に区分して記入すること。  
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(４) 旅費内訳 

区     分 実人員 平均支給額 金 額 備       考 

     

計     

（注）超過勤務手当支給内訳表に準じて記入すること。 

 

３ 決定報告による被害状況調 

市町村名   
  被害の状況 

 

人 
 

的 
 

被 
 

害 

死 者  

行 方 不 明  

負

傷 

重 傷  

軽 傷  

小 計  

計  

住 
 
 
 

家 
 
 
 

の 
 
 
 

被 
 
 
 

害 

棟 
 
 
 
 

数 

全 壊 、 全 焼 及 び 流 失  

半 壊 及 び 半 焼  

一 部 破 損  

床 上 浸 水  

床 下 浸 水  

世 
 

帯 
 

数 
 

及 
 

び 
 

人 
 

員 
全 壊 、 全 焼 世 帯  

及 び 流 失 人 員  

半 壊 及 び 世 帯  

半 焼 人 員  

一 部 破 損 
世 帯  

人 員  

床 上 浸 水 
世 帯  

人 員  

床 下 浸 水 
世 帯  

人 員  

災 害 発 生 年 月 日  
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様式第23号 

 

世 帯 構 成 員 別 被 害 状 況                

        年  月  日  時現在 

世帯構成 
員別 

 

被害別 

１人

世帯 

２人

世帯 

３人

世帯 

４人

世帯 

５人

世帯 

６人

世帯 

７人

世帯 

８人

世帯 

９人

世帯 

10人
世帯
以上 

計 
小
学
生 

中
学
生 

全  壊（焼）              

流 失              

半  壊（焼）              

床 上 浸 水              
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様式第28号 

 

医 療 実 施 状 況                

市 町 診 療 

診療期間 

診 療 人 員 診 療 報 

金 額 備 考 

村 名 機 関 名 入院 通院 酬 点 数 

   

人 人 

 

円 

 

計 

機関 

      

（注）１ 「診療人員」欄は延人員数を記入すること。 
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様式第17号 （本編Ⅱ 様式１－２参照） 

様式第18号 （本編Ⅱ 様式１－３参照） 

様式第19号 （本編Ⅱ 様式３－２参照） 

様式第20号 （本編Ⅱ 様式３－１参照） 

様式第21号 （本編Ⅱ 様式４－２参照） 

様式第22号 （本編Ⅱ 様式４－１参照） 

様式第24号 （本編Ⅱ 様式４－４参照） 

様式第25号 （本編Ⅱ 様式４－５参照） 

様式第26号 （本編Ⅱ 様式２－１参照） 

様式第27号 （本編Ⅱ 様式２－４参照） 

様式第29号 （本編Ⅱ 様式２－３参照） 

様式第30号 （本編Ⅱ 様式２－５参照） 

様式第31号 （本編Ⅱ 様式２－６参照） 

様式第32号 （本編Ⅱ 様式６－４参照） 

様式第33号 （現在運用されていないので略） 

様式第34号 （本編Ⅱ 様式７－１参照） 

様式第35号 （本編Ⅱ 様式７－２参照） 

様式第36号 （本編Ⅱ 様式７－３参照） 

様式第37号 （本編Ⅱ 様式７－４参照） 

様式第38号 （本編Ⅱ 様式５－１参照） 

様式第39号 （本編Ⅱ 様式５－２参照） 

様式第40号 （本編Ⅱ 様式５－３参照） 

様式第41号 （本編Ⅱ 様式６－５参照） 

様式第42号 （本編Ⅱ 様式６－６参照） 

様式第43号 （本編Ⅱ 様式８－１参照） 

様式第44号 （本編Ⅱ 様式１－４参照） 
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資料１－８ 山形県林野火災用空中消火資機材等管理及び貸付要綱 

 

山形県林野火災用空中消火資機材等管理及び貸付要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、県内に発生した林野火災等に対処するため、県が整備し、備蓄する林野火災用空中

消火資機材及び空中消火薬剤（以下「消火資機材等」という。）の管理及び貸付けに関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 

（消火資機材等の種類） 

第２条 消火資機材の種類は、次のとおりとする。 

(1) ヘリコプター用空中撒布装置 

(2) 消火薬剤等混合機 

(3) 組立式水そう 

(4) 可搬式動力ポンプ（ホース、吸管を含む） 

(5) 消火薬剤等（粘着剤、着色剤を含む） 

（管理の委託） 

第３条 消火資機材等は、その有効かつ迅速なる活用を図るため、知事が必要と認める機関に管理を委託

することができる。 

（委託期間） 

第４条 消火資機材等の管理を委託できる期間は１年以内とする。 

ただし、受委託者何れかから受委託停止の意思表示がない場合は更新されたものとみなす。 

（使用制限） 

第５条 消火資機材等は、県内の林野火災等の空中消火及びこれらの訓練のため使用することを原則とす

る。 

ただし、知事の承認を得た場合は他の目的のため使用することができる。 

（消火資機材等の貸付） 

第６条 消火資機材等の貸付けは、次に定める者の借受申請により行うものとする。 

(1) 市町村長及び消防の一部事務組合の管理者（以下「市町村長等」という。） 

(2) その他知事が適当と認めた者 

（貸 付 基 準） 

第７条 前条に定める貸付けは、次の各号の一に該当する場合とする。 

(1) 市町村長等が必要と認めるとき 

(2) 訓練のため使用するとき 

(3) その他知事が適当と認めるとき  
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（借受申請手続） 

第８条 第６条に定める者が、消火資機材等を借り受けようとするときは、事前に別記様式第１号による

借受申請書を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、口頭又は電話等により借り受けの申請を行うこ

とができる。この場合速やかに前項の申請書を提出しなければならない。 

（貸付の決定） 

第９条 知事は、前条の規定による借受申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは速

やかに貸付けを決定し、別記様式第２号による貸付決定通知書を借受申請者に交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条の規定に基づく借受申請にあっては、口頭又は電話等により貸付

けの決定をすることができる。この場合前項の貸付決定通知書は、当該決定後に交付するものとす

る。 

（貸付の条件） 

第10条 前条に定める貸付けを決定するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 消火資機材等の引渡し及び返還に要する経費並びに消火資機材等の借受期間中におけるそれ

らの管理に要する経費は、当該借受者の負担とする。 

(2) 消火資機材等は、貸付けの目的以外に使用しないこと。 

(3) 消火資機材等は、善良な管理者の注意をもって管理すること。 

(4) 消火資機材等は、貸付期間満了後速やかに点検、整備をして返還すること。ただし、知事が必

要に応じて消火資機材等の返還を要求したときは、直ちにこれに応ずること。 

（引渡し） 

第11条 消火資機材等の引渡しは、知事が指定する日時及び場所において行うものとする。 

（管理受託機関からの貸出し） 

第12条 第３条の規定により消火資機材等の管理を受託した機関の長は、知事から消火資機材等の貸出し

を依頼されたときは、これに応じなければならない。 

（空中消火の実施） 

第13条 空中消火は、自衛隊法（昭和29年法律第165号）第83条に基づき、自衛隊のヘリコプターにより行

うものとする。ただし、地上における消火資機材等の操作は、空中消火を要請する機関が実施する

ものとし、この場合、当該消火資機材等の操作に熟知した者が操作しなければならない。 

（費用の負担等） 

第14条 消火資機材等の使用に伴い生じた費用は、使用した機関が負担することを原則とする。 

２ 消火薬剤等については、原則として、その使用した同量を補てんして返還すること。 

第15条 消火資機材等を借り受けた者が、当該消火資機材等をき損又は亡失したときは、その事実及び事

由について別記様式第３号による消火資機材等き損、亡失届を速やかに知事に提出するとともに、

原則として借受者の責任において修理し、又は補てんしなければならない。  
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（使用報告書） 

第16条 消火資機材等を借り受けた者は、使用後速やかに別記様式第４号による消火資機材等使用報告書

を知事に提出しなければならない。 

（そ の 他） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、消火資機材等の管理及び貸付けの運用について必要な事項は、そ

の都度別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、昭和52年11月１日から施行する。 
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別記様式第１号 

 

番     号 

年  月  日 

 

山形県知事  殿 

 

 

借受申請者  職 氏     名印 

 

 

消 火 資 機 材 等 借 受 申 請 書 

 

 

下記のとおり消火資機材等を借り受けたいので申請します。 

 

 

記 

 

１ 消火資機材等の借受けの目的 

 

 

 

２ 借受け希望消火資機材等の種類及び数量 

 

 

 

３ 借受け希望期間 

 

 

 

４ 引渡し希望日時及び場所 
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別記様式第２号 

 

番     号 

年  月  日 

 

殿 

 

山形県知事  印 

 

消火資機材等貸付決定通知書 

 

 

   年  月  日 第    号により申請のあった消火資機材等の貸付けについて、下記のとおり

決定します。 

 

記 

 

１ 消火資機材等の貸付けの目的 

 

 

 

２ 貸付け消火資機材の種類及び数量 

 

 

 

３ 貸付け期間 

 

 

 

４ 貸付けの条件等 

 

 

 

５ 引渡しの日時及び場所 
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別記様式第３号 

 

番     号 

年  月  日 

 

山形県知事  殿 

 

 

職  氏 名     印 

 

 

消火資機材等き損・亡失届 

 

 

  年  月  日 第   号により借り受けた消火資機材等を   したのでお届け 

します。 

 

記 

 

 

１ 借り受けた消火資機材等の種類及び数量 

 

 

 

２    した消火資機材等の種類及び数量 

 

 

 

３ き損の程度 

 

 

 

４    に至った経過及び事由 

 

  

き損 
亡失 

き損 
亡失 

き損 
亡失 
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別記様式第４号 

 

番     号 

年  月  日 

山形県知事  殿 

 

 

職  氏 名     印 

 

 

消 火 資 機 材 等 使 用 報 告 書 

 

 

   年  月  日 第   号により貸付け決定を受けた消火資機材等の状況等は、下記のとおりで

すので報告します。 

 

 

記 

 

１ 消火資機材等の使用状況 

 

 

 

２ その他 

（１）火 災 発 生 日 時 

（２）火 災 発 生 場 所 

（３）鎮 火 日 時 

（４）火 災 原 因 

（５）被 害 状 況 

（６）消 火 活 動 状 況 

（７）返 還 年 月 日 

（８）その他参考事項 
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資料１－９ 山形県防災資機材等管理運営要綱 

 

山形県防災資材等管理運営要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、大規模な地震や災害が発生した場合に、広域的な救援救護及び応急復旧等の災害応

急活動を行うため、県が整備し、備蓄する防災資機材等の管理運営に関し、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（防災資機材等の種類・数量及び備蓄並びに管理等） 

第２条 この要綱でいう防災資機材等の種類・数量及び備蓄場所は、別表１の通りとする。 

２ 防災資機材等の管理は庄内支庁長及び各地方事務所長（以下「防災資機材等管理者」という。）

が行う。 

（防災資機材等の評価） 

第３条 知事は、防災資機材等の評価を行うために、防災資機材等評価委員会（以下「評価委員会」とい

う。）を設置するものとする。 

２ 評価委員会は毎年度当初において、防災資機材等の評価を行い、その結果を知事に報告しなけれ

ばならない。 

３ 評価委員会の組織及び運用に関する事項は別に定めるものとする。 

（供 与） 

第４条 この防災資機材等は、次の場合に市町村等防災関係機関の長の要請に基づき供与を行う。 

(1) 地震等の災害発生時において災害応急対策の用に供するとき。 

(2) 防災資機材等の有効活用を図るとともに地域防災力を強化するため、自主防災組織等の訓練

の用に供するとき。 

(3) その他、特に防災資機材等の供与を適当と認めるとき。 

（供与の手続き） 

第５条 前条第１項第１号の場合、防災資機材等の供与を受けようとする者は、電話等により知事に供与

の申請を行い、事後速やかに別紙様式第２号により供与申請書を知事に提出するものとする。 

２ 前条第１項第２号の場合の手続きについては別に定めるものとする。 

３ 前条第１項第３号の場合、防災資機材等の供与を受けようとする者は、事前に供与申請書を知事

に提出しなければならない。 

（供与の決定） 

第６条 知事は、前条第１項又は第３項の規定による供与申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは速やかに供与を決定し、別記様式第３号による供与決定通知書を供与申請者に交付

するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第１項又は第３項の規定に基づく供与申請にあっては、口頭又は

電話等により供与の決定をすることができる。この場合前項の供与決定通知書は、当該決定後に交

付するものとする。 

（供与の条件） 

第７条 前条に定める供与を決定するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。 
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(1) 防災資機材等の引き渡しに要する経費及び防災資機材等の供与期間中におけるそれらの管理

に要する経費は、供与を受けた者の負担とする。 

(2) 防災資機材等は、供与の目的以外に使用しないこと。 

(3) 防災資機材等は、善良な管理者の注意をもって管理すること。 

(4) 未使用の防災資機材等については返還すること。 

（貸 与） 

第８条 この防災資機材等は、次の場合に市町村等防災関係機関の長の要請に基づき貸与を行う。 

(1) 地震等の災害発生時において災害応急対策の用に供するとき。 

(2) 防災訓練等で防災機材等の操作等に習熟するため使用するとき。 

(3) その他、特に防災資機材等の貸与を適当と認めるとき。 

（貸与の手続き） 

第９条 前条第１項第１号の場合、防災資機材等の貸与を受けようとする者は、電話等により知事に貸与

の要請を行い、事後速やかに別紙様式第２号により貸与申請書を知事に提出するものとする。 

２ 前項以外の場合、防災資機材等の貸与を受けようとする者は、事前に貸与申請書を知事に提出し

なければならない。 

（貸与の決定） 

第10条 知事は、前条の規定による貸与申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは速

やかに貸与を決定し、別紙様式第３号による貸与決定通知書を貸与申請者に交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条の規定に基づく貸与申請にあっては、口頭又は電話等により貸出

しの決定をすることができる。この場合前項の貸与決定通知書は、当該決定後に交付するものとす

る。 

（貸与の条件） 

第11条 前条に定める貸与を決定するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 防災資機材等の引き渡し及び返還に要する経費並びに防災資機材等の借り受け期間中におけ

るそれらの管理に要する経費は、当該借受者の負担とする。 

(2) 防災資機材等は、貸与の目的以外に使用しないこと。 

(3) 防災資機材等は、善良な管理者の注意をもって管理すること。 

(4) 防災資機材等は、貸与期間満了後、速やかに点検、整備して返還すること。ただし、知事が必

要に応じて防災資機材等の返還を要求したときは、直ちにこれに応ずること。 

（き損・亡失等） 

第12条 防災資機材等の貸与を受けた者が、防災資機材等をき損又は亡失等により、貸与を受けたときの

状態で返還することができなくなったときは、その事実及び事由について別紙様式第４号による防

災資機材等き損・亡失届けを速やかに知事に提出するとともに、原則として、貸与を受けた者の責

任において修理し、又は補てんしなければならない。 

（引き渡し） 

第13条 防災資機材等の引き渡しは、知事が指定する日時及び場所において行う。 

（使用報告書） 

第14条 防災資機材等の供与及び貸与を受けた者は、その使用を終了したときは速やかに別紙様式第５号

による防災資機材等使用報告書を知事に提出しなければならない。 

（その他） 
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第15条 この要綱に定めるもののほか、防災資機材等の管理運用について必要な事項はその都度別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は平成７年12月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成19年10月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成25年10月１日から施行する。 

 

別表１ 

防災資機材等の種類・数量及び備蓄場所 

 

品 目 
 
 
備蓄場所 

供  与  用 貸与用 支    庁 
地方事務所用 

防災シート 毛  布 簡易トイレ エアーテント 非常用電源装置 

庄 内 支 庁 250枚 250枚 １４基 １基 １個 

東南村山地方事務所 245枚 245枚 １２基 １基 １個 

西村山地方事務所 125枚 125枚 ６基 － １個 

北村山地方事務所 125枚 125枚 ６基 － １個 

最 上 地 方 事 務 所 125枚 125枚 ６基 － １個 

東南置賜地方事務所 125枚 125枚 ６基 １基 １個 

西置賜地方事務所 125枚 125枚 ６基 － １個 

計 1,120枚 1,120枚 ５６基 ３基 ７個 
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別紙様式第２号 

 

防災資機材等供与・貸与申請書 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

山形県知事  殿 

 

 

職  氏 名     印 

 

 

防災資機材等を下記により供与・貸与していただきたく申請いたします。 

 

 

記 

 

１ 使 用 目 的 

 

 

２ 防災資機材等の種類及び数量 

 

 

３ 貸 与 期 間 

供与・貸与を受ける日    年  月  日 

返    却    日    年  月  日 
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別紙様式第３号 

 

番     号 

年  月  日 

 

殿 

 

山形県知事  印 

 

 

防災資機材等供与・貸与決定通知書 

 

 

   年  月  日    号により申請のあった防災資機材等の供与・貸与について、下記の通り決

定します。 

 

 

記 

 

１ 使 用 目 的 

 

 

２ 防災資機材等の種類及び数量 

 

 

３ 貸与を受ける期間 

供与・貸与を受ける日    年  月  日 

返    却    日    年  月  日 

 

４ 引渡し日時及び場所  
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別紙様式第４号 

 

番     号 

年  月  日 

 

山形県知事  殿 

 

職  氏 名     印 

 

 

 

防災資機材等き損・亡失届 

 

   年  月  日    号により貸与を受けた防災資機材等を（き損・亡失）したのでお届けしま

す。 

 

 

記 

 

１ 借り受けた防災資機材等の種類及び数量 

 

 

２ （き損・亡失）した防災資機材等の種類及び数量 

 

 

３ き損の程度 

 

 

４ （き損・亡失）に至った経過及び事由 
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別紙様式第５号 

 

番     号 

年  月  日 

 

山形県知事  殿 

 

職  氏 名     印 

 

 

防 災 資 機 材 等 使 用 報 告 書 

 

   年  月  日    号により供与・貸与を受けた防災資機材等の使用状況等は下記の通りです

ので報告します。 

 

記 

 

１ 災害（訓練）等発生日時 

 

 

２ 災害（訓練）等発生場所 

 

 

３ 被害（訓練）状況 

 

 

４ 使用状況 

 

 

５ 返還年月日 

 

 

６ その他特記事項 
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資料１－10 市町村総合防災訓練実施要綱 

 

市町村総合防災訓練実施要綱 

 

１ 目   的 

この要綱は、平成７年１月１７日の阪神・淡路大震災を契機として、災害発生時における初動態勢、

自主防災体制及び広域応援体制等の防災活動の円滑化を期するとともに、関係機関相互の協力体制を

確立し、地域住民の防災意識の高揚を図るために市町村が実施する総合防災訓練について、その細目を

定めたものである。 

２ 実   施 

市町村は、地域住民及び防災関係機関の協力のもと、訓練効果の期待できる時期を選定し、総合防災

訓練を年１回実施するものとする。 

なお、県は市町村の総合防災訓練の実施に積極的に協力するものとする。 

３ 訓練内容 

総合防災訓練は、震災、風水害等及びその被害に係る想定を明確にし、別紙の「訓練の体系」及び「訓

練の項目」を基本とした訓練の全部又は一部を総合的に実施するものとするが、特に、  次の項目を

重点的に取り入れた実践的なものとする。 

① 初動態勢の強化を図るため、職員の動員配備訓練及び災害対策本部運営訓練(情報の収集伝達等)

を実施する。 

② 自主防災体制の強化を図るため、消防団、自主防災組織及び地域住民等による初期消火、避難誘

導訓練及び応急救護訓練等を実施する。 

③ 広域応援体制の強化を図るため、自衛隊に対する災害派遣要請の訓練、他の市町村等に対する医

療、消防、物資等各般にわたる応援要請の訓練等を実施する。 

④ 被災者の避難訓練を確保するため、避難所の設置運営訓練を実施する。 

⑤ 防災ボランティアに対する受入れ窓口を明確にし、防災ボランティアを活用した訓練を実施す

る。 

⑥ 高齢者、障害者等の災害時要援護者に配慮した、社会福祉施設、病院等による情報伝達訓練、避

難誘導訓練を実施する。 

⑦ 都市型災害に対応した、道路等の交通対策、電気・電話・ガス・上下水道などの生活関連施設復

旧対策の訓練を実施する。 

４ 参加機関 

市町村地域防災計画の中で防災業務の実施機関としている市町村、県、指定(地方)行政機関、指定(地

方)公共機関、公共的団体及び防災上重要な施設の管理者並びに地域住民等とする。 

５ 訓練計画の報告 

市町村は、翌年度の訓練計画を別記様式により、当該年度の１月末日まで所管する各総合支庁を経由

して危機管理課に報告するものとする。 

 

附   則 

１ この要綱は、平成７年10月１日から施行する。 

附   則 

１ この要綱は、平成19年１月４日から施行する。 

附   則 
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総  

合  

防  

災  

訓  

練  

災 害 対 策 本 部 訓 練 

地 域 ぐ る み 訓 練 

防 災 機 関 活 動 訓 練 

１ この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

  

（訓練体系） 

  

自 主 防 災 組 織 等 活 動 訓 練 

（初期消火、応急救護、非常炊き出し、

各 地 区 防 災 点 検 、 そ の 他 ） 

避 難 （ 援 護 ） 活 動 訓 練 

災 害 時 要 援 護 者 対 策 訓 練 

防 災 ボ ラ ン テ ィ ア 等 活 動 訓 練 

繁華街・ターミナル駅等対策訓練 

事 業 所 対 策 訓 練 

消 防 訓 練 

鉄 道 ・ 道 路 等 交 通 対 策 訓 練 

救 出 活 動 ・ 救 急 救 護 訓 練 

生 活 関 連 施 設 応 急 復 旧 訓 練 

避 難 所 設 置 ・ 運 営 訓 練 

災 害 医 療 対 策 訓 練 

応 急 給 水 訓 練 

緊 急 物 資 輸 送 対 策 訓 練 

広 域 応 援 輸 送 対 策 訓 練 

災 害 対 策 本 部 

災 害 情 報 連 絡 訓 練 

災 害 広 報 活 動 訓 練 

被 災 地 調 査 訓 練 

広 報 応 援 要 請 訓 練 
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訓練項目 実施概要 実施機関 

災害

対策

本部

運営

訓練 

災害対策本部（現地） 

設 置 運 営 訓 練 

災害に対する災害応急活動の中枢機能

としての、災害対策本部・現地対策本部を

設置運営する。 

市町村 

県 

災害情報連絡訓練 

災害対策を円滑かつ適切に実施するた

め、気象予報及び被害状況の収集伝達、住

民の安全対策及び被害施設復旧対策に関

する情報連絡訓練を実施する。 

市町村 

県 

警察 

自衛隊 

災 害 広 報 訓 練 

災害時における住民の安全確保を図る

ため、防災行政無線等により、避難誘導及

び冷静適切な行動を呼びかける等、災害広

報活動をする。 

市町村 

消防本部 

放送機関 

被 災 地 調 査 訓 練 

災害応急対策活動を適切に実施するた

め、被害状況等を調査するとともに、その

結果を被害状況写真等とともに対策本部

に報告する。また、本部長等がそれぞれの

被災現地を実施視察する。 

市町村 

消防本部 

県 

警察 

自衛隊 

広域応援要請訓練 

広域的な災害対策を迅速かつ的確に実

施するため、自衛隊に対する災害派遣要

請、日赤に対する医療救護の要請、他の市

町村等に対する災害応急対策の応援要請

訓練を行なう。 

市町村 

県 

自衛隊 

日赤県支部 

地域

ぐる

み訓

練 

自 主 防 災 組 織 等 

活 動 訓 練 

自主防災組織等を中心とした住民によ

る組織単位の避難対策、高齢者・障害者等

災害時要援護者の避難援護活動、初期消

火、応急救護活動等の住民主導の災害安全

対策を実施する。 

市町村 

消防本部・消防団 

自主防災組織 

住民 

避難（援護）訓練 

地すべり、津波等による被害を防止する

ため地域住民を安全な避難場所に避難さ

せる。 

市町村 

消防団 

自主防災組織 

住民 

  

〔訓練の項目〕 
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訓練項目 実施概要 実施機関 

地域

ぐる

み訓

練 

災 害 時 要 援 護 者 

対 策 訓 練 

社会福祉施設入所者及び在宅寝たきり老

人等災害時要援護者の災害安全対策を確

保するため、自衛隊、自主防災組織、防災

機関による避難誘導訓練を実施する。 

市町村 

消防団 

自主防災組織 

住民・各施設 

防災ボランティア等 

活 動 訓 練 

避難住民等による被災者の応急救護等

の訓練を実施する。 

市町村 

学校 

日赤県支部 

住民 

繁華街・ターミナル駅 

等 対 策 訓 練 

繁華街・ターミナル駅等発災時に心理的

不安を誘発しやすい場所において、混乱防

止対策訓練及び避難誘導訓練等を実施す

る。 

消防本部 

ＪＲ東日本 

事 業 所 対 策 訓 練 

各事業所において、自衛消防隊を中心と

した避難誘導訓練及び初期消火訓練等を

実施する。 

消防本部 

各事業所 

防災

機関

活動

訓練 

消 防 訓 練 

住居地及び林野での大規模火災に対処

するため消防本部が中心となり、機動力あ

る消火活動及び延焼阻止活動、火災現場か

らの救出・救助及び救急・救護活動等を実

施する。 

消防本部 

消防団 

警察 

自衛隊 

道路等交通対策訓練 

道路での事故車両、ビル・電柱の倒壊、

倒木等に対応した道路啓開、緊急輸送路確

保訓練を実施する。 

市町村 

警察 

救 出 救 助 ・ 

救 急 救 護 訓 練 

火災・ビル倒壊及び車両事故等により負

傷した者の救出・救助、救急・救護活動等

を実施する。 

消防本部 

消防団 

警察 

自衛隊 

生 活 関 連 施 設 

応 急 復 旧 訓 練 

被害を受けた電気・ガス・水道・電話の

生活関連主要施設の復旧対策を実施する。 

市町村 

ＮＴＴ 

東北電力 

ガス事業者 

液化石油ガス販売

事業者 
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訓練項目 実施概要 実施機関 

防災

機関

活動

訓練 

避難所設置運営訓練 

被災した住民を救護するため、避難所を

開設し、非常炊き出し、応急給食、仮設ト

イレの設置等の訓練を実施する。 

市町村 

ＮＴＴ 

東北電力 

日赤県支部 

災害医療対策訓練 

負傷した者に対し、応急医療救護所及び

仮設病院において災害医療対策を実施す

る。 

 なお、重傷者については、後方医療機関

へ搬送する。 

市町村 県 

消防本部 

自衛隊 

医師会 

日赤県支部 

応 急 給 水 訓 練 

被災した住民に給水を行なうため、応急

給水等により飲料水を避難所まで輸送す

る。 

市町村 

自衛隊 

緊 急 物 資 

輸 送 対 策 訓 練 

被害を受けた避難住民に対し、食料、毛

布等の物資を緊急輸送し、避難所で配布す

る。 

市町村 

日赤県支部 

県ﾄﾗｯｸ協会 

広 域 応 援 

輸 送 対 策 訓 練 

広域防災体制の確立を期するため、県市

町村を越えた相互応援訓練を実施する。 

市町村 県 

警察 

県ﾄﾗｯｸ協会 

災 害 情 報 及 び 

被害状況報告訓練 

防災活動体制の万全を図るため、防災関

係機関は、災害状況等について、山形県地

域防災計画により所管する事項を報告す

る。 

ＮＴＴ 

東北電力 

ガス事業者 

水道事業者 

ＪＲ東日本 
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別紙 

市町村総合防災訓練の実施計画 

 

市町村名  

担

当

者 

所属  

職名  

氏名  

 

訓 練 の 名 称  

訓 練 主 催 団 体  

訓 練 実 施 日 時  

訓 練 場 所  

訓 練 概 要 

 

 

 

重 点 項 目 

 

 

 

備 考 

 

 

 

［陸上自衛隊に派遣依頼をする場合に記入］ 

自衛隊の訓練内容 

 

 

 

 

・訓練所要(予定)時間   時  分 

訓練派遣に係る資機

材の種類等 

(１)ヘリコプター   機(        訓練) 

(２) 

(３) 

(４) 

(５) 
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資料２ 広域応援等の関わる協定等 

資料２－１ 災害時等における隊友会の協力に関する協定 

 

【 協定 】 

災害時等における隊友会の協力に関する協定 

 

山形県（以下「甲」という。）と公益社団法人隊友会山形県隊友会（以下「乙」という。）は、大規模

な災害等から県民の生命、身体及び財産を守るため行う協力（以下「協力」という。）に関し、次のとお

り協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、山形県内において自然災害、大規模事故、武力攻撃事態等又は緊急対処事態、その

他県民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある場合（以下「災害時等」

という。）において、甲が乙に対して協力を要請する際に必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（協力内容） 

第２条 甲は、災害時等において、乙の協力が必要であると認められるときは、乙に対し次の事項につい

て協力を要請することができる。 

(1) 対策本部、対策本部地域支部（以下「本部等」という。）の運営に必要な情報の収集・整理業

務の補助（本部等事務局活動、市町村連絡調整員の活動補助、地域被害情報の通報等） 

(2) 災害・安否・生活情報の収集、伝達の補助 

(3) 自ら避難することが困難な者（高齢者、障害者、乳幼児等）の避難及び誘導の補助 

(4) 給水、炊出しその他の救援活動の補助 

(5) 避難所の開設及び運営の補助 

(6) がれきの撤去、清掃及び防疫の補助 

(7) 物資、資材等の配分及び運送の補助 

(8) その他甲が必要と認める業務の補助 

 

（協力の要請等） 

第３条 甲は、乙に対して、前条各号に定める協力を要請するときは、様式第１号により行うものとする。 

ただし、緊急を要するときは、口頭等で要請し、その後速やかに当該文書を送付するものとする。  
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２ 甲は、乙に対して要請した協力の必要が無くなった時は、速やかに様式第２号により乙に通知す

るものとする。 

３ 乙は、甲の要請により可能な範囲で協力するものとする。 

 

（安全の確保） 

第４条 甲は、その要請を受けて協力する乙の会員に対し、協力の内容に応じ安全の確保に十分に配慮す

るものとする。 

２ 甲は、甲が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力する乙の会員に対し特殊標章

等（国民保護法第158条第１項に規定する特殊標章又は身分証明書をいう。）を交付するものとする。 

３ 乙の会員は、公布された特殊標章等を適切に管理し、国民保護措置を実施する者の識別のために

必要なときは、国民保護法の規定に基づき使用するものとする。 

 

（第三者等に対する損害） 

第５条 乙は、甲及び甲に要請の依頼を行った市町村の責めに帰さない事由により、第３条に定める協力

の実施に伴って第三者へ損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。 

 

（損害賠償等） 

第６条 甲が乙に協力を要請した場合は、乙は乙の負担でボランティア保険に加入するものとする。 

２ 甲は、その要請により協力をした乙の会員が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は障害の状態となった場合であって、国民保護法、災害対策基本法その他関係する法律（以下「関

係法令」という。）で定める損害賠償等の要件に該当するときは、関係法令の規定に基づき、その

損害を補償するものとする。 

 

（経費の負担） 

第７条 乙が協力を行うために要した経費については、原則として乙が負担するものとする。 

 

（平常時の協力） 

第８条 甲及び乙は、協力を円滑に実施するため、平素から情報交換を行うものとする。 

２ 乙は、甲が実施する訓練等に積極的に参加するものとする。また、甲は、乙の協力に必要な支援

を行うものとする。 

３ 乙の会員が訓練等に参加するための費用は、乙の負担とする。 
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（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は協力内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定める

ものとする。 

 

（有効期間） 

第10条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通

知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上、各自１通を保有する。 

 

平成25年７月25日 

 

甲 山形県知事  吉 村 美栄子 

 

乙 公益社団法人隊友会山形隊友会 

会   長  阿 部 昭 夫 

 

 

様式第１号 略 

様式第２号 略  
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【 県に対する隊友会への協力要請依頼様式 】 

様式第１号 

 

協 力 要 請 依 頼 書 

令和  年  月  日 

山 形 県 知 事 殿 

鮭 川 村 長 

 

「災害時等における隊友会の協力に関する協定」により、次のとおり協力を依頼します。 

 

要 請 者 

鮭川村村長 

 

（担当：        ） 

 

（TEL                            FAX                    ) 

協 力 の 場 所 

 

 

 

被 害 の 状 況 

 

 

 

 

 

協 力 業 務 の 内 容 

 

 

 

 

 

そ の 他 必 要 な 事 項 

 

 

 

 

 

 

鮭 川 村  担当部署              山形県 環境エネルギー部 防災危機管理課 

(  年  月  日  時  分)           (  年  月  日  時  分) 
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様式第２号 

 

撤 収 要 請 依 頼 書 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

山 形 県 知 事 殿 

 

 

鮭 川 村 長 

 

 

 

 年  月  日付で要請依頼した協力については、所期の目的が達成されたため、撤収要請を依

頼します。 

 

 

 

 

 

 

鮭 川 村  担当部署              山形県 環境エネルギー部 危機管理課 

(  年  月  日  時  分)           (  年  月  日  時  分) 
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資料２－２ 技術職ＯＢによる災害支援に関する協定書 

 

技術職ＯＢによる災害支援に関する協定書 

 

（主旨） 

第１条 この協定は、山形県内における災害復旧が円滑に進むよう、技術職ＯＢの協力を得て、山形県（以

下「甲」という。）と公益財団法人山形県建設技術センター（以下「乙」という。）が連携して被

災市町村等を支援するため、当該支援の実施に必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ次の各号に定めるところによる。 

 (1) 技術職ＯＢ 

山形県の技術職（土木職、建築職、農業土木職など）の職員であった者 

（2） 山形県災害復旧支援エンジニア制度 

災害時において、乙が市町村等の要請に応じて、予め登録された技術職ＯＢを市町村等に派

遣し、市町村等が行う被災状況調査などの災害復旧業務をサポートする制度 

 

（役割分担） 

第３条 乙は、山形県災害復旧支援エンジニア制度（以下「エンジニア制度」という。）を運営するため、

以下の業務を行う。 

(1) 山形県災害復旧支援エンジニア（以下「エンジニア」という。）の登録業務 

(2) エンジニアに対する資質向上のための研修 

(3) エンジニアの派遣要請の受付及びエンジニアの派遣 

(4) その他日常の連絡調整などエンジニア制度運営のための事務局業務 

２ 甲は、乙に対し、エンジニア制度が効果的に運営されるよう、以下の支援を行う。 

(1) エンジニア制度の県内市町村等への周知 

(2) 技術職ＯＢが加入している任意の親睦団体等を通じて技術職ＯＢに対するエンジニア制度へ

の参加の働きかけ 

(3) 登録された技術職ＯＢへの被服（ヘルメット、上下作業着、長靴等）の貸与 

 

（担当窓口） 

第４条 この協定に関する担当窓口は、甲においては、山形県危機管理・くらし安心局機器管理課とし、

乙においては、公益財団法人山形県建設技術センター総務企画部とする。 
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（情報提供） 

第５条 乙は、エンジニア制度の実施状況について、適宜、甲に情報提供する。 

２ 甲は、市町村から災害復旧に係る応援要請があった場合は、速やかに乙に情報提供する。 

 

（協議） 

第６条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、甲乙協議のうえ定める。 

 

（適用） 

第７条 この協定は平成25年７月25日から適用する。 

２ この協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通保管する 

 

平成25年７月25日 

 

甲 山形県知事  吉 村 美栄子 

 

乙 公益財団法人山形県建設技術センター 

理 事 長  岡   邦 彦 
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資料２－３ 災害時の情報交換に関する協定 
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資料２－４ 山形県消防防災ヘリコプター応援協定 

 

山形県消防防災ヘリコプター応援協定 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、山形県内の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合（以下「市町村等」

という。）が、災害による被害を最小限に防止するため、山形県が所有する消防防災ヘリコプター（以下

「消防防災ヘリ」という。）の応援を求めることに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協定区域） 

第２条 この協定に基づき市町村等が消防防災ヘリの応援を求めることができる地域は、市町村等の区域とする。 

（災害の範囲） 

第３条 この協定において、災害とは、消防組織法（昭和22年法律第226号）第１条に規定する災害をいう。 

（応援要請） 

第４条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等（以下「要請市町村等」という。）の長が、次

の各号の一に該当し、消防防災ヘリの活動を必要と判断する場合に、山形県知事（以下「知事」という。）

に対して行うものとする。 

(1) 災害が隣接する市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

(2) 要請市町村等の消防力によっては防御が著しく困難な場合 

(3) その他救急救助活動等において消防防災ヘリによる活動が最も有効と判断される場合 

（消防防災航空隊の派遣） 

第５条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状況等を確認のうえ、山形県

文化環境部消防防災課のうち消防防災ヘリコプター基地に駐在し、消防防災業務に従事する職員（以下「消

防防災航空隊員」という。）を派遣するものとする。 

２ 前条の規定による要請に応ずることができない場合、知事は、その旨を速やかに要請市町村等の長に通

報するものとする。 

（消防防災航空隊員の指揮） 

第６条 前条第１項の規定により応援する場合において、災害現場における消防防災航空隊員の指揮は、要請市

町村等の長が定める災害現場の最高責任者が行うものとする。この場合において、消防防災ヘリに搭乗し

ている運航指揮者が消防防災ヘリの運航に重大な支障があると認めたときは、その旨現場の最高責任者に

通告するものとする。  
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（消防活動に従事する場合の特例） 

第７条 応援要請に基づき消防防災航空隊員が消防活動に従事する場合には、要請市町村等の長から消防防災航

空隊員を派遣している市町村等の長に対し、山形県広域消防相互応援協定（昭和53年３月10日締結。以下

「相互応援協定」という）第２条第２号の規定による応援要請があったものとみなす。 

（運航経費の負担） 

第８条 この協定に基づく応援に要する運航経費の負担は、山形県が負担するものとする。 

２ 前条に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する運航経費は、相互応援協定第８条の規定

にかかわらず、山形県が負担するものとする。 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項は、山形県及び市町村等が協議して定めるものとする。 

（適用） 

第10条 この協定は、平成10年４月１日から適用する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書50通を作成し、知事及び市町村等の長は、記名押印のうえ、各自それぞ

れ１通を所持する。 

 

平成 １０年 ４月 １日 
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山形県消防防災ヘリコプター緊急運航要請書 

 

要請市町村等 発   信   者 

緊急運航事態種別 (1)火災 (2)救助 (3)救急 (4)災害応急 (5)その他 

要 請 内 容 (1)消火 (2)救助 (3)救急 (4)物資搬送 (5)偵察 (6)その他 

発 生 場 所 

目      標 

住 所 

目 標 

消防防災航空マップ    縦座標軸     横座標軸 

ＧＰＳ（世界測地系）   北緯       東経 

発 生 日 時 年   月   日（  ）   時   分頃 

事 故 概 要 又 は 

災 害 概 要 
 

気 象 状 況 

（災害現場） 

天候     風向   風速  ｍ/sec 気温  ﾟC 

視界    ｍ 気象予警報（    警報・注意報） 

必 要 資 機 材  

出 場 先 

離 着 陸 場 

場 所    

目 標（ 名 称 ）  

要請側病院名        

消防防災航空マップ     縦座標軸     横座標軸 

搬 送 先 

離 着 陸 場 

場 所    

目 標（ 名 称 ）  

要請側病院名        

消防防災航空マップ     縦座標軸     横座標軸 

傷 病 者 名 

住 所 

氏 名      生年月日  年  月  日生（  歳） 

傷病名      重・中・軽      男・女 

現 地 搭 乗 者 有  無     職名       氏名 

地 上 指 揮 者 

コ ー ル サ イ ン 

指揮者名     職名       氏名 

無線種別（全国波・県内波）コールサイン 

コ ー ル サ イ ン 無線種類（全国波・県波） コールサイン 

他の防災ﾍﾘの活動要請 有  無     機関名 

要 請 日 時 年   月   日   曜日    時   分 

※以下の項目については、消防防災航空隊で活動を至急連絡します。 

航 空 指 揮 者  

コ ー ル サ イ ン 

指揮者名 

無線種別（全国波・県波） コールサイン 

到 着 予 定 時 間 年   月   日   曜日    時   分 

活 動 予 定 時 間 時間   分 

※その他の特記事項 

 受 信 者  



資料編 資料 

 

 

資-110 

  



資料編 資料 

 

 

資-111 

資料２－５ 他市区町村間との相互応援協定等 

資料２－５－１ 山形県広域消防相互応援協定書等 

 

【 協定 】 

山形県広域消防相互応援協定書 

（昭和53年３月10日） 

 

（目 的） 

第１条 消防組織法（昭和22年法律第226号）第21条の規定に基づいて山形県下市町村及び消防の一部事務組合

（以下「市町村等」という。）は、この条項により、消防相互応援に関して協定を締結し、火災、その他

の災害（以下「災害」という。）の発生に際し、市町村等相互間の消防力を活用して、災害による被害を

最小限度に防止し、もつて安寧秩序を保持することを目的とする。 

（応援の区分） 

第２条 前条の目的を達成するため、市町村等は、次に掲げる区分によって、消防隊、救急隊、その他必要な人

員、機器資材（以下「応援隊等」という。）を相互に出動させ、もしくは調達して応援活動させるものと

する。 

(1) 普通応援 

隣接市町村の境界周辺部で火災が発生した場合に、発生地の市町村長の要請をまたずに出動する応

援 

(2) 特別応援 

市町村の区域内に火災が発生した場合で、発生地の市町村長等の要請に基づいて他の市町村等の長

が応援隊等により行う応援 

（特別応援の要請） 

第３条 特別応援の要請は、次に掲げる事項をできる限り明らかにし、とりあえず電話、その他の方法により要

請し、事後においてすみやかに文書を提出するものとする。 

(1) 災害の概況及び応援を要請する事由 

(2) 応援を要請する応援隊等の種類及び数 

(3) 活動内容及び集結地 

(4) 現地総指揮者及び誘導員の氏名 

(5) その他必要事項 

（応援隊等の派遣） 

第４条 応援隊等の派遣は、次の各号により、当該市町村等区域内の警備に支障のない範囲においてただちに行

うものとする。 

(1) 普通応援は、原則として１隊（消防ポンプ自動車１台）とする。ただし、火災の規模が大であると認

められるときは、適宜応援隊を増強するものとする。 

(2) 特別応援は、市町村等の長が要請の内容、保有消防力等を検討のうえ応援隊等の規模を決定するもの

とする。  
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２ 応援市村等の長は、応援隊等を派遣するときは、その長及び規模、出発時刻、集結地到着時刻、その他

必要事項を受援市町村等の長に通報するものとする。 

（応援隊の指揮等） 

第５条 応援出動した応援隊は、受援地の現地本部総指揮者の指揮のもとに行動するものとする。 

２ 指揮は、応援隊の長に対して行うものとする。ただし、緊急の場合は、直接応援隊の隊員に対して行う

ことができる。 

第６条 応援隊の長は、現地到着、引揚げ及び応援活動の状況を現地本部総指揮者に報告するものとする。 

（図面の備え付） 

第７条 現地本部には、防火水そう、道路、主要官公庁建物及び危険地帯（危険物製造所、同貯蔵所等）を明示

した図面を備えなければならない。 

（経費の負担） 

第８条 応援に要する経費等は、次によるものとする。 

(1) 応援のために要した燃料、機械器具の小破損修理及び被服の補修等経費は応援を行った市町村等の

負担とする。ただし、機器資材等で要請により調達し、若しくは立替えたもの及び応援活動が長時間に

わたり補食を要した場合は、応援を受けた市町村等において現物により又は経費を負担してこれを行

うものとする。 

(2) 応援隊員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援を行

った市町村等の負担とする。ただし、災害地において行った救急治療の経費は、応援を受けた市町村等

の負担とする。 

(3) 応援隊員が応援業務を遂行中に第３者に損害を与えた場合においては、応援を受けた市町村等がそ

の賠償の責に任する。ただし、災害地への出動若しくは帰路途上において発生したものについては、こ

の限りでない。 

(4) 応援出動手当は、応援を行った市町村等の負担とする。 

(5) 前各号以外の経費の負担については、関係市町村等の間においてその都度協議のうえ決定するもの

とする。 

（協 議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、協議のうえ決定するものとする。 

（改 廃） 

第10条 この協定の改廃は、協定者協議のうえ行うものとする。 

（効力の発生及び旧協定の廃止) 

第11条 この協定は、昭和53年４月１日から効力を発生するものとし、現在締結している県内市町村等間の相互

応援協定は、本協定効力発生の日をもつて廃止するものとする。 

この協定を証するため、本書49通を作成し、記名押印のうえ各１通を保管するものとする。 
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【 運用について 】 

 

山形県広域消防相互応援協定運用について 

昭和53年３月10日 

第２条関係 

(1) 普通応援の出場区域は、隣接境界からおおむね２粁程度とする。ただし、関係市町村間でその範囲を別

にとりきめすることができる。 

(2) 一部事務組合の区域内に発生した災害について特別応援を要請する場合は、組合の管理者から他の市

町村等の長に行われるべきものであること。（地方自治法第284条、消防組織法第15条第３項及び第26条

の３） 

第３条関係 

(1) 事後に提出する特別応援の要請書は、別記様式第１号によるものとする。 

(2) 応援を要請した市町村等は、第４号の誘導員を応援隊集結地に配置し、応援隊の誘導に当たらしめるも

のとする。 

(3) 誘導員は腕章を付け、昼間は赤旗、夜間は赤色提灯をもつてその位置を明示するものとする。 

(4) 応援要請にあたり、消火栓の開閉器具の手配の必要有無を確認し、準備すること。 

第４条関係 

普通応援は、火災発生を覚知した場合に自動的に行われるものであるが、隣保相互扶助の建前から、状況に

よっては隣接市町村に火災発生を通報するものとする。 

第５条関係 

(1) 現地本部総指揮者は、腕章を付け、所在を明示するに足る標識（旗又は提灯）を掲げなければならない

ものとする。 

(2) 現地本部に腕章を付けた伝令を置き、応援隊に総指揮者の命令を伝達するものとする。 

第６条関係 

現地本部総指揮者に対する報告は口頭等によるが、後日すみやかに別記様式第２号による応援隊活動報告書

を応援要請者に提出するものとする。ただし、報告書の提出は、特別応援に限るものであること。 

  



資料編 資料 

 

 

資-114 

別記様式第１号 

文 書 番 号 

年  月  日 

          殿 

市町村長等の長        印 

 

 

特 別 応 援 要 請 書 

 

山形県広域消防相互応援協定書第３条による特別応援を下記により要請します。 

 

記 

 

災 害 種 別  

発災日時及び発災場所  

災害の概況及び  

応援要請の事由 
 

要請応援隊等の 

種 類 及 び 数 
 

要 請 活 動 内 容   

集 結 地  

現地総指揮者職氏名  

誘 導 員 職 氏 名   

その他必要事項  
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別記様式第２号 

文 書 番 号 

年  月  日 

          殿 

職 氏 名        印 

 

 

応 援 隊 活 動 報 告 書 

 

災 害 種 別  
 

覚 知 別 
 

発 災 日 時  
    年    月    日    時    分ごろ 

発 災 場 所  
 

受 信 時 分  
時    分 

要請者名 
 

出動応援隊  

の 活 動 

応援隊名 出場人員 車種別 出場時分 到着時分 

     

放水開始 放水停止 引止時分 帰着時分 走行距離 

     

現地指揮者  

と の 連 絡  

 

応 援 隊 の  

活 動 状 況  
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別記様式第３号 

腕章は次のとおりとする。 

 

総 指 揮 者 

市町村等名 

白地に黒字とする 

 

本 部 員 

市町村等名 

〃 

 

伝 令 

市町村等名 

〃 

 

誘 導 員 

市町村等名 

〃 
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資料２－５－２ 大規模災害時の山形県市町村広域相互応援に関する協定等 

 

【 協定 】 

大規模災害時の山形県市町村広域相互応援に関する協定 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、山形県内市町村（以下「市町村」という。）において、地震等による大規模災害が

発生した場合に、市町村間の相互応援を円滑に遂行するために必要な事項について定めるものとす

る。 

（連絡担当課の設置） 

第２条 市町村は、相互応援に関する連絡担当課を定め、災害が発生したときは速やかに相互に連絡する

ものとする。 

（応援調整市町村の設置） 

第３条 市町村は、大規模災害時に、被災市町村の応急応援を迅速、円滑に推進するため、あらかじめ地

域ごとに応援調整市町村を定めておくものとする。 

（応援の種類） 

第４条 応援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 応急措置等を行うに当たって必要となる情報収集及び提供 

(2) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供等 

(3) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急措置等に必要な資機材及び物資の提供等 

(4) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供等 

(5) 救援及び救助活動並びに応急措置に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の応援等 

(6) 被災者の一時収容のための施設の提供等 

(7) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

（応援要請の手続き） 

第５条 応援を受けようとする市町村は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、口頭、電話又は電信等

により迅速に要請を行うとともに、後日文書によって応援を行った市町村に速やかに提出するもの

とする。 

(1) 被害の種類及び状況 

(2) 前条第２号から第４号までに掲げるものの品名、数量等 

(3) 前条第５号に掲げるものの職種別人員 

(4) 応援場所及び応援場所への経路 

(5) 応援の期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項  
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（自主応援） 

第６条 市町村は、大規模災害と認められる災害が発生し、被災市町村への応援を必要と認めたときは、

要請を待たずに自主的に応援を行うものとする。 

２ 前項の場合において、応援を行おうとする市町村は、応援調整市町村と十分な連絡調整を行うも

のとする。 

（応援経費の負担） 

第７条 応援に要した経費は、原則として被災市町村の負担とする。 

（その他） 

第８条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要に応じて情報や資料を相互に交換す

るものとする。 

２ この協定に定めない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度、協議して定めるものとする。 

第９条 この協定は、平成７年11月20日から効力を生ずるものとする。 

この協定を証するため、本協定書44通を作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

平成７年11月20日 

 

協 定 者 

市町村長  氏 名       印 

（44市町村長連署） 
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【 運用について 】 

 

大規模災害時の山形県市町村広域相互応援に関する協定の運用について 

 

１ 本協定は、運用に当たっては県と十分連携を図ることとする 

２ 第２条関係 

協定書第２条に定める連絡担当課は別表１のとおりとする。 

３ 第３条関係 

(1) 協定書第３条に定める応援調整市町村は別表２のとおりとする。 

(2) 応援調整市町村の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。 

① 被災市町村の被害状況の収集と提供 

② 被災市町村が必要とする応援の種類等の集約及び応援市町村との連絡 

③ 前２号に定めるもののほか必要な事項 

４ 第４条、第５条、第６条関係 

(1) 応援に従事する者（以下「応援職員」という。）は、応急措置の実施については、被災地の市町村長の指

揮の下に行動するものとする。 

(2) 応援職員は、応援市町村名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。また、

応援車両には、応援市町村名を表示する標章等を掲示し、運行するものとする。 

(3) 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食料等を携行するものとする。 

(4) 被災市町村は、災害の状況により必要に応じ、応援職員に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与する。 

５ 第７条関係 

(1) 阪神・淡路大震災においては、本県においても、多くの人的及び物的援助を行ったが、被害の甚大さに配

慮し、かつ応援期間が短期間であったこともあり、＜建築確認業務等＞の長期派遣を除き、すべて自主的

な応援として取り扱ったところである。 

(2) 本協定は、法的義務を踏まえながら、甚大な被害が生じた県内市町村に対し、国、県及び隣県等の応援が

円滑に行われるまでの初動時での迅速な対応に重点をおいたものである。そのため、被災地市町村の経費

負担を原則としながらも、両者の協議による場合はこの限りではないものとする。 

６ その他 

(1) 市町村は、本協定の円滑な運用を図るため、平常時の連絡調整等を担当する幹事市町村を別表２に掲げる

市町村として代表幹事を山形市とし、この運用に定めない事項で特に必要が生じた場合は、適宜担当課長

会議を開催し、協議して定める。 

(2) この運用は、平成７年11月20日から適用する。 
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別表１ 

連 絡 担 当 課 

市町村名 担当課 課 長 
課 長 
補 佐 

担 当 
係 長 

担当者 

災害用電話番号・ファックス番号 

執 務 時 間 中 
勤務時間外（受信先名称） 

ＮＴＴ 防災無線 

○○市町村      FAX FAX （         ） 
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別表２ 

応 援 調 整 担 当 市 

 

① 各市はそれぞれの属する地域ブロック(地方事務所及び酒田・鶴岡の各消防組合の管轄区域)の応援を調

整する。また、そのブロックが順位に従って応援を実施し、更に応援が必要な場合は、次順位のブロック

が応援に加わる。 

② 第３位くらいまで順位付けをする。 

③ 各地域ブロックの「中核的な」市にのみ負担をかけないよう配慮する。 

④ 大規模災害を、大規模地震とそれ以外の災害の場合に分け、それぞれについて応戦体制を構築する。大

規模地震の場合は、県が実施した地震対策基礎調査(被害想定調査)の結果を参考に、被災しない地域ブロ

ックが応援を担当する。 

 

１ 大規模地震による災害発生時 

被災地域 
応援調整担当市 

第１順位 第２順位 第３順位 

村 山 鶴岡市 酒田市 新庄市 

最 上 上山市 米沢市 長井市 

置 賜 村山市 新庄市 鶴岡市 

庄 

内 

平野東縁 
地  震 

山形市 東根市 長井市 

県西方沖 
地  震 

新庄市 天童市 南陽市 

 

２ 大規模地震以外による災害発生時 

被災地域 
応援調整担当市 

第１順位 第２順位 第３順位 

東南村山 寒河江市 南陽市 東根市 

西村山 山形市 長井市 東根市 

北村山 新庄市 天童市 寒河江市 

最 上 村山市 酒田市 鶴岡市 

東南置賜 長井市 上山市 寒河江市 

西置賜 米沢市 寒河江市 上山市 

鶴 岡 酒田市 寒河江市 新庄市 

酒 田 鶴岡市 新庄市 尾花沢市 
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資料２－５－３ 東京都荒川区との災害時における相互応援に関する協定 
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資料２－５－４ 埼玉県伊奈町との災害時における相互応援に関する協定 
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資料２－５－５ 福島県桑折町との災害時における相互応援に関する協定 
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資料２－５－６ 原子力災害時における宮城県美里町民の広域避難に関する覚書 
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資料２－６ 民間事業者との協定等 

資料２－６－１ 鮭川村と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書 

 

鮭川村と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書 
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資料２－６－２ 災害救助に関する鮭川村長と新庄市最上郡医師会長との協定書 

 

災害救助に関する鮭川村長と新庄市最上郡医師会長との協定書 

 

鮭川村長 津藤 太右エ門（以下「甲」という。）と新庄市最上郡医師会会長 須藤 俊亮（以下「乙」

という。）とは、非常災害時における救助の万全を期するため、次により協定を締結するものとする。 

 

（救助の協力） 

第１条 乙は、鮭川村地域防災計画に基づいて甲が行う救助のうち、医療に関する救助の実施について、

この協定の定めるところにより協力するものとする。 

 

（救護班の編成） 

第２条 乙は、非常災害に備え、会員を班長とする救護班を相当数編成するものとする。 

 

（救護班の派遣） 

第３条 乙は、甲からの救護班の派遣要請があった場合は、直ちに派遣するものとする。 

 

（医療施設の利用） 

第４条 救助は、救護班によることを原則とするが、急迫した事情のある場合、医療機関に収容して救助

を行う必要のある場合等において、乙は、会員の医療施設の利用について協力が得られるよう取り

計らうものとする。 

 

（救助の範囲） 

第５条 乙が行う救助の範囲は、医療、助産及び死体の処理とし、その内容、山形県災害救助法施行細則

（以下「救助法施行細則」という。昭和35年山形県規則第４号）別表第１に定めるところによるも

のとする。 

 

（医療薬品及び衛生材料） 

第６条 救助に必要な医薬品及び衛生材料は、原則として、新庄市最上郡医師会会員の手持ちのものを使

用するものとする。ただし、甲は、必要な場合は補給の措置を講ずるものとする。 

 

（救護班の報告） 

第７条 救護班の班長は、救助を行った場合においては必要な記録を行うとともに、乙及び甲に報告する

ものとする。なお、記録は、救助法施行細則第14条に定める様式により行うものとする。  
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（費用弁償） 

第８条 甲は、この協定による救助に要した費用については、費用弁償については、費用弁償に関して必

要な事項は災害救助法施行規則の規定を準用するものとする。 

 

（扶助金） 

第９条 甲は、この協定による救助活動に従事した者が、このために負傷し、疾病にかかり、又は死亡し

た場合においては、扶助金を支給するものとする。なお、扶助金に関して必要な事項は災害救助法

施行（昭和22年政令第225号）の規定を準用するものとする。 

 

（細 目） 

第10条 救助の実施に関し必要な細目は、別に定めるものとする。 

 

（協 議） 

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義の生じた事項については、甲、乙協議のうえ

決定するものとする。 

この協定書の確実を期すため、この協定書を２通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その１通を

保有するものとする。 

平成14年１月24日 

 

 

甲 最 上 郡 鮭 川 村 長  津 藤  太右エ門  

 

乙 新庄市最上郡医師会会長  須 藤  俊  亮 
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資料２－６－３ 災害時における一般廃棄物の収集運搬等に関する協定 

 

災害時における一般廃棄物の収集運搬等に関する協定 

 

新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村（以下「甲」という。）と新

庄最上清掃事業組合（以下「乙」という。）は、災害時における一般廃棄物の収集運搬等に関し、次のと

おり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲の区域内において災害による緊急事態が発生した場合に、乙が甲に対して実施す

る浄化槽汚泥、し尿、汚水及び一般廃棄物等の収集運搬等の協力に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（協力事項） 

第２条 甲の区域内において災害による緊急事態が発生した場合に、乙が甲に協力する事項（以下「協力

事項」という。）は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 浄化槽汚泥及びし尿の収集運搬に関すること。 

(2) 下水道管路破損による汚水処理に関すること。 

(3) 浄化槽の点検及び管理に関すること。 

(4) 生活系ごみの収集運搬に関すること。 

(5) 前各号に定めるもののほか、甲の要請による乙が協力を実施することができる事項 

 

（要請） 

第３条 甲は、災害により緊急事態が発生した場合において、必要があると認めるときは、次に掲げる事

項を記載した書面をもって、乙に対し協力事項の実施を要請するものとする。ただし、特に緊急を

要する場合は、電話及び電子機器をもって要請し、事後に書面を提出することができる。 

(1) 災害による緊急事態の状況 

(2) 協力事項の実施を要請する理由 

(3) 協力事項の実施を要請する施設 

(4) 協力事項の内容 

(5) 前各号に定めるもののほか、乙が協力事項を実施するために必要な事項 

 

（実施） 

第４条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、甲の指示に従い、協力事項を実施するもの

とする。  
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（報告） 

第５条 甲は前条の規定による協力事項を実施したときは、次に掲げる事項を記載した書面をもって、速

やかに甲に報告するものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、電話及び電子機器にて報告し、

事後の書面を提出することができる。 

(1) 実施した協力事項の内容 

(2) 協力事項の実施に要した資機材等の品名、数量及び作業員の人数 

(3) 前２号で定めるもののほか、甲が協力事項の内容を確認するために必要な事項 

 

（経費の負担） 

第６条 乙は初期活動期間（甲が乙に要請した日から起算して１週間をいう。以下同じ。）においては、

協力事項を無償で実施するものとする。 

(1) 初期活動期間以外の期間における乙の協力事項の実施に要する経費については、甲がこれを

負担する。 

(2) 前号の経費の算出にあたっては、災害等緊急事態が発生する直前における適正な価格を基準

とし、甲及び乙が協議し決定するものとする。 

(3) 甲は、前２号の規定により甲が負担すべき経費に相当する金額の支払について乙から適正な

請求があったときは、30日以内に当該金額を乙に支払うものとする。 

 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲及び乙が協議して定め

るものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書９通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自1通を保有す

る。 

 

平成22年10月25日 

 

甲 新庄市   

新庄市長  山尾 順紀 

 

金山町   

金山町長  鈴木 洋 

 

最上町   

最上町長  高橋 重美 

 

舟形町   

舟形町長  奥山 知雄 
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真室川町   

真室川町長  井上 薫 

 

大蔵村   

大蔵村長   加藤 正美 

 

鮭川村   

鮭川村長   元木 洋介 

 

戸沢村   

戸沢村長   渡部 秀勝 

 

乙 新庄最上清掃事業組合 

理事長    斎藤 実 
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資料２－６－４ 災害時等における物資調達に関する協定書 
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資料２－６－５ 災害時等における応急対策活動及び生活必需品の確保、供給等に関する協定書 
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資料２－６－６ 災害時における福祉避難所指定等に関する協定書 

 

災害時における福祉避難所指定等に関する協定書 

 

鮭川村（以下「甲」という。）と社会福祉法人鮭川厚生会（以下「乙」という。）は、地震、風水害そ

の他の災害（以下「災害」という。）が発生した場合における福祉避難所の指定等について、次のとおり

協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、鮭川村地域防災計画に基づき、甲が乙の施設を福祉避難所としてあらかじめ指定し、

災害時その施設に福祉避難所を開設し、運営することについて、乙に協力を要請するに当たり、必要な

事項を定めるものとする。 

（指定施設） 

第２条 甲が、福祉避難所として指定する乙の施設は次のとおりとする。 

所在地：山形県最上郡鮭川村大字石名坂589-1 

施設名：特別養護老人ホーム ひめゆり荘 

（協力の要請） 

第３条 甲は、村指定避難所（以下「避難所」という。）が開設された場合で、避難所での生活が困難な

災害時要援護者（以下「要援護者」という。）があると認めるときは、乙が前条に掲げる施設（以下「乙

の施設」という。）における福祉避難所の開設及び甲が指定する要援護者の当該福祉避難所への受け入

れを要請するものとする。なお、要援護者には村外から避難している人も含まれる。 

（受入等） 

第４条 乙は、前条の規定による甲の要請があったときは、当該要援護者の受入れの可否を速やかに判断

し当該可否を甲に連絡するものとする。この場合において、乙は、できる限り甲の要請を受け入れよう

努めるものとする。 

２ 福祉避難所への要援護者の移送については、原則として当該要援護者の家族又は介護者（以下「家族」

という。）が行う。ただし、家族等による移送が困難な場合は、甲は、福祉避難所への移送を行うよう

努めるものとし、乙は、甲から当該移送について協力依頼があった時には、可能な範囲内において当該

移送に協力するものとする。 

３ 甲は、家族等を要援護者とともに福祉避難所に避難させることができるものとし、乙は、家族等を避

難所に避難した者として受入を行うものとする。 

４ 乙は、前条の規定による甲の要請がない場合において、乙の施設に避難した者を、避難所での生活が

困難である要援護者であると認め、乙の施設に受け入れたときは、遅滞なく甲に報告しなければならな

い。  
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５ 甲は、乙の施設に避難してきた者を前項の規定による乙の報告に基づき要援護者であると認めるとき

は、前条の規定による甲の申請により乙に受け入れられたものとみなす。この場合において、乙が当該

要援護者の家族等と受け入れているときは、その家族については、第３項の規程を適用する。 

（受入期間等） 

第５条 乙が要援護者を受入れ期間（以下「受入期間」という。）は、受入れの日か起算して７日以内と

する。 

２ 前項の規程にかかわらず、甲が必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長できるものとし、甲

乙協議して定めるものとする。 

３ 乙は、受入期間が終了したときは、福祉避難所を閉鎖するものとする。 

（物資の提供等） 

第６条 乙は、受け入れた要援護者及びその家族等に対し、必要な食糧、被服、寝具その他の生活必需品

（以下「物資」という。）を提供するとともに、要援護者の日常生活の支援並びに当該要援護者が必要

とする福祉サービス及び保健医療サービスを受けるための支援に努めるものとする。 

２ 甲は、乙が物資の提供等福祉避難所の運営を行うに当たり、物資が不足する場合は、可能な範囲内で

福祉避難所の運営に必要な物資の調達に努めるものとする。 

（経費の負担） 

第７条 甲は、災害救助法（昭和22年法律第118号）その他関連法令の定めるところにより、甲の要請に基

づき乙が負担した福祉避難所の開設又は運営に関する費用を負担するものとする。 

２ 前項の費用の算定方法は、家族とは避難所に避難した者として算定するものとする。 

３ 甲は、乙から第１項の費用の支払いについて請求があったときは、遅滞なく乙に支払うものとする。 

（秘密の保持） 

第８条 乙は、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはな

らない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。 

（個人情報の保護） 

第９条 乙は、この協定による事務を処理するため個人情報を取扱うに当たっては、別記「個人情報取扱

特記事項」を守らなければならない。この協定の終了後又は解除後においても同様とする。 

（甲の解除権） 

第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。 

(1) 受け入れた要援護者または家族等に対する乙の対応が著しく誠意を欠くと認められるとき。 

(2) 乙が正当な理由ながなくこの協定を誠実に履行しないとき、または履行する見込みがないと認め

られるとき。 

(3) 乙が福祉避難所の運営を維持することができないと認められるとき。  



資料編より抜粋 
 

 

資-148 

（有効期間） 

第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成26年3月31日までとする。 

ただし、有効期間満了日の前までに甲又は乙から何らかの意志表示がないときは、この協定の有効期間

を当該満了の翌日から起算して１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

２ 乙は、前項の意思表示を行うときは、文書により甲に通知するものとする。 

（協議） 

第13条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。 

（円滑な運用） 

第14条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるように、平素から情報の交換を行い、甲乙の連携を図

るものとする。 

 

この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成25年11月７日 

 

甲  山形県最上郡鮭川村大字佐渡 2003-7 

 

鮭川村長 元木洋介 

 

乙  山形県最上郡鮭川村大字石名坂 589-7 

社会福祉法人鮭川厚生会 

 

理 事 長 高橋隆夫 
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資料２－６－７ 災害時における緊急物資輸送及び緊急物資拠点の運営等に関する協定書 
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資料２－６－８ 災害時における応急対策用燃料（液化石油ガス）等の供給応援に関する協定書 
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資料２－６－９ 災害時における葬祭用品の供給並びに遺体の搬送等の協力に関する協定書 
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資料２－６－10 災害時の協力に関する協定書 
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資料２－６－11 災害時等における電動車両及び給電装置の貸与に関する協定書 
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資料２－６－12 災害時等における宿泊施設の提供に関する協定書 
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資料３ 災害危険箇所等 

資料３－１ 土砂災害危険箇所等一覧 

資料３－１－１ 地すべり危険箇所（国土交通省所管）一覧 

№ 
箇所 

番号 
箇 所 名 位  置 

面 積 

（ha） 

人家 

戸数 

法指定 

の有無 

対策工 

の有無 
指定年月日 危険度 

1 163 小和田 大字中渡字小和田  25 無 無 － Ｃ 

2 164 羽根沢 大字中渡字羽根沢  5 無 無 － Ｂ 

3 165 小 杉 大字曲川字小杉  22 無 無 － Ｂ 

4 166 中 沢 大字曲川字中沢 14.80 22 有 有 S.48.2.23 Ａ 

5 167 下牛潜 大字京塚字牛潜  18 無 無 － Ｂ 

6 168 大芦沢 大字曲川字大芦沢  26 無 無 － Ａ 

7 169 田の沢 大字曲川字田の沢 40.40 45 有 有 S.39.3.31 Ａ 

8 170 芦 沢 大字曲川字芦沢 39.48 24 有 有 
S.42.4.28 

S.57.3.27 
Ａ 

9 171 羽根沢(2) 大字中渡字羽根沢  15 無 無 － Ｂ 

10 171 上絵馬河 大字川口字上絵馬河  21 無 無 H.14.3.25  

資料：山形県県土整備部砂防・災害対策課 平成29年2月末 

 

資料３－１－２ 地すべり危険地区（林野庁所管）一覧 

番号 位  置 保安林等 
地すべり 

防止区域 

治山事業 

進捗状況 

面積 

(ha) 
人家 公共施設 道路 

１ 中渡字堂の峯 無 無 一部概成 21.2 14 0 県 

２ 中渡字水上沢 無 無 無 10.2 0 0 県 

３ 曲川字関所 無 無 無 53.4 4 0 町 

４ 曲川字太平 無 無 無 42.6 11 0 県 

５ 曲川字居口 無 無 無 62.1 6 0 県 

６ 曲川字楢山 無 無 無 58.7 0 0 農 

７ 曲川字岡田地先 無 無 無 11.1 2 0 村 

８ 曲川字田敷 無 無 無 62.5 5 0 林 

９ 中渡字清水田 無 無 無 5.5 17 0 － 

10 中渡字前林 無 無 概成 38.9 30 0 県 

11 中渡字鷹ノ巣沢 無 無 無 15.4 7 0 県 

12 川口字八石 無 無 無 30.3 0 0 － 

13 曲川字太平 無 無 無 3.3 0 0 － 

14 京塚字牛潜山 無 無 無 8.7 7 0 村 

資料：県地域防災計画資料編 

「危険箇所は林野庁所管の総点検時（平成３～４年）」 

「ただし、法指定、保安林等および治山事業進捗状況は、平成４年度末現在」 
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資料３－１－３ 急傾斜地崩壊危険箇所一覧 

№ 
危険箇所

区分 
危険箇所番号 箇所名 

地  形 人家 

戸数 傾斜度(ﾟ) 長さ(ｍ) 高さ(ｍ) 

1 Ⅰ 6701 田ノ沢 45 40 9 0 

2  6702 芦沢(1) 33 115 30 2 

3  6703 本村(1) 41 280 30 5 

4  6704 温泉 45 150 90 3 

5  6705 清水田 39 440 40 13 

6  6706 新淵 35 185 17 5 

7  6707 石名坂 34 280 20 26 

8  6708 新道 30 170 40 9 

9  6709 川口 45 540 50 23 

10  6710 上牛潜 36 300 20 6 

11 Ⅱ 6701 大芦沢(1) 45 35 10 1 

12  6702 大芦沢(2) 38 80 30 2 

13  6703 大芦沢(3) 35 70 35 1 

14  6704 田ノ沢(2) 43 40 14 1 

15  6705 芦沢(2) 31 50 11 1 

16  6706 芦沢(3) 36 50 15 1 

17  6707 丸森 35 105 6 4 

18  6708 岡田(1) 37 70 50 1 

19  6709 岡田(2) 36 90 30 2 

20  6710 岡田(3) 30 50 15 1 

21  6711 川崎(1) 40 40 11 1 

22  6712 川崎(2) 32 60 20 1 

23  6713 本村(2) 30 60 16 1 

24  6714 本村(3) 30 60 20 1 

25  6715 段ノ下 30 45 14 1 

26  6716 京塚 32 85 17 2 

27  6717 日下 41 55 11 1 

28  6718 下牛潜 37 170 20 4 

29  6719 上牛潜(2) 35 100 15 2 

30  6720 上絵馬河 34 40 13 1 

31  6721 下絵馬(1) 32 200 40 4 

32  6722 下絵馬(2) 40 35 8 1 

33  6723 下絵馬(3) 30 70 22 1 

34  6724 泉川(1) 38 115 15 3 

35  6725 泉川(2) 30 95 11 3 

   資料：急傾斜地危険箇所DBデータ（H25.12現在）     
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資料３－１－４ 土石流危険渓流一覧 

№ 区分 
渓流 

番号 
水系名 河川名 渓流名 所在 

流域面積 

(㎢) 

保全対象 砂防 

施設 人口 戸数 公共 

1 Ⅰ 30-01 最上川 鮭川 つつみ沢 大字川口 0.06 33 7 １箇所 無 

2  30-02 最上川 鮭川 石神沢 大字川口 0.15 24 5 １箇所 有 

3  30-03 最上川 鮭川 八幡沢 大字川口 0.03 52 11 １箇所 有 

4  30-04 最上川 鮭川 寺の上 大字川口 0.06 5 1 １箇所 無 

5  30-05 最上川 鮭川 源蔵沢 大字佐渡 0.23 38 8 １箇所 有 

6  30-06 最上川 鮭川 重薙沢 大字向居 0.05 42 9 １箇所 有 

7  30-07 最上川 曲川 日山沢 大字曲川 0.15 38 8   無 

8  30-09 最上川 曲川 新沢 大字中渡 0.03 80 17   無 

9  30-11 最上川 最上内川 たてあと沢 大字京塚 0.01 24 5   無 

10  30-12 最上川 最上内川 猿鼻沢 大字京塚 0.26 61 13 １箇所 有 

11  30-13 最上川 最上内川 延べ沢 大字京塚 0.03 28 6   無 

12  30-14 最上川 最上内川 山の神沢 大字京塚 0.03 28 6   無 

13  30-15 最上川 最上内川 てっき沢 大字石名坂 0.04 52 11 １箇所 無 

14  30-16 最上川 最上内川 はさ口沢 大字石名坂 0.02 66 14   無 

15  30-18 最上川 羽根沢川 すずみた沢 大字中渡 0.13 9 2 １箇所 無 

16  30-19 最上川 鮭川 前沢 大字川口 0.12 0 0 １箇所 有 

17  30-20 最上川 曲川 八石沢 大字中渡 0.05 14 3 １箇所 無 

18  30-21 最上川 曲川 田の沢 大字曲川 0.09 24 5   無 

19  30-28 最上川 鮭川 米沢 大字川口 0.3 5 1 １箇所 無 

20  30-30 最上川 羽根沢川 羽根沢２ 大字中渡 0.75 5 1 １箇所 無 

21  30-31 最上川 最上内川 湯舟沢 大字京塚 0.28 19 4 １箇所 有 

22  30-32 最上川 最上内川 府の宮沢 大字京塚 0.04 52 11 １箇所 無 

23  30-33 最上川 鮭川 弥吉沢 大字庭月 0.27 52 11 １箇所 有 

24  30-34 最上川 絵馬河川 下絵馬河沢 大字川口 0.05 14 3 １箇所 無 

25  30-35 最上川 絵馬河川 上絵馬河沢１ 大字川口 0.02 28 6   無 

26  30-36 最上川 絵馬河川 上絵馬河沢２ 大字川口 0.04 5 1   無 

27 Ⅱ  最上川 曲川 治兵衛田沢 大字曲川 0.03 9 2  無 

28  30-10 最上川 最上内川 寺山沢 大字京塚 0.02 19 4  無 

29  30-22 最上川 曲川 上芦沢 大字曲川 0.11 14 3  無 

30  30-23 最上川 曲川 芦沢 大字曲川 0.32 9 2  無 

31  30-24 最上川 西郡川 木の根坂沢１ 大字庭月 0.2 9 2  無 

32  30-25 最上川 西郡川 木の根坂沢２ 大字庭月 0.04 9 2  無 

33  30-26 最上川 西郡川 木の根坂沢３ 大字庭月 0.03 0 0  無 

34  30-27 最上川 曲川 大山沢川 大字曲川 0.64 9 2  有 

35  30-29 最上川 羽根沢川 羽根沢１ 大字中渡 0.23 19 4  無 

36  30-37 最上川 荒沢川 荒沢１ 大字京塚 0.04 5 1  無 

37  30-38 最上川 荒沢川 荒沢２ 大字京塚 0.03 5 1  無 

注）人口、戸数は重複分を調整した数値 

資料：土石流危険渓流データ（Ｈ15.3県公表データ） 
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資料３－１－５ 山腹崩壊危険地区一覧 

番号 位 置 保安林等 
治山事業 

進捗状況 

公 共 施 設 等 

人家 公共施設 道路 

１ 大字曲川字日山 無 無 4 1 － 

２ 大字曲川字滝ノ沢 有 一部概成       1   

３ 大字曲川字丸森 無 概成 － － － 

２ 大字中渡字新渕 無 無 9 － － 

３ 大字中渡字前林 有 一部概成 4 － － 

４ 大字中渡字小和田 有 一部概成 － － － 

５ 大字京塚字市の坪 無 一部概成 21 － － 

６ 大字京塚字府の宮 無 無 4 － － 

７ 大字京塚字牛潜山 無 無 3 － － 

８ 大字川口字絵馬河山 無 無 3 － － 

９ 大字川口字絵馬河 有 一部概成 1 － － 

10 大字川口字寒水沢山 無 概成 4 － － 

11 大字川口字泉川浦山(1) 有 概成 10 － 村 

12 大字川口字泉川浦山(2) 無 無 5 － － 

13 大字川口字泉川前山 無 無 － － 県 

14 大字川口字寒水沢 無 概成 2 － － 

資料：山形県農林水産部林業振興課 
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資-168 

資料３－１－６ 崩壊土砂流出危険地区一覧 

番号 位 置 保安林等 
治山事業 

進捗状況 

公共施設等 

人家 
公共 

施設 
道路 

１ 大字川口字絵馬河山 無 無 3 － 村 

２ 大字川口字泉川前山 無 無 10 － － 

３ 大字川口字米山 無 無 10 － － 

４ 大字向居字浦山 無 一部概成 8 － 村 

５ 大字向居字浦山 無 無 8 － － 

６ 大字中渡字前林 無 一部概成 25 1 県 

７ 大字中渡字新渕 無 一部概成 7 － － 

８ 大字中渡字楯野 無 無 8 － － 

９ 大字中渡字堂ヶ峰 無 一部概成 4 － － 

10 大字中渡字かにや沢 無 一部概成 1 － － 

11 大字中渡字水上沢 無 一部概成 1 1 県 

12 大字中渡字上ノ山 無 無 － 1 県 

13 大字京塚字牛潜山 無 一部概成 13 1 村 

14 大字京塚字湯舟沢 無 無 52 1 県 

15 大字京塚字佐渡沢 無 無 － － － 

16 大字曲川字田ノ沢 無 一部概成 3 － 県 

17 大字曲川字田敷 無 無 5 － 県 

18 大字曲川字日山 無 無 1 － 県 

19 大字曲川字日山 無 無 18 1 村 

20 大字曲川字早坂 無 一部概成 2 － 県 

21 大字京塚字下牛潜 無 一部概成 5 － 県 

資料：山形県農林水産部林業振興課 

 

 

資料３－１－７ 地すべり防止区域（国土交通省所管）一覧 

№ 
箇所 

番号 
箇所名 位  置 

面 積 

（ha） 
対策工の 

有無 
指定年月日 告示番号 危険度 

1 166 中 沢 大字曲川字中沢 14.80 有 S.48.2.23 350 Ａ 

2 169 田の沢 大字曲川字田の沢 40.40 有 S.39.3.31 1122 Ａ 

3 170 芦 沢 大字曲川字芦沢 39.48 有 
S.42.4.28 

S.57.3.27 
1567 Ａ 

4 171 上絵馬河 大字川口字上絵馬河  8.90 有 H.14.3.25  230 Ａ 

注）危険箇所番号及び危険度はH9年度地すべり危険箇所調査報告書による 

資料：県資料（H28.3.11現在） 
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資-169 

資料３－１－８ 急傾斜地崩壊危険区域一覧 

№ 危険箇所番号 区域名 位 置 面積 (ha) 告示年月日 施行状況 危険度 

1 6705 清水田 大字中渡 2.94 H8.3.29 概 A 

2 6703 本村 大字曲川 0.64 H8.7.12 概 A 

3 6709 川口 大字川口 5.65 S58.9.6 概 A 

4 6708 新道 大字京塚 1.16 H7.3.31 概 A 

5 6707 石名坂 大字石名坂 0.51 S44.12.26 概 A 

6 6718 下牛潜 大字京塚 1.85 H14.12.20 概 記載ﾅｼ 

7 6710 上牛潜 大字京塚 1.96 H15.05.13 概 記載ﾅｼ 

8 6711 観音寺 大字観音寺 0.87 H20.01.22 概 記載ﾅｼ 

注）危険度はＨ3年度急傾斜地崩壊危険箇所調書による 

資料：急傾斜地崩壊防止区域指定箇所一覧データ(Ｈ25.12現在) 

 

資料３－１－９ 砂防指定地一覧 

番号 幹川名 渓流名 支渓名 告示年月日 告示番号 備考 

1 鮭川 小芦沢川 (小芦沢) S40.5.28 建1389 一般渓流 

2 鮭川 中沢川  S41.7.26 建2351 一般渓流 

3 鮭川 羽根沢川  S46.8.17 建1446 一般渓流 

4 鮭川 大芦沢川  S47.8.21 建1492 一般渓流 

5 鮭川 羽根沢川  S47.8.31 建1529 一般渓流 

6 鮭川 小芦沢川  S48.10.5 建2032 一般渓流 

7 鮭川 松坊沢  S48.10.5 建2032 一般渓流 

8 鮭川 羽根沢川  S50.1.21 建44 一般渓流 

9 鮭川 源蔵沢  S51.5.31 建899 危険渓流 

10 鮭川 源蔵沢  S53.1.27 建61 危険渓流 

11 鮭川 羽根沢川 松坊沢 S57.1.13 建34 一般渓流 

12 鮭川 板嵐川 ナガネ沢 S57.1.13 建34 一般渓流 

13 鮭川 田沢川 南又沢 S59.3.9 建528 一般渓流 

14 鮭川 大山沢川 滝の沢 S59.12.1 建1602 一般渓流 

15 鮭川 前沢 左沢 S61.10.28 建1714 危険渓流 

16 鮭川 松坊沢 小松坊沢 H1.1.26 建110 一般渓流 

17 鮭川 猿鼻沢 道心沢 H2.2.6 建201 一般渓流 

18 鮭川 八幡沢  H5.8.11 建1686 危険渓流 

19 鮭川 弥吉沢  H5.8.11 建1686 一般渓流 

20 鮭川 湯舟沢  H5.8.11 建1686 危険渓流 

資料：県資料（Ｈ28.3.11現在） 
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資-170 

資料３－１－10 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域一覧 

№ 危険箇所名 
危険箇所 

番  号 
自然災害の現象 所在地 

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 

告示番号 
告示 

年月日 
告示番号 

告示 

年月日 

1 温泉 1-6704 急傾斜地の崩壊 大字中渡 県告第219号 H19.03.13 県告第221号 H19.03.13 

2 川口-1 1-6709-1 急傾斜地の崩壊 大字川口 県告第1081号 H20.12.16 県告第1087号 H20.12.16 

3 川口-2 1-6709-2 急傾斜地の崩壊 大字川口 県告第1081号 H20.12.16 県告第1087号 H20.12.16 

4 川口-3 1-6709-3 急傾斜地の崩壊 大字川口 県告第1081号 H20.12.16 県告第1087号 H20.12.16 

5 川口-4 1-6709-4 急傾斜地の崩壊 大字川口 県告第1081号 H20.12.16 県告第1087号 H20.12.16 

6 八幡沢 30-03 土石流 大字川口 県告第823号 H19.08.28   

7 寺の上沢 30-04 土石流 大字川口 県告第823号 H19.08.28   

8 石神沢-1 30-02-1 土石流 大字川口 県告第823号 H19.08.28   

9 石神沢-2 30-02-2 土石流 大字川口 県告第823号 H19.08.28   

10 前沢 30-19 土石流 大字川口 県告第823号 H19.08.28   

11 京塚 2-6716 急傾斜地の崩壊 大字京塚 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

12 猿鼻沢 30-12 土石流 大字京塚 県告第1081号 H20.12.16   

13 湯舟沢 30-31 土石流 大字京塚 県告第1081号 H20.12.16 県告第1087号 H20.12.16 

14 寺山沢-1 30-10-1 土石流 大字京塚 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

15 寺山沢-2 30-10-2 土石流 大字京塚 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

16 たてあと沢 30-11 土石流 大字京塚 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

17 本村1-1 1-6703-1 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

18 本村1-2 1-6703-2 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28   

19 本村2 2-6713 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

20 本村3 2-6714 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

21 日山沢 30-07 土石流 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

22 清水田 1-6705 急傾斜地の崩壊 大字中渡 県告第1081号 H20.12.16 県告第1087号 H20.12.16 

23 小和田-1 163-1 地すべり 大字中渡 県告第774号 H22.09.24   

24 小和田-2 163-2 地すべり 大字中渡 県告第774号 H22.09.24   

25 小和田-3 163-3 地すべり 大字中渡 県告第774号 H22.09.24   

26 小和田-4 163-4 地すべり 大字中渡 県告第774号 H22.09.24   

27 芦沢1 1-6702 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

28 芦沢2 2-6705 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

29 芦沢3 2-6706 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

30 上芦沢 30-22 土石流 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

31 芦沢 30-23 土石流 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

32 大山沢川 30-27 土石流 大字曲川 県告第823号 H19.08.28   

33 芦沢-1 170-1 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   
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№ 危険箇所名 
危険箇所 

番  号 

自然災害の 

現   象 
所在地 

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 

告示番号 
告示 

年月日 
告示番号 

告示 

年月日 

34 芦沢-2 170-2 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

35 芦沢-3 170-3 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

36 芦沢-4 170-4 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

37 芦沢-5 170-5 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

38 芦沢-6 170-6 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

39 芦沢-7 170-7 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

40 芦沢-8 170-8 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

41 芦沢-9 170-9 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

42 芦沢-10 170-10 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

43 新渕 1-6706 急傾斜地の崩壊 大字中渡 県告第774号 H22.09.24 県告第779号 H22.09.24 

44 岡田1 2-6708 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第219号 H19.03.13 県告第221号 H19.03.13 

45 岡田2 2-6709 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第219号 H19.03.13 県告第221号 H19.03.13 

46 岡田3 2-6710 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第219号 H19.03.13 県告第221号 H19.03.13 

47 川崎1 2-6711 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第219号 H19.03.13 県告第221号 H19.03.13 

48 川崎2 2-6712 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第219号 H19.03.13 県告第221号 H19.03.13 

49 中沢-1 166-1 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

50 中沢-2 166-2 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

51 中沢-3 166-3 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

52 中沢-4 166-4 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

53 新沢 30-09 土石流 大字中渡 県告第174号 H18.03.07   

54 八石沢 30-20 土石流 大字中渡 県告第174号 H18.03.07   

55 つつみ沢 30-01 土石流 大字川口 県告第174号 H18.03.07 県告第175号 H18.03.07 

56 弥吉沢-1 30-33-1 土石流 大字庭月 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

57 弥吉沢-2 30-33-2 土石流 大字庭月 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

58 てっき沢 30-15 土石流 大字石名坂 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

59 はさ口沢 30-16 土石流 大字石名坂 県告第823号 H19.08.28   

60 石名坂 1-6707 急傾斜地の崩壊 大字石名坂 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

61 府の宮沢 30-32 土石流 大字京塚 県告第823号 H19.08.28   

62 荒沢1 30-37 土石流 大字京塚 県告第823号 H19.08.28   

63 荒沢2 30-38 土石流 大字京塚 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

64 新道 1-6708 急傾斜地の崩壊 大字京塚 県告第1081号 H20.12.16 県告第1087号 H20.12.16 

65 すずみた沢 30-18 土石流 大字中渡 県告第823号 H19.08.28   

66 羽根沢1 30-29 土石流 大字中渡 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

67 羽根沢-1 164-1 地すべり 大字中渡 県告第774号 H22.09.24   

  



資料編より抜粋 
 

 

資-172 

№ 危険箇所名 
危険箇所 

番  号 
自然災害の現象 所在地 

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 

告示番号 
告示 

年月日 
告示番号 

告示 

年月日 

68 羽根沢-2 164-2 地すべり 大字中渡 県告第774号 H22.09.24   

69 羽根沢2-1 171-1 地すべり 大字中渡 県告第774号 H22.09.24   

70 羽根沢2-2 171-2 地すべり 大字中渡 県告第774号 H22.09.24   

71 羽根沢2-3 171-3 地すべり 大字中渡 県告第774号 H22.09.24   

72 羽根沢2-4 171-4 地すべり 大字中渡 県告第774号 H22.09.24   

73 羽根沢2-5 171-5 地すべり 大字中渡 県告第774号 H22.09.24   

74 羽根沢2-6 171-6 地すべり 大字中渡 県告第774号 H22.09.24   

75 下絵馬河沢 30-34 土石流 大字川口 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

76 下絵馬河1-1 2-6721-1 急傾斜地の崩壊 大字川口 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

77 下絵馬河1-2 2-6721-2 急傾斜地の崩壊 大字川口 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

78 下絵馬2 2-6722 急傾斜地の崩壊 大字川口 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

79 下絵馬3 2-6723 急傾斜地の崩壊 大字川口 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

80 治兵衛田沢 30-08 土石流 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

81 田の沢 30-21 土石流 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

82 田の沢-1 1-6701-1 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

83 田の沢-2 1-6701-2 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

84 大芦沢1-1 2-6701-1 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

85 大芦沢1-2 2-6701-2 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

86 大芦沢2 2-6702 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

87 大芦沢3 2-6703 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

88 田の沢2 2-6704 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

89 大芦沢-1 168-1 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

90 大芦沢-2 168-2 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

91 大芦沢-3 168-3 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

92 大芦沢-4 168-4 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

93 大芦沢-5 168-5 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

94 田の沢-1 169-1 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

95 田の沢-2 169-2 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

96 田の沢-3 169-3 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

97 田の沢-4 169-4 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

98 田の沢-5 169-5 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

99 延べ沢 30-13 土石流 大字京塚 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

100 山の神沢 30-14 土石流 大字京塚 県告第823号 H19.08.28   

101 上絵馬河沢1 30-35 土石流 大字川口 県告第823号 H19.08.28   
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№ 危険箇所名 
危険箇所 

番  号 
自然災害の現象 所在地 

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 

告示番号 
告示 

年月日 
告示番号 

告示 

年月日 

102 上絵馬河沢2 30-36 土石流 大字川口 県告第823号 H19.08.28   

103 上絵馬河 2-6720 急傾斜地の崩壊 大字川口 県告第823号 H19.08.28   

104 重薙沢 30-06 土石流 大字向居 県告第823号 H19.08.28   

105 源蔵沢 30-05 土石流 大字佐渡 県告第823号 H19.08.28   

106 木の根坂沢1 30-24 土石流 大字庭月 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

107 木の根坂沢2-1 30-25-1 土石流 大字庭月 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

108 木の根坂沢2-2 30-25-2 土石流 大字庭月 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

109 木の根坂沢3 30-26 土石流 大字庭月 県告第823号 H19.08.28   

110 丸森-1 2-6707-1 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

111 丸森-2 2-6707-2 急傾斜地の崩壊 大字曲川 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

112 日下 2-6717 急傾斜地の崩壊 大字佐渡 県告第774号 H22.09.24 県告第779号 H22.09.24 

113 泉川1 2-6724 急傾斜地の崩壊 大字川口 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

114 泉川2-1 2-6725-1 急傾斜地の崩壊 大字川口 県告第823号 H19.08.28 県告第824号 H19.08.28 

115 泉川2-2 2-6725-2 急傾斜地の崩壊 大字川口 県告第823号 H19.08.28   

116 小杉-1 165-1 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

117 小杉-2 165-2 地すべり 大字曲川 県告第774号 H22.09.24   

118 上絵馬河-1 J30-H001-1 地すべり 大字川口 県告第175号 H26.02.28   

119 上絵馬河-2 J30-H001-2 地すべり 大字川口 県告第175号 H26.02.28   

120 上絵馬河-3 J30-H001-3 地すべり 大字川口 県告第175号 H26.02.28   

121 下牛潜-1 167-1 地すべり 大字京塚 県告第175号 H26.02.28   

122 下牛潜-2 167-2 地すべり 大字京塚 県告第175号 H26.02.28   

123 下牛潜-3 167-3 地すべり 大字京塚 県告第175号 H26.02.28   

124 上牛潜-1 1-6710-1 急傾斜地の崩壊 大字京塚 県告第175号 H26.02.28 県告第180号 H26.02.28 

125 上牛潜-2 1-6710-1 急傾斜地の崩壊 大字京塚 県告第175号 H26.02.28 県告第180号 H26.02.28 

126 上牛潜-3 1-6710-1 急傾斜地の崩壊 大字京塚 県告第175号 H26.02.28 県告第180号 H26.02.28 

127 下牛潜-1 2-6718-1 急傾斜地の崩壊 大字京塚 県告第175号 H26.02.28 県告第180号 H26.02.28 

128 下牛潜-2 2-6718-2 急傾斜地の崩壊 大字京塚 県告第175号 H26.02.28 県告第180号 H26.02.28 

129 上牛潜2 2-6719 急傾斜地の崩壊 大字京塚 県告第175号 H26.02.28 県告第180号 H26.02.28 

130 堂の峰1 J30-H002-1 地すべり 大字中渡 県告第138号 H28.02.12   

131 堂の峰2 J30-H002-2 地すべり 大字中渡 県告第138号 H28.02.12   

132 関所 J30-H003 地すべり 大字曲川 県告第138号 H28.02.12   

133 大平 J30-H004 地すべり 大字曲川 県告第138号 H28.02.12   

134 居口 J30-H005 地すべり 大字曲川 県告第138号 H28.02.12   

135 田敷 J30-H007 地すべり 大字曲川 県告第138号 H28.02.12   

136 中渡 J30-H009 地すべり 大字中渡 県告第138号 H28.02.12   

137 牛潜山 J30-H010 地すべり 大字京塚 県告第138号 H28.02.12   

     計 137箇所 計 63箇所 

資料：鮭川村の区域指定状況（県HPより Ｈ28.3.11現在） 
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資料３－２ 重要水防箇所一覧 

資料３－２－１ 重要水防箇所（国管理）一覧 

№ 

水

系

・

河

川

名 

重要水防箇所 

対策水

防工法 

警報

基準

水位 

備考 
距離標 

地名 

(大字) 

左右

岸別 
種  別 

堤防(m) 
工作

物 新堤・

破堤・

旧川跡 A B A B 

1 

最
上
川
水
系
・
鮭
川 

9.3～ 

11.2 

向居 右岸 堤防高  1,538 

1,538 

   積土の

う工 

真木 

3.5m 

 

2 9.2～ 

12.0 

向居 右岸 法崩れ  2,307 

769 

   築き廻

し工 

土のう 

羽口工 

詳細点

検 

3 10.7～ 

11.2 

川口 左岸 堤防高  906 

856 

   積土の

う工 

 

4 10.8～ 

11.2 

川口 左岸 法崩れ  1,016 

110 

   築き廻

し工 

土のう 

羽口工 

詳細点

検 

5 10.7～ 

10.8 

川口 左岸 漏水     50 月の輪 

釜段工 

詳細点

検 

6 10.8 ～

11.3 

川口 左岸 漏水      月の輪 

釜段工 

詳細点

検 

7 11.3～ 川口 

( 泉 田

川) 

左岸 法崩れ  502 

0 

   築き廻

し工 

土のう 

羽口工 

詳細点

検 

8 11.3～ 

11.8 

上大渕 左岸 堤防高  884 

884 

   積土の

う工 

 

9 13.2 ～

15.2 

庭月 左岸 堤防高  1,678 

1,678 

   土のう  

10 13.2 ～

15.2 

庭月 左岸 堤防断面  1,678 

0 

     

11 13.2～ 

15.2 

庭月 左岸 新堤防     1,795   

12 13.2 庭月 左岸 工作物    1   樋門 

13 13.2～ 庭月 左岸 工作物    1   樋門 

14 13.9 ～

14.0 

庭月 右岸 新堤防     50   

15 13.9 ～

14.0 

観音寺 右岸 堤防高  50 

50 

   積土の

う工 

 

16 13.9 ～

14.0 

観音寺 右岸 堤防高  50 

0 

   築き廻

し工 

土のう 

羽口工 

 

17 14.12 庭月 

観音寺 

左 右

岸 

工作物    1   橋梁 

18 14.9 観音寺 右岸 工作物    1   樋門 

19 15.0 ～

16.0 

観音寺 右岸 堤防高  938 

938 

   積土の

う工 

 

20 15.0 ～

16.0 

観音寺 右岸 堤防断面  938    築き廻

し工 

土のう 

羽口工 
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№ 

水

系

・

河

川

名 

重要水防箇所 

対策水

防工法 

警報

基準

水位 

備考 
距離標 

地名 

(大字) 

左右

岸別 
種  別 

堤防(m) 
工作

物 新堤・

破堤・

旧川跡 A B A B 

21 

最
上
川
水
系
・
鮭
川 

15.0 ～

16.0 

観音寺 右岸 新堤防     775  

真木 

3.5m 

 

22 16.0 ～

16.1 

庭月 左岸 漏水     100 月の輪 

釜段工 

 

23 16.0 ～

16.1 

庭月 右岸 堤防高  130 

130 

   積土の

う工 

 

24 16.0 ～

16.1 

庭月 右岸 堤防断面  130 

0 

   築き廻

し工 

土のう 

羽口工 

 

25 17.4 ～

17.6 

庭月 右岸 漏水     246 月の輪 

釜段工 

 

26 18.0 ～

18.2 

庭月 左岸 漏水     150 月の輪 

釜段工 

 

27 18.2 ～

18.4 

岩木 右岸 漏水     150 月の輪 

釜段工 

 

28 19.3 ～

19.4 

岩木 右岸 漏水     100 月の輪 

釜段工 

 

注意１：重要度の堤防延長の上段は、各評定種別延長の合計値 

注意２：重要度の堤防延長の下段は、重複を考慮した総合評定延長 

資料：県水防計画（令和４年度） 

 

資料３－２－２ 重要水防箇所（県管理）一覧 

№ 
水
系
・ 

河
川
名 

重要水防箇所 

想定水防工

法名 

警報

基準

水位 

備考 
合流点

からの

距離 

地名 

(大字) 

左右

岸別 
種 別 

重
要
度 

延長

(m) 

1 
最上川水系 
沼前川 

0.00 ～

2.00 

佐渡 右岸 堤防高 B 2,000 積土のう工 ─ 直轄鮭川水防箇所

に準拠 

2 
最上川水系 
泉田川 

0.6 ～

1.4 

川口 右 左

岸 

堤防高 B 800 積土のう工 ─ 直轄鮭川水防箇所

に準拠 

  資料：県水防計画（令和４年度） 
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資料３－３ 村内のため池等一覧 

№ ため池名称 所在地 
満水面

積(ha) 

貯水量 

(㎥) 
築造年代 老朽度等 

被害想定 

戸数(人数) 

１ 楢山ため池第二 曲川字日山(上野) 1.0 2,800 
昭和１～

19 
堤体補修要す 2戸(9人) 

２ 作助堤 曲川字日山(本村) 3.0 6,000 大正 堤体補修要す 10戸(50人) 

３ 家裏山田ため池 庭月字大谷地(谷地) 1.0 3,600 
昭和20～

39 

堤体、洪水吐補修

要す 
1戸(4人) 

４ 大谷地ため池第一 庭月字大谷地(谷地) 18.0 28,000 明治 
通常の維持管理で

対応可能 

30戸 

(120人) 

５ 大谷地ため池第二 庭月字大谷地(谷地) 0.6 12,000 明治 
通常の維持管理で

対応可能 
0戸(0人) 

６ 山田ため池 中渡字山田(段の下) 1.0 1,800 
昭和20～

39 

堤体、洪水吐補修

要す 
7戸(28人) 

７ 八石ため池 中渡新淵字(段の下) 0.4 1,280 大正 堤体補修要す 3戸(10人) 

８ 米ため池 川口字米山(米) 3.0 16,800 大正 
通常の維持管理で

対応可能 
11戸(42人) 

９ 石神沢ため池 川口字神沢(左道) 9.0 72,000 明治 
通常の維持管理で

対応可能 
10戸(55人) 

10 堤沢ため池第一 京塚字萱刈沢(なし) 2.0 4,800 明治 
堤体、洪水吐補修

要す 
0戸(0人) 

11 五枚沢ため池第一 京塚字五枚田沢(なし) 3.0 12,000 
昭和１～

19 

通常の維持管理で

対応可能 
0戸(0人) 

12 五枚沢ため池第二 京塚字五枚田沢(なし) 0.7 7,600 
昭和１～

19 
堤体補修要す 0戸(0人) 

13 五十刈ため池 川口字二又沢(なし) 1.5 5,400 明治 
堤体、洪水吐補修

要す 
0戸(0人) 

14 忍兵衛ため池 川口字二又(なし) 1.0 3,200 大正 堤体補修要す 0戸(0人) 

15 沢田ため池 川口字山梨沢(なし) 0.5 1,190 
昭和１～

19 
堤体補修要す 0戸(0人) 

16 七蔵堤 佐渡字松沢山(なし) 1.2 5,400 
昭和１～

19 
洪水吐補修要す 0戸(0人) 

17 観音沢ため池 川口絵馬河山(上絵馬河) 1.0 3,000 
昭和１～

19 

堤体、洪水吐補修

要す 
1戸(5人) 

18 上牛潜堤 京塚字牛潜山(なし) 0.7 1,840 
昭和１～

19 

堤体、洪水吐補修

要す 
0戸(0人) 

19 上牛潜堤 京塚字牛潜山(なし) 0.7 1,840 
昭和１～

19 

堤体、洪水吐補修

要す 
0戸(0人) 

20 裏の沢ため池 京塚字牛潜山(なし) 3.0 66,000 
昭和１～

19 
堤体補修要す 0戸(0人) 

21 大久保沢ため池 川口下絵馬河(鶴田野) 10.0 98,000 
昭和１～

19 
補修済み 

35戸 

(140人) 

22 小舟山ため池第一 石名坂(小舟山) 2.1 38,000 大正 補修済み 
31戸 

(124人) 

資料：山形県農業用ため池データベース（令和３年３月３１日現在） 
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資料３－４ 地吹雪危険箇所一覧 

№ 路線番号 路線名 危険箇所延長 備考 

1 10 下牛潜・真室川線 2,200ｍ 1級村道 

2 44 叶口・上絵馬河線 2,500（1,500＋1,000）ｍ 2級村道 

3 45 泉川・泉ヶ丘線 950ｍ 2級村道 

4 46 泉ヶ丘・上新田線 450ｍ その他村道 

5 54 日下・佐渡線 650ｍ 2級村道 

6 71 岩木・中の瀬線 250ｍ 1級村道 

7 91 岡田・小坂線 400ｍ 2級村道 

8 102 楢山・中渡線 1,500(900＋600）ｍ 2級村道 

資料：村地吹雪危険箇所(Ｈ11 村内資料) 

 

資料３－５ 雪崩危険箇所一覧 

№ 箇所名 所在地 

雪崩危険

斜面面積 

(㎡) 

法的規制等の状況 

人
家
戸
数 

備考 

地
す
べ
り
危
険
箇
所(

国

交
省) 

地
す
べ
り
危
険
箇
所(

林

野
庁) 

地
す
べ
り
危
険
箇
所(

構

造
改
善
局) 

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
箇
所

(Ⅰ
) 

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
箇
所

(Ⅱ
) 

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
箇
所

に
準
ず
る
斜
面(Ⅲ

) 

1 芦沢（1） 大字曲川   8,140  1     1     2  

2 温泉 大字中渡  32,460    1   1     8  

3 清水田 大字中渡  29,570    1   1     13  

4 新渕 大字中渡  12,360        1     8  

5 中渡 大字中渡 47,950     1         10  

6 川口前田 大字川口 24,650           1     21  

7 叶口 大字川口 3,400                   5  

8 京塚(1) 大字京塚 20,120           1     11  

9 石名坂 大字石名坂 44,280            1     34  

10 上牛潜(1) 大字京塚 11,460          1     7  

資料：山形県県土整備部砂防・災害対策課 平成15年3月現在 
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資料４ 防災施設・設備等 

資料４－１ 村保有車両状況 

№ 車名 装備等 
事前登録の

有無 
備考 

1 トヨタ ハイエース    公民館 

2 トヨタ ハイエースバン      

3 トヨタ プレミオ      

4 ミツビシ アウトランダー PHEV   

5 スズキ アルト      

6 トヨタ エスティマハイブリット      

7 ミツビシ パジェロ ウインチ    

8 トヨタ ブィッツ    

9 ハイエースワゴン      

10 トヨタカローラ アクシオ     

11 ミツビシ ｅｋワゴン     

12 スバル インプレッサ      

13 スズキ セルボＧ      

14 ホンダ アクティー      

15 スズキ エブリィ    鮭の子館  

16 スズキ エブリィ     

17 スズキ エブリィ    エコパーク  

18 ニッサン バネット      

19 スズキ キャリー     

20 スズキ キャリー    エコパーク  

21 カローラ フィールダー 外部スピーカー    

22 ヒノ リエッセ    福祉バス 

23 ヒノ リエッセ    福祉バス 

24 ヒノ メルファ    スクールバス 

25 ミツビシ フソーローザー   スクールバス 

26 ミツビシ フソーローザー   スクールバス 

27 ミツビシ フソーローザー   スクールバス 

28 ミツビシ フソーローザー   スクールバス 

29 ミツビシ フソーローザー   スクールバス 

30 トヨタ コースターLX    スクールバス 

31 トヨタ コースターLX    スクールバス 

32 トヨタ コースターLX    スクールバス 

33 トヨタ ハイエースコミューター    スクールバス 

34 トヨタ ハイエースコミューター    スクールバス 

資料：村資料（令和3年度村各会計歳入歳出決算書より） 
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資料４－２ 緊急輸送道路及び避難路 

資料４－２－１ 山形県最上管内道路ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

戸沢村 

 



資料編より抜粋 
 

 

資-180 

資料４－２－２ 村内の緊急輸送道路及び避難路一覧 

№ 指定路線名 備考 

1 国道458号 県緊急輸送道路ネットワーク路線 

2 主要地方道 真室川鮭川線 県緊急輸送道路ネットワーク路線 

3 主要地方道 新庄鮭川戸沢線  

4 一般県道 曲川新庄線  

5 一般県道 平田鮭川線  

6 一般県道 西郡居口線  

7 一般県道 神田川口線  

8 その他村道  
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資料４－３ 村防災行政無線等の整備状況 

   名称・設置場所等 数量 備考 

村防災行政無

線 

同報系 無線子局 役場 1  

  佐渡 1  

   鶴田野 1  

   上大渕1 1  

   上大渕2 1  

   真木 1  

   下絵馬河 1  

   上絵馬河 1 アンサーバック対応 

   泉川 1  

   川口 1  

   左道 1 アンサーバック対応 

   向居 1 アンサーバック対応 

   段の下 1  

   中渡 1 アンサーバック対応 

   清水田 1  

   小和田 1  

   羽根沢 1  

   温泉 1 アンサーバック対応 

   上野 1 アンサーバック対応 

   小杉 1 アンサーバック対応 

   本村 1 アンサーバック対応 

   中組 1 アンサーバック対応 

   芦沢 1 アンサーバック対応 

   田の沢 1 アンサーバック対応 

   大芦沢 1 アンサーバック対応 

   木の根坂 1 アンサーバック対応 

   谷地 1  

   岩木 1  

   岩下 1  

   高土井 1  

   西村 1  

   観音寺 1  

   石名坂 1  

   小反 1  

   下牛潜 1  

   水野新田 1  

   小舟山 1 アンサーバック対応 

   上牛潜 1  

   新道 1  

   京塚 1  

   石名坂2 1  

   小計 41  
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   名称・設置場所等 数量 備考 

村防災行政無

線 

同報系 戸別受信機 上絵馬河 18 上絵馬河公民館  他 

  下絵馬河 16 下絵馬河公民館  他 

   泉川 37 泉川中央公民館  他 

   鶴田野 1 鶴田野公民館   他 

   川口 32 川口公民館    他 

   左道 1 左道公民館    他 

   米 9 米公民館     他 

   向居 21 向居公民館    他 

   上大渕 32 上大渕公民館   他 

   日下一区 2 農協鮭川支店   他 

   日下二区 6  

   佐渡 2 佐渡公民館    他 

   真木 18 真木公民館    他 

   松沢 10 松沢公民館    他 

   段の下 30 段の下公民館   他 

   中渡 47 中渡公民館    他 

   清水田 13  

   小和田 17 小和田公民館   他 

   羽根沢 12 羽根沢公民館   他 

   温泉 15 羽根沢温泉多目的集会所  他 

   庭月 24 庭月公民館    他 

   西村 11 西村公民館    他 

   観音寺 36 観音寺公民館   他 

   高土井 30 高土井公民館   他 

   岩下 23 岩下公民館    他 

   岩木 32 岩木公民館    他 

   谷地 20 谷地公民館    他 

   上野 14 上野公民館    他 

   小杉 15 小杉公民館    他 

   本村 23 本村公民館    他 

   中組 31 中組公民館    他 

   下芦沢 19 下芦沢公民館   他 

   上芦沢 6 上芦沢公民館   他 

   田の沢 15 田の沢公民館   他 

   大芦沢 12 大芦沢公民館   他 

   木の根坂 10 木の根坂公民館  他 

   丸森 5  

   上石名坂 1 石名坂多目的集会所  他 

   中石名坂 1  

   下石名坂   

   南石名坂   

   小反 2 小反公民館、農協大豊支店  他 

   水野新田 13 水野新田公民館  他 

   小舟山 8 小舟山公民館、ひめゆり荘  他 
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   名称・設置場所等 数量 備考 

村防災行政無

線 

同報系 戸別受信機 上牛潜 7  

  下牛潜 19 下牛潜公民館  他 

   新道 7 新道公民館   他 

   府の宮 25 府の宮公民館  他 

   上京塚 25 京塚多目的集会所  他 

   中京塚 35  

   下京塚 25  

   山月立 19 山月立公民館  他 

   公共施設等 8 中央公民館、鮭川小学校、鮭川中学校、

保健センター、太陽館、エコパーク、鮭

の子館、鮭川駐在所  他 

   計 860  

資料：村資料（令和4年3月末現在） 
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資料４－４ 最上広域消防本部の消防施設等整備状況 

資料４－４－１ 消防装備の概要 

分類 名称 個数  分類 名称 個数 

放
水
器
具 

ジェットシューター 58  そ

の

他 

高圧ガス防災工具 2 

フォグガン 4  緊急用防災工具 7 

特殊ノズル 17  マルチガス測定器 9 

高発砲器 2  小型動力ポンプ 10 

エアホームノズル 11  エアーテント 2 

   送排風機 2 

照
明
器
具 

発電機 24  一
般
救
助
器
具 

救命索発射銃 2 

投光器500ｗ 6  空気式救助マット 3 

投光器300ｗ・250ｗ 9  梯子（3連式） 16 

携帯用投光器 42  梯子（2連式） 2 

重
量
物
排
除
器
具 

油圧ジャッキ 8  かぎ付き梯子 5 

油圧スプレッダー 2  救助用担架 6 

可搬式ウインチ 2  スノーボード 1 

救助用支柱器具 2  耐電衣 2 

ワイヤーロープ 12  水
難
救
助
器
具 

救命艇(船外機付) 1 

切
断
器
具 

空気鋸 2  救命胴衣 43 

油圧切断機 5  救命浮輪 17 

エンジンカッター 5  ウェットスーツ 9 

ガス溶断器 2  救
急
用
器
具 

心電図計 8 

チェーンソー 5  

 

自動心肺蘇生装置 7 

コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー 1 電動式吸引器 10 

破
壊
器
具 

万能斧 14  

 

ショックパンツ 8 

携帯用コンクリート破壊器具 1 減圧式全身ギブス 5 

削岩機 2  

 

 

 

マジックギブス 4 

ハンマードリル 4 ＥＯＧ減菌器 5 

ハンマー 15 減菌線ロッカー 1 

呼
吸
保
護
器
具 

空気呼吸器 79 自動人工呼吸器 8 

酸素呼吸器 6  携帯用人工酸素蘇生器 9 

防塵マスク 11  除細動器（ＡＥＤ含む） 17 

送排風機 2  伝送装置 2 

エアラインマスク 2  輸液ポンプ 3 

耐熱防火衣 8  バックボード 20 

資料：消防年報令和4年版第52号 
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資料４－４－２ 消防車両一覧 

所

属 車両名 

原動機 ポンプ性能 

備考 出力 

(PS) 

排気量 

(kw) 

車名 

型式 

級 別 

放水量 

本

部 

司令車(ﾄﾖﾀﾏｰｸ X) 203 2.49L    

指揮車(三菱ﾊﾟｼﾞｪﾛ) 190 3.20L    

予防車(日産ｴｸｽﾄﾚｰﾙ) 110 1.99L    

予防車(三菱デリカ) 110 2.35L   平成28年度消防協会寄贈 

搬送車(ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ) 151 2.75L    

搬送車(ﾄﾖﾀｺｰｽﾀｰ) 150 4.00L    

事務連絡車 (三菱ミニキャブバン) 64 0.65L    

消

防

署 

普通消防自動車(日野デュトロ) 150 4.00L ﾓﾘﾀ 2段ﾊﾞﾗﾝｽ A-2  

普通消防自動車(いすずｴﾙﾌ) 140 4.77L ﾓﾘﾀ 2段ﾊﾞﾗﾝｽ A-2  

水槽・ｷｬﾌｽ付消防車 

(日野ﾚﾝｼﾞｬｰ) 
220 6.40L 長野ﾎﾟﾝﾌ NF75 A-2 ﾀﾝｸ水量 2,000L 

水槽付消防車(ｲｽｽﾞ ﾌｫﾜ-ﾄﾞ) 177 5.19L GM ｲﾁﾊﾗ GM12 A-2 ﾀﾝｸ水量 5,000L 

救助工作車(日野ﾚﾝｼﾞｬｰ) 220 6.40L    

梯子車(日野ﾌﾟﾛﾌｨｱ) 380 8.86L   30m  

救助支援車（いす ｴゞﾙﾌ） 150 2.99L    

高規格救急車(日産ﾊﾟｲﾒﾃﾞｨｯｸ) 240 3.49L   JA共済寄贈高規格救急車 

高規格救急車(日産ﾊﾟｲﾒﾃﾞｨｯｸ) 240 3.49L    

高規格救急車(ﾄﾖﾀﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ) 240 2.69L    

北

支

署 

普通消防自動車(三菱ｷｬﾝﾀｰ) 155 5.24L ﾓﾘﾀ 2段ﾊﾞﾗﾝｽ A-2  

高規格救急車(ﾄﾖﾀﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ) 111 2.69L   平成28年度アステラス製

薬寄贈 

連絡車(ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ) 64 0.65L    

南

支

署 

普通消防自動車(日野ﾃﾞｭﾄﾛ) 150 4.00L 長野ﾎﾟﾝﾌ NF75 A-2 1,600L水槽付 

高規格救急車(ﾄﾖﾀﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ) 111 2.69L   平成23年度山形県高度救

急搬送整備事業補助金交付  

連絡車(ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ) 64 0.65L EBD-S331V  最上地区各農業協同組合寄

贈、山形県共済農業協同組

合寄贈 

東

支

署 

普通消防自動車(日野ﾃﾞｭﾄﾛ) 150 4.00L 長野ﾎﾟﾝﾌ NF75 A-2 1,500L水槽付 

高規格救急車(ﾄﾖﾀﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ) 111 2.69L   平成23年度山形県高度救

急搬送整備事業補助金交付  

連絡車(ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ) 64 0.65L    

西

支

署 

普通消防自動車(日野ﾃﾞｭﾄﾛ) 150 4.00L 長野ﾎﾟﾝﾌ NF75 A-2 1,300L水槽付 

高規格救急車(ﾄﾖﾀﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ) 111 2.69L    

連絡車(三菱ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝﾞ) 64 0.65L    

金

山

支

署 

普通消防自動車(三菱ｷｬﾝﾀｰ) 155 5.24L ﾓﾘﾀ 2段ﾊﾞﾗﾝｽ A-2  

高規格救急車(ﾄﾖﾀﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ) 111 2.69L    

連絡車(三菱ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝﾞ) 64 0.65L    

資料：消防年報令和4年版第52号 
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資料４－５ 消防団の消防施設等整備状況 

 小型ポンプ積載車 

村消防団 38台 

資料：村資料（Ｒ4.4.1現在） 

 

 

資料４－６ 水(消)防団員等の現況 

 人数 

村 消防団員（兼）水防団員 280 

 役職別 団長 1 

 副団長 2 

 分団長 7 

 副分団長 5 

 部長 11 

 班長 36 

 団員 257 

 組織別 本部 8 

 第1分団 46 

 第２分団 68 

 第３分団 53 

 第４分団 66 

 第５分団 27 

最上広域市町村圏事務組合 消防吏員 119 

資料：村資料（Ｒ4.4.1現在） 
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資料４－７ 水防備蓄資器材等一覧 

資料４－７－１ 水防備蓄資器材一覧 

  
市町村備蓄分 

（最上支部） 

県管理水防倉庫 

備蓄分(最上支部) 

水防管理団体倉庫 

備蓄分(最上支部) 

器具 ペンチ等（丁） 35 7 6 

 鎌（丁） 42 6 0 

 鋸(丁） 7 5 0 

 なた又は斧（丁） 34 6 0 

 掛け矢等（丁） 42 8 7 

 スコップ（丁） 215 22 35 

 ツリハシ（丁） 29 14 5 

 縫針（丁） 0 12 0 

 小車（丁） 7 4 0 

 その他 ─ ─ ─ 

資材 鉄線籠又は蛇籠（本） 0 0  

 フルコン又は麻袋等（袋） ─ ─ 3,000 

 土のう類（枚） 32,250 5,700  

 むしろ又はシート 

（枚） 

169 92 50 

 縄（㎏） 28 30 20 

 杉丸太（本） 0 29 0 

 木杭（本） 363 58 100 

 竹（本） 0 11 0 

 鉄線（㎏） 35 5 10 

 鉄杭（本） 280 100 200 

 塩ビ管（本） 22 10 5 

資料：県水防計画資料編（Ｒ２.1月末現在） 

 

 

 

資料４－７－２ 最上地区の河川水防ステーション等の整備状況 

名称 概要 所在地 

真室川河川防災ステーション 12,900㎡ 

防災センター、ヘリポート、資材備蓄・作業スペース、

水防用樹木 

真室川町大字新町460 

真室川水防資材倉庫 水防資機材備蓄 真室川町大字新町 
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資料４－８ 危険物等施設一覧 

種別 件数 事業所名 住所 能力等 

危険物貯

蔵所 

屋内貯蔵所 2 

鮭川工業 大字京塚1647-1 ・エディフォーム(第3石

油）16,500ℓ 

(有)ヤグチプレス 大字川口1224 ・シンナー類(第1石

油)3,234ℓ 

・塗料類(第2石油)1,180ℓ 

屋外タンク

貯蔵所 
5 

山形舞茸センター 大字中渡128 ・重油 10,000ℓ 

荒木バイオ 大字中渡2816 ・A重油 10,000ℓ 

農事組合法人オークファーム 大字川口3397-1 ・A重油 10,000ℓ 

縁の起 大字中渡473-1 ・A重油 10,000ℓ 

安彦園芸 大字京塚字牛潜

山3593-1 

・A重油 12,000ℓ 

屋内タンク

貯蔵所 
0 ─ ─ ─ 

地下タンク

貯蔵所 
7 

村役場 大字佐渡2003-7 ・A重油 4,000ℓ 

マルヨシ燃料 大字京塚1260-5 ・灯油 30,000ℓ 

・軽油 18,000ℓ 

・重油 48,000ℓ 

深田きのこ栽培舎 大字中渡99 ・重油 6,000ℓ 

(合)加登屋旅館 大字中渡1312 ・灯油 5,000ℓ 

特別養護老人ホーム ひめゆり

荘 

大字石名坂589-

7 

・灯油 12,000ℓ 

エコプラザもがみ 大字川口2756-

27 

・灯油 40,000ℓ 

・重油 20,000ℓ 

・重油 6,000ℓ 

有限会社 あぐり大地 大字庭月2757 ・重油 9,600ℓ 

簡易タンク

貯蔵所 
0 ─ ─ ─ 

移動タンク

貯蔵所 
4 

マルヨシ燃料 大字京塚1260-5 ・灯油・軽油 3000ℓ 

・灯油・軽油 3000ℓ 

・灯油・軽油 3000ℓ 

・灯油 3000ℓ 

もがみ中央農協(鮭川支店) 大字川口3181 灯油・軽油 3000ℓ 

もがみ中央農協(大豊支店） 大字石名坂40-4 灯油・軽油 3000ℓ 

川田建設 大字庭月2922-1 灯油・軽油 3000ℓ 

危険物取

扱所 

給油取扱所 3 

もがみ中央農協(鮭川支店) 大字川口3181 ・ガソリン 36,000ℓ 

・軽油 22,000ℓ 

・灯油 38,000ℓ 

・廃油 198ℓ 

もがみ中央農協（大豊支店） 大字石名坂40-4 ・ガソリン 48,000ℓ 

・軽油 16,000ℓ 

マルヨシ燃料 大字京塚1260-5 ・ガソリン 40,000ℓ 

・軽油 20,000ℓ 

・灯油 10,000ℓ 

一般取扱所 2 

マルヨシ燃料 大字京塚1260-5 ・灯油 16,500ℓ 

・軽油 3,234ℓ 

・重油 1,180ℓ 

村中央公民館 大字京塚1324-2 ・灯油 5,000ℓ 
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種別 件数 事業所名 住所 能力等 

煙火製造施設・販売所・

火薬庫 
0 ─ ─ ─ 

一般高圧

ガス 

第二種製造

事業所 
1 

(有)荒木工業 大字曲川中沢

438-6 

・液化窒素 

・貯蔵能力 8,519㎏ 

・処理能力 108.5N㎥/日 

第二種貯蔵

所 
1 

(有)荒木工業 大字曲川中沢

438-6 

・液化窒素 

・貯蔵能力 8,519㎏ 

液化石油ガス事業者 2 

マルヨシ燃料 大字京塚1260-5  

もがみ中央農協 鮭川地区ガス

センター 

大字石名坂40-4  

圧縮アセチレンガス

（LPG）等貯蔵取扱所 
10 

(有）紅葉館 大字中渡1314-1 ・LPG 300㎏ 

鮭川中学校 大字庭月2510-1 ・LPG 400㎏ 

鮭川小学校 大字佐渡2000-2 ・LPG 400㎏ 

(有)ヤグチプレス 大字川口1224 ・LPG 700㎏ 

たちばなや漬物工場 大字佐渡1768 ・LPG 400㎏（アヒコ光学

時） 

村保健センター 大字佐渡835-1 ・LPG 300㎏ 

もがみ中央農協（大豊支店） 大字石名坂40-4 ・生石灰 3,000㎏ 

(有)鮭川ピックファーム（交配

妊娠豚舎棟） 

大字川口字山梨

沢山4325-1 

・LPG 1,600㎏ 

(50㎏×32本) 

特別養護老人ホームひめゆり荘 大字石名坂589-

7 

・600㎏ 

村中央公民館 大字京塚1324-2 ・300㎏ 

放射線使用施設 2 
佐藤医院 大字佐渡835 レントゲン施設 

鮭川歯科診療所 大字佐渡2007-6 レントゲン施設 

資料：消防関係資料（H20.1.31現在）、村資料 
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資料４－９ 災害対策用臨時ヘリポート登録状況 

名 称 所 在 地 面 積 
地面 

状況 
利用形態 

水利

確保

可否 

場外

離着

陸場

指定 

鮭川中学校跡地グラウンド 鮭川村大字川口4455 10,400㎡ 整地 中型全日 可 無 

鮭川小学校グラウンド 鮭川村大字佐渡2000-2 11,750㎡ 整地 中型全日 可 有 

村役場駐車場 鮭川村大字佐渡2003-7 9,000㎡ 整地 中型昼のみ 否 無 

資料：県地域防災計画資料編 

 

資料４－10 山形県ドクターヘリ臨時離着陸場一覧 

№ 
名 称 所 在 地 

冬期 

使用 

管轄

消防 
備考 

1 村役場駐車場 鮭川村大字佐渡2003-7 ○ 最上 災害対策用臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 

2 鮭川中学校跡地グラウンド 鮭川村大字川口4455  最上 災害対策用臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 

3 鮭川小学校グラウンド 鮭川村大字佐渡2000-2  最上 災害対策用臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 

4 鮭川村エコパーク 鮭川村大字川口4890  最上  

5 牛潜小学校跡地グラウンド 鮭川村大字京塚196  最上  

6 鮭川中学校グラウンド 鮭川村大字庭月2510-1  最上  

7 曲川本村グラウンド 鮭川村大字曲川地内  最上  

8 木の根坂分校跡地グラウンド 鮭川村大字曲川3262-5  最上  

9 鮭の子公園 鮭川村大字川口271-2  最上  

資料：ランデブーポイント一覧（県HPより） 

 

資料４－11 村内の医療機関一覧 

№ 名 称 所 在 地 電話番号 診療科目 施設状況等 

1 佐藤医院 鮭川村大字佐渡836 0233-55-2606 内科・外科 病床数0 

2 鮭川歯科診療所 鮭川村大字佐渡2007-6 0233-55-4189 歯科  

資料：村資料 
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資料４－12 最上地域の救急告示病院一覧 

№ 名 称 所 在 地 電話番号 告示 診療科目等 

1 
山形県新庄

病院 

新庄市若葉町

12-55 
0233-22-5525 H23.03.11 

内科、循環器内科、小児科、神経内科、外科、

整形外科、形成外科、脳神経外科、産婦人科、

眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線

科、麻酔科 

病床数：454(うち感染症2) 

2 
新庄徳洲会

病院 

新庄市大字鳥

越字駒場4623 
0233-23-3434 H23.06.17 

内科、外科、脳神経外科、整形外科、泌尿器

科、皮膚科、腎臓内科、耳鼻咽喉科、循環器

科、婦人科、歯科口腔外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、放

射線科 

病床数：270(うち療養92) 

3 
最上町立最

上病院 

最上郡最上町

大字向町64-3 
0233-43-2112 H24.03.21 

内科、外科、整形外科、産婦人科、眼科 

病床数：60 

4 
町立真室川

病院 

最上郡真室川

町大字新町

469-1 

0233-62-2211 H23.08.02 
内科、整形外科、耳鼻咽喉科 

病床数：55 

5 
町立金山診

療所 

最上郡金山町

大字金山548-

2 

0233-52-2915 H23.03.11 
内科、小児科、外科 

病床数：19 

資料：救急告示病院・診療所一覧,山形県病院一覧（令和２年4月1日現在 県HPより） 

町立金山診療所の概要（令和２年６月 金山町HPより） 
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資料４－13 災害拠点病院一覧 

№ 名 称 所在地 開設者 電話番号 診療科目等 

1 
山形県新庄

病院 

新庄市若葉

町12-55 
山形県 0233-22-5525 

内科、循環器内科、小児科、神経内科、外科、整

形外科、形成外科、脳神経外科、産婦人科、眼

科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、

麻酔科 

病床数：454(うち感染症2) 

2 
山形県立中

央病院 

山形市大字

青柳1800番

地 

山形県 023-685-2626 

内科、心療内科、精神科、神経内科、消化器内

科、循環器内科、疼痛緩和内科、小児科、外科、

整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、

心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産

婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、歯科口腔

外科、麻酔科、救急科 

病床数：609(うち感染症2) 

3 
山形市立病

院済生館 

山形市七日

町1-3-26 
山形市 023-625-555 

内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、糖

尿病・内分泌内科、人造内科、血液内科、精神

科、神経内科、小児科、皮膚科、放射線科、外

科、内視鏡外科、血管外科、乳腺外科、整形外

科、脳神経外科、脳・血管放射線科、泌尿器科、

産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、歯科、歯

科口腔外科 

病床数：528 

4 
山形済生病

院 

山形市沖町

79-1 

社会福祉法

人恩賜財団

済生会 

023-682-1111 

内科、小児科、神経内科、ﾘｳﾏﾁ科、外科、乳腺外

科、整形外科、形成外科、脳神経外科、脳神経ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、呼吸器外科、心臓血管外科、産婦人

科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、ﾘﾊﾋﾞ

ﾘﾃｰｼｮﾝ科、放射線科、麻酔科、消化器内科、糖尿

病内科、循環器内科、呼吸器内科 

病床数：473 

5 
公立置賜総

合病院 

川西町大字

西大塚2000

番地 

置賜広域病

院組合 
0238-46-5000 

内科、精神科、神経内科、消化器内科、循環器内

科、小児科、外科、整形外科、消化器外科、脳神

経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦

人科、眼科、耳鼻咽喉科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、放射線

科、歯科口腔外科、麻酔科、形成外科 

病床数：496(うち精神46、感染症4) 

6 
日本海総合

病院 

酒田市あき

ほ町30番地 

独立行政法

人山形県・酒

田市病院機

構 

0234-26-2001 

内科、小児科、精神科、神経内科、外科、整形外

科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血

管外科、小児外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉

科、皮膚科、泌尿器科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、放射線

科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科、消化器内科、

乳腺外科、循環器内科、救急科、内視鏡内科 

病床数：630(うち感染症4) 

7 
鶴岡市立荘

内病院 

鶴岡市泉町

4-20 
鶴岡市 0235-26-5111 

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、

精神科、神経内科、外科、整形外科、形成外科、

脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外

科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、

泌尿器科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、放射線科、麻酔科、歯

科、歯科口腔外科 

病床数：521 

資料：山形県病院一覧（令和２年4月1日現在 県HPより） 
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資料４－14 県内ＤＭＡＴ指定医療機関一覧 

№ 名 称 所在地 開設者 電話番号 指定日 

1 山形県立新庄病院 新庄市若葉町12-55 山形県 0233-22-5525 平成22年3月 

2 山形県立中央病院 山形市大字青柳1800番地 山形県 023-685-2626 平成20年9月 

3 
山形大学医学部付属

病院 
山形市飯田西2-2-2 

国立大学法人山形大学 
023-633-1122 平成20年9月 

4 山形済生病院 山形市沖町79-1 
社会福祉法人恩賜財団

済生会 
023-682-1111 平成21年8月 

5 公立置賜総合病院 
川西町大字西大塚2000番

地 

置賜広域病院組合 
0238-46-5000 平成20年9月 

6 日本海総合病院 酒田市あきほ町30番地 
独立行政法人山形県・

酒田市病院機構 
0234-26-2001 平成20年9月 

7 山形市立病院済生館 山形市七日町1-3-26 
山形市 

023-625-5555 平成25年3月 

8 鶴岡市立荘内病院 鶴岡市泉町4-20 
鶴岡市 

023-526-5111 平成25年3月 

資料：山形県病院一覧（令和２年4月1日現在 県HPより） 

 

資料４－15 村内の社会福祉施設等の状況 

施設名 所在 管理者 連絡先 施設状況等 

さけかわリハビリセンタ

ー 

鮭川村大字庭月55-1 社会福祉法人 

鮭川村社会福祉協議

会 

TEL:0233-55-2916 

FAX:0233-55-2916 

平成9年建築 

木造 

老人いこいの家 鮭川村大字佐渡893 村 TEL:0233-55-3653 昭和53年度建築 

木造 

特別養護老人ホーム 

ひめゆり荘 

鮭川村石名坂589-7 社会福祉法人 

鮭川厚生会 

TEL:0233-55-3480 

FAX:0233-55-3518 

平成12年建築 

RC造平屋建 

鮭川保育所 鮭川村大字佐渡2001-1 村 TEL:0233-55-2134 昭和61年度建築 

RC造 

こまどり保育所 鮭川村大字京塚1323-1 村 TEL:0233-55-2376 昭和53年度建築 

RC・S造 

資料：村財産台帳、他村資料 
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資料４－16 村内の指定文化財一覧 

指定 

区分 

№ 種別 指定文化財 所有者 

（管理団体） 

所有者住所 所有者 

連絡先 

備考 

県 1 彫刻 向居薬師如来坐像 向居文化遺産本委員

会 会長 横山健一 
大字向居67 55-2193   

 

 2 無形 

民俗 

鮭川歌舞伎 
鮭川歌舞伎保存会会

長 佐藤誠一 
大字京塚1058 55-3111 

事務局長：山科

裕一(京塚 1131 

55-2753） 

村 3 彫刻 延命地蔵菩薩坐像 雲徳寺 

住職 諏訪部良寛 
大字川口1785 55-2130 

 

 4 如来形坐像 
月蔵院  庭崎賢恵 大字庭月2829 55-2343 

 

 5 聖観音菩薩立像 

 6 薬師如来坐像 野尻和子 大字中渡1187 55-2275  

 7 地蔵菩薩立像（粟蒔地

蔵） 
氏子会 

代表 山石雄三 
大字石名坂43 55-2798 

会計：矢口健二                   

（石名坂 362-2 

55-2486） 

 8 向居薬師堂山門仁王

像 

向居文化遺産保存委

員会 

会長 横山健一 

大字向居67 55-2193   

 

 9 古文書 吉田家文書 吉田安子 大字庭月1042 55-2651  

 10 荒木家文書 荒木正人 大字中渡82 55-2071  

 11 柿崎七蔵家文書 柿崎美喜子 大字佐渡1670 55-2410  

 12 阿部家文書 阿部久一 大字京塚244 55-2949  

 13 考古 

資料 

石刀・石剣 氏子会 

代表 黒坂峰昭 
大字庭月1978 55-3127 

 

 14 板碑 
矢口義富 

新庄市千門町

13-12 
23-0520 

 

 15 
上大渕追分石 

上大渕区長 

梅津義行 

大字川口2829-

28 
55-3207 

 

 

 16  
高土井八幡神社鰐口 

高土井八幡神社神社 

神主 髙嶋均 
大字庭月150 55-2729 

 

 16 有形 

民俗 

曲川人形芝居 人形・

道具 
鮭川村 大字京塚1324-2 55-3051 

鮭川村教育委員

会 

 17 千本仏 月蔵院  庭崎賢恵 大字庭月2829 55-2343  

 18 山神立像 五十嵐いよ子 大字曲川595 55-3340  

 19 無形 

民俗 

段の下田植え踊り 段の下田植え踊り保

存会 会長  土田

定幸 

大字中渡822 55-3645 

 

 20 史跡 経塚 佐藤一夫 大字京塚1034 55-2412  

 21 庭月観音堂遺跡 月蔵院 

住職  庭崎賢恵 
大字庭月2829 55-2343 

 

 22 源氏楯 安彦重藤 大字曲川350 55-2680  

 23 熊野楯 
氏子会 

代表 土田与和 
大字佐渡911 55-2036 

会計：土田清八                  

( 佐 渡 968   

55-2066) 

 24 向居薬師如来堂境内 向居文化遺産保存委

員会 

会長 横山健一 

大字向居67 
       

55-2193   
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 25 天然記

念物 

曲川の大杉（神代杉） 沓沢恵子 大字庭月3438 55-2713  

 26 ブナ（４本） 氏子会 代表 柴田

悦郎 
大字川口497 55-2383 

 

 27 ギフチョウ属（ギフチ

ョウ・ヒメギフチョ

ウ） 

無主物   

生物のため所有

者なし 

 28 泉川の大モミジ（イロ

ハモミジ） 
横山小一郎 大字川口312 55-3786 

 

 29 藤九郎沢の千年カツ

ラ 

山形森林管理署最上

支署 

真室川町新町下

荒川200-11 
62-2122 

国有林内樹木 

資料：村資料 

 

 

資料４－17 空地（村有地）一覧 

№ 名 称 所在地 規模 管理者 電話番号 

1 
ふれあいスポーツセンタ

ー太陽館 
大字佐渡821番地 

10,583㎡ 

(敷地面積) 

村（健康福祉課） 
0233-55-2111 

2 旧牛潜小学校 大字京塚196番地 
5,045㎡ 

(敷地面積) 
村（総務課） 0233-55-2111 

3 旧曲川小学校 大字曲川213番地7 
3,144㎡ 

(敷地面積) 
村（総務課） 0233-55-2111 

4 旧曲川小学校芦沢分校 大字曲川513番地24 
3,521㎡ 

(敷地面積) 
村（総務課） 0233-55-2111 

5 旧鮭川中学校 大字川口4455番地 
19,237㎡ 

(敷地面積) 
村（総務課） 0233-55-2111 

(注)1,000㎡以上の空地を抽出 

資料：村財産台帳 
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資料４－18 緊急通行車両確認標章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１ 色彩は、記号を黄色、緑及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、「有効期限」、「年」、「月」及び「日」

の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を標示する部分を白色、地を銀色とする。 

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

３ 図示の長さの単位はｃｍとする。 

 

資料４－19 通行止標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１ 色彩は、文字、緑線及び区分線を青色、斜めの帯わくを赤色、地を白色とする。 

２ 緑線及び区分線の太さは、１センチメートルとする。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 
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資料４－20 最上広域市町村圏事務組合の一般廃棄物処理能力 

区分 施設の名称 処理方法 
管理体

制 
処理能力等 

敷地面積 

建物面積 
所在地等 備考 

ごみ焼却施

設 

エコプラザも

がみ 
全連 

直営委

託 

90t/日 

(45t×2炉) 

60,000㎡ 

6,684㎡ 

最上郡鮭川村大字

川口字泉川前山

2756-27 

TEL 0233-22-3838 

FAX 0233-22-1441 

 

資源化施設 
リサイクルプ

ラザもがみ 

選 別 

圧 縮 

減 容 

一部委

託 
42ｔ/日 

17,244㎡ 

2,815㎡ 

最上郡舟形町富田

字桧原沢3471-31 

TEL 0233-32-2042 

FAX 0233-32-2042 

対象廃棄物 

不・資・直粗 

埋立処分地

施設 

リサイクルプ

ラザもがみ最

終処分場 

サンド 
一部委

託 

全体容量 

188,994㎥ 

残余容量 

247㎥ 

総面積 

71,000㎡ 

埋立面積 

20,000㎡ 

埋立物：不燃・直搬処

渣・燃渣 

埋立終了：Ｓ55.12 

リサイクルプ

ラザもがみ新

最終処分場 

サンド 
一部委

託 

80㎥/日 

全体容量 

197,000㎥ 

残余容量 

131,535㎥ 

総面積 

71,000㎡ 

埋立面積 

21,200㎡ 

埋立物：不燃・直搬処

渣・燃渣 

埋立終了：Ｈ25.3 

し尿処理施

設 

もがみクリー

ンセンター 

膜 分 離 

高 負 荷 

【高度処理】 

凝集膜分離 

活性炭吸着 

直営 79kl/日 
58,660㎡ 

1,400㎡ 

新庄市大字本合海

臼ケ沢1104-58 

TEL 0233-26-2770 

FAX 0233-26-2771 

 

資料：「平成27年度事業実績」「平成27年度一般廃棄物処理施設実績報告」山形県循環型社会推進課 

 

資料４－21 県内の一般廃棄物処理施設一覧 

資料４－21－１ ごみ焼却施設整備状況 

市町村・ 

一部事務組合名 
施設の名称 

処理方法 
処理能力 

敷地面積 

建物面積 
所在地等 

管理体制 

山 形 市 

立谷川清掃工場 
全連 180t/日 

(90t×2炉) 

7,074㎡ 

2,166㎡ 

山形市大字漆山字中川原4019-7 

TEL:023-686-6025 FAX:023-686-6026 直営 

半郷清掃工場 
全連 180t/日 

(90t×2炉) 

28,241㎡ 

2,259㎡ 

山形市蔵王半郷字八小路1738－乙 

TEL:023-688-2336 FAX:023-688-2338 直営 

西村山広域行政事務

組合 

寒河江地区クリー

ンセンター 

全連 100t/日 

(50t×2炉) 

6,000㎡ 

5,967㎡ 

寒河江市大字日田字平田232番地 

TEL:0237-84-4225 FAX:0237-86-0218 直営 

東根市外二市一町共

立衛生処理組合 
クリーンピア共立 

全連 195t/日 

(65t×3炉) 

8,218㎡ 

3,088㎡ 

東根市大字野田字シタ2038番地 

TEL:0237-47-1321 FAX:0237-48-1841 直営 

尾花沢市大石田町環

境衛生事業組合 
環境衛生センター 

ガス化溶融 30t/日 

(30t×1炉) 

10,134㎡ 

1,388㎡ 

尾花沢市大字毒沢地内TEL:0237-25-2737 

FAX:0237-25-2359 直営 

酒田地区広域行政組

合 
ごみ処理施設 

ガス化溶融 196t/日 

(98t×2炉) 

16,600㎡ 

4,095㎡ 

酒田市広栄町三丁目133番地 

TEL:0234-31-2882  委託 

鶴岡市 
鶴岡市クリーンセ

ンター 

全連 165t/日 

(82.5t×2炉) 

10,819㎡ 

4,233㎡ 

鶴岡市宝田三丁目13番6号 

直営 

置賜広域行政事務組

合 

千代田クリーンセ

ンタ－ 

全連 255t/日 

(85t×3炉) 

30,122㎡ 

6,260㎡ 

高畠町大字夏茂2933 

TEL:0238-57-4004 FAX:0238-57-4003 一部委託 

資料：「平成27年度事業実績」「平成27年度一般廃棄物処理施設実績報告」山形県循環型社会推進課 
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資-198 

資料４－21－２ 粗大ごみ処理施設(焼却前処理施設を除く)整備状況 

市町村・一部事

務組合名 
施設の名称 対象廃棄物 

処理 

方式 

施設規模 
選別の状況 

敷地面積 

建物面積 

（㎡） 

所在地等 
選

別

数 

選別の種類 
管理体制 

山形広域環境事

務組合 

立谷川リサ

イクルセン

ター 

粗大 

不燃 

資源 

破砕 

選別 

130t/日 

６ 

鉄類・アルミ・

可燃物不燃物・

プラ類・切断物 

4,900 

2,324 

山形市大字漆山字中川原

4019-7 

TEL:023-687-2040  

FAX:023-687-2050 
一部委託 

西村山広域行政

事務組合 

寒河江地区

クリーンセ

ンタ― 

不・直・粗 破砕 

30t/日 

５ 

アルミ・鉄類・

不燃物可燃物・

プラ類固化物 

23,448 

973 

寒河江市大字日田字平田

232番地 

TEL:0237-84-4225 

FAX:0237-86-0218 
一部委託 

東根市外二市一

町共立衛生処理

組合 

クリーンピ

ア共立 
不・直・粗 破砕 

20t/日 

４ 
鉄類・アルミ 

可燃物・不燃物 

1,700 

1,581 

東根市大字野田字シタ

2038番地 

TEL:0237-47-1321 

FAX:0237-48-1841 
直営 

尾花沢市大石田

町環境衛生事業

組合 

環境衛生 

センター 
粗 破砕 

19t/日 
２ 

鉄類・可燃物・

不燃物 
 

尾花沢市大字毒沢地内

TEL:0237-25-2737 

FAX:0237-25-2359 直営 

酒田地区広域行

政組合 

粗大ごみ処

理施設 
粗 

併用 

設備 

破砕 

選別 

12t/日 

２ 
鉄類・可燃物・

不燃物 

16,600 

860 

酒田市広栄町三丁目133

番地 

TEL:0234-31-2882 
委託 

置賜広域行政事

務組合 

長井クリー

ンセンター 
不・直・粗 

併用 

設備 

破砕 

選別 

30t/日 

５ 

アルミ・鉄類・

不燃物可燃物・

プラ類固化物 

16,413 

1,534 

長井市舟場30-1 

TEL:0238-84-6911 

FAX:0238-88-5542 
委託 

資料：「平成27年度事業実績」「平成27年度一般廃棄物処理施設実績報告」 山形県循環型社会推進課 

 

資料４－21－３ 資源化施設の整備状況 

市町村・一部 

事務組合名 
施設の名称 

対 象 

廃棄物 

処 理 

方 式 

施設規模 

管理体制 
処理内容 

敷地面積 

建物面積 

所在地等 

東根市外二市一

町共立衛生処理

組合 

クリ－ンピア共立 

資・直 選 別 
30t/日 資源ごみの選別資

源化等 

5,500㎡ 

1,290㎡ 

東根市大字野田字シ

タ2038番地 

TEL:0237-47-1321 

FAX:0237-48-1841 

委託 

ＰＥＴ 

選 別 

圧 縮 

減 容 

1.5t/日 
ペットボトルの選

別・圧縮減容 

124㎡ 

69㎡ 
委託 

尾花沢市大石田

町環境衛生事業

組合 

リサイクルプラザ 

不・

資・直

粗 

併 用 

11.5t/日 
資源・粗大ごみ選

別資源化 

3,527㎡ 

1,772㎡ 

最上郡舟形町大字堀

内字ユスナゴ1092 
一部委託 

酒田地区広域行

政組合 

リサイクルセンタ

ー 
不 

選 別 

圧 縮 

梱 包 

40t/日 
資源ごみの選別資

源化等 

5,217㎡ 

1,986㎡ 

酒田市北沢字長面200

番 

TEL: 0234-94-2339 
委託 

鶴岡市 
鶴岡市リサイクル

プラザ 
資 

選 別 

圧 縮 

梱 包 

破 砕 

49t/日 

委託 

資源ごみ（びん･

缶･ PET ･プラ容

器）・粗大ごみの選

別資源化 

9,770㎡ 

5,252㎡ 

鶴岡市水沢字水京68

番地1 

置賜広域行政事

務組合 

千代田クリーンセ

ンターリサイクル

プラザ 

資 
圧 縮 

梱 包 

13.5t/日 資源ごみ（PET・プ

ラ容器）の選別、資

源化 

5,000㎡ 

3,268㎡ 

高畠町大字夏茂2933 

TEL:0238-57-4004 

FAX:0238-57-4003 
委託 

資料：「平成27年度事業実績」「平成27年度一般廃棄物処理施設実績報告」 山形県循環型社会推進課 
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資料４－21－４ 埋立処分施設の整備状況 

市町村・一部

事務組合名 
施設の名称 埋立物 

埋立場所 

土地所有 

埋立方式 

管理体制 

総面積 

埋立地面積

(㎡) 

全体容量 

残余容量 

(㎥) 

所在地等 

山形市 
山形市上野 

最終処分場 

不燃・直

搬 

燃渣・他 

山間 

自己所有 

セル 

一部委託 

109,983 

43,970 

506,471 

305,227 

山形市蔵王上野字南坂738 

TEL:023-688-5727 

FAX:023-688-8275 

西村山広域 

行政事務組

合 

大   平 

埋立処分地 

不燃・処

渣 

燃渣・他 

山間 

自己所有 

ｻﾝﾄﾞ 

直営 

53,109 

39,665 

175,380 

104,380 

寒河江市大字白岩字大平1719番地

1 

TEL:0237-87-1188 

東根市外 

二市一町 

共立衛生 

処理組合 

原の内 

埋立場 

燃渣 

処渣 

平地 

自己所有 

ｻﾝﾄﾞ 

直営 

10,706 

7,000 

41,390 

794 

 

下   釜 

最終処分場 

燃渣・処

渣 

灰固化物 

平地 

自己所有 

セル 

直営 

66,700 

44,300 

181,100 

146,879 

西村山郡河北町谷地字下釜地内 

尾花沢市 

大石田町 

環境衛生 

事業組合 

白鷺埋立地 
不燃・燃

渣 

山間 

その他 

セル 

直営 

33,558 

6,200 

40,230 

21,002 

北村山郡大石田町大字年貢山地内 

毒沢埋立地 処渣 
山間 

自己所有 

ｻﾝﾄﾞ 

直営 

2,130 

1,116 

2,360 

0 

 

酒田市 新林埋立地 

不燃・処

渣 

粗・他 

山間 

自己 

その他 

ｻﾝﾄﾞ 

直営 

82,827 

67,996 

557,000 

84,373 

酒田市浜中新林 

酒田地区広

域行政組合 
最終処分場 

不燃・処

渣 

燃渣 

山間 

自己所有 

＊１ 

委託 

137,020 

34,000 

366,000 

140,685 

酒田市北沢鷹尾山1-610 

鶴岡市 
岡山環境パ

ーク 

不燃・燃

渣 

平地 

自己所有 

ｻﾝﾄﾞ 

一部委託 

105,784 

23,400 

225,000 

124,382 

鶴岡市岡山字大谷地16番地 

置賜広域行

政事務組合 

浅   川 

最終処分場 

不燃・処

渣 

燃渣・他 

平地 

自己所有 

＊１ 

一部委託 

50,300 

40,300 

234,100 

66,281 

米沢市大字浅川1908 

TEL:0238-37-2012 

*1：ｾﾙ+ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ方式 

資料：「平成27年度事業実績」「平成27年度一般廃棄物処理施設実績報告」 山形県循環型社会推進課 

 

資料４－21－５ し尿処理施設の整備状況 

市町村・ 

一部事務組合名 
施設の名称 

処 理 方 式 施設規模 敷地面積 

建物面積 
所在地等 

 高度処理 管理体制 

山形広域環境 

事務組合 

山形広域クリー

ンセンター 
標 脱 

凝集沈殿･ｵｿﾞﾝ

酸化砂濾過･活

性炭吸着 

220kl/日 
34,845㎡ 

4,446㎡ 

山形市大字沼木字高野内486-

3 

TEL:023-644-5570 

FAX:023-644-5780 
直営 

西村山広域行政事務

組合 

寒河江地区クリ

-ンセンタｰ 
標 脱 

凝集沈殿･ｵｿﾞﾝ

酸化・砂濾過 

80kl/日 
23,448㎡ 

1,944㎡ 

寒河江市大字日田字平田232

番地 

TEL:0237-84-4225 

FAX:0237-86-0218 
直営 

東根市外二市一町共

立衛生処理組合 

クリ－ンピア共

立 
標 脱 

凝集沈殿･ｵｿﾞﾝ

酸化・砂濾過 

160kl/日 
8,517㎡ 

5,944㎡ 

東根市大字野田字シタ2038番

地 

TEL:0237-47-1321 

FAX:0237-48-1841 
直営 

尾花沢市大石田町環

境衛生事業組合 
 嫌 気  

50kl/日 11,526㎡ 

1,421㎡ 

最上郡舟形町大字堀内字ユス

ナゴ1092 直営 

酒田地区広域行政組

合 
し尿処理施設 高 負 荷 

砂濾過 

活性炭吸着 

180kl/日 8,000㎡ 

4,117㎡ 

酒田市広栄町3-133 

TEL:0234-31-2882 直営 

鶴岡市 
鶴岡市クリーン

センター 
標 脱 

凝集沈殿･ｵｿﾞﾝ

脱色砂濾過活性

炭吸着 

152kl/日 4,300㎡ 

3,942㎡ 

鶴岡市宝田三丁目13番6号 

直営 
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資-200 

置賜広域行政事務組

合 

長井クリーンセ

ンター 
嫌 気  

85kl/日 16,413㎡ 

676㎡ 

長井市舟場30-1 

TEL:0238-84-6911 

FAX:0238-88-5542 直営 

米沢クリーンセ

ンター 
標 脱 

凝集浮上分離 

ｵｿﾞﾝ酸化･濾過 

140kl/日 9,900㎡ 

3,015㎡ 

米沢市春日4-1-20 

TEL:0238-22-7445 

FAX:0238-21-9654 直営 

南陽クリーンセ

ンター 
高 負 荷  

85kl/日 14,710㎡ 

2,642㎡ 

南陽市露橋620 

TEL:0238-43-2564 

FAX:0238-43-6938 
直営 

資料：「平成27年度事業実績」「平成27年度一般廃棄物処理施設実績報告」 山形県循環型社会推進課 
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資料４－22 最上地域の火葬場一覧 

№ 名称 建設年 所在地 
管轄 

市町村 

炉 
その他の

炉 
連絡先 

数 
最大火

葬能力 

1 新庄・最上

さくらが丘

斎苑 

H10.3 

新庄市大字鳥越

字南沢山神沢

3779 

新庄市 

最上町 

鮭川村 

3 36遺体 

動物炉1 

(24頭) 

新庄市市民課 

TEL：0233-22-2111 

FAX：0233-22-0989 

2 金山町火葬

場 H7.12 

金山町大字上台

字向原1268 

金山町 

1 2遺体 

 金山町町民税務課 

TEL：0233-52-2111 

FAX：0233-52-2004 

3 舟形町・大

蔵村共立う

ど山斎場 

H2.3 

大蔵村大字清水

山字独活山

5708-101 

舟形町 

大蔵村 2 4遺体 

 舟形町住民税務課 

TEL：0233-32-0211 

FAX：0233-32-2117 

4 真室川町斎

場 H元･2 

真室川町大字新

町794-2 

真室川町 

2 8遺体 

 真室川町町民課 

TEL：0233-62-2111 (234) 

FAX：0233-62-2731 

5 戸沢村斎場 

S57.10 

戸沢村大字古口

466-16 

戸沢村 

1 3遺体 

 戸沢村住民税務課 

TEL：0233-72-2111 

FAX：0233-72-2116 

計 9 53遺体 動物炉1  

資料：県地域防災計画資料編（Ｈ30.3月1日現在） 
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資料４－23 食料、飲料水、生活必需品等の備蓄状況 

 最上総合支庁 村 

食
料 

乾パン   

インスタント麺類   

米   

缶詰（主食）   

缶詰（副食）   

保存食(ｱﾙﾌｧ米) 5,750食 1,700食 

飲料水 3,600㍑ 2,664㍑ 

生
活
必
需
品
等 

ローソク（40時間タイプ）  32個 

懐中電灯  55個 

毛布類 465枚 70枚 

テント（パーテーション） 10張 200張 

担架  4台 

トイレ（簡易トイレ等） トイレセット2,400 

簡易トイレ6個 

簡易トイレ（プラスチック製品）15台 

簡易トイレ（排便収納袋）  3,800袋 

ポータブル水洗トイレ      6台 

浄水装置   

被服   

医薬品   

トイレットペーパー  トイレットペーパー    500ロール 

ティッシュペーパー      50箱 

防災シート 120枚 ブルーシート         81枚 

資料：県資料、消防防災・震災対策現況調査(消防庁) 令和2年2月18日現在 
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資料５ 避難関係 

資料５－１ 鮭川村避難計画 

 

 

 

 

鮭川村 災害時避難計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年 3月 
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１．村の災害特性 

本村は、村の中心部を北から南へ一級河川鮭川が流下している。左岸側は、山がちながら、河岸段丘等

に起因する比較的広い面積の平地部が広がり、村役場を始めとする村内の主要な公共施設が立地している。 

また、主要道路（国道など）により、新庄市、真室川町、戸沢村との往来が可能となっている。 

一方、右岸側は、山が深く、谷筋に沿って中規模・小規模の集落が形成されている。右岸側の道路は、

鮭川に架かる橋梁から環状に整備された県道・市道と、そこから谷筋に沿ってそれぞれの集落と接続する

県道により構成されている。 

集落へ接続する道路は狭隘であり、車両のすれ違いが困難な区間が多くある。また、がけ地や土石流の

危険地を通過している。また、集落の奥（山側）は道路が整備されていないか、整備されていても、冬季

の通行は困難な状況である。よって、土砂災害により集落間の道路の一部が途絶してしまうと、孤立する

可能性のある集落が多い。 

本村では、このように鮭川の右岸・左岸で地形、道路などの災害特性が大きく異なっていることが、避

難を考える上での要点となっている。 

ここで、左岸、右岸の避難計画を考える上でのポイントを以下に整理する。 

＜左岸＞ 

・避難収容施設の多くが左岸側にある。 

・土砂災害の危険区域は存在するが、代替ルートも複数ある地区が多いため、孤立の可能性は低い。 

＜右岸＞ 

・集落が山間部に点在。集落間の道路は狭隘かつ、代替ルートがない。 

・集落内または集落間道路上に土砂災害の危険区域が多く存在する。 

・孤立の可能性がある集落が多い。 

・右岸側は避難収容施設の絶対数が少ない。 

 

本計画では、上記で整理した鮭川右岸、左岸の地域特性のポイントのほか、集落ごとのまとまりや災害

特性等を踏まえ、同一な避難行動を取ると考えられる地区を設定（11ブロック）し、検討を行うこととし

た。 

 

次ページに、村内の避難施設と避難に係わる主要道路及び地区区分を示す。 
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２．避難計画 

（１）地震時 

①避難者は屋内に収容する。 

地震時の避難にあっては、晴天時や夏季には、屋外（グラウンド等）への一時的避難も想定され

るが、降雨時や冬季の発災時には、短期間であっても屋外避難は災害時要援護者への負担が大きい。

よって本計画では、避難者は屋内に収容するものと考える。 

②土砂災害（風水害）に適応性のない施設は、地震時の避難所として使用しない。 

地震時の際には、土砂災害の発生も誘発される可能性があるため、現地調査において、土砂災害

（風水害）に適応性がない（×判定、△判定）とされた施設については、避難先として考えない。 

③広域避難所へ避難する。 

大規模な地震では、自宅の倒壊が発生するため、避難生活の長期化が想定される。 

避難者の状況把握、救援物資や食糧など配給を限られた人員で、速やかに実施するために、また、

余震による孤立を防ぐために、基本的には一時避難所ではなく、広域避難所に避難することとする。 

 

【鮭川右岸地区】 

鮭川に架かる橋梁の安全性が確認できるまで、右岸地区内唯一の広域避難所である鮭川中学校に避難

する。 

道路が寸断されるなどして広域避難所に移動できない場合は、地区内の一時避難所（土砂災害時に利

用可能な施設）に避難する。 

避難所の収容容量が不足する場合には、鮭川に架かる橋梁の安全性が確認された後、左岸地区の広域

避難所等に移動する。 

 

【鮭川左岸地区】 

広域避難所（鮭川小学校、中央公民館）に避難する。道路が寸断され広域避難所に移動できない場合

は、地区内の一時避難所（土砂災害時に利用可能な施設）に避難する。 

広域避難所の収容容量が不足する場合は、農村交流センター、ふれあいスポーツセンター太陽館、鮭

の子館、木の子館を避難所として開設する。 

それでもなお、収容容量不足が懸念される場合は、その他の公共施設のうち、安全性が確保され、他

の用途（災対本部、関係機関の拠点施設等）で使用していない施設を優先的に避難所として開放する。 
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（２）大雨時（風水害・土砂災害） 

①避難者は屋内に収容する。 

②鮭川右岸地区では、避難行動の開始時期に応じ 2つのフェーズを考える。 

孤立の可能性がある鮭川村右岸地区では、災害発生までまだ時間があり、避難のための時間が十分

にある段階（避難準備情報発令時など）においては（フェーズ１）、孤立状態を避けるために孤立の

可能性が低い左岸への避難を考える。 

また、時間が経過し、災害発生の危険性が高まり、避難のための十分な時間がない状態（避難勧告・

避難指示発令時など）となった段階（フェーズ２）では、避難途中の土砂災害や鮭川氾濫の遭遇を

避けるために、長距離の移動を避けた避難行動を考える。 

 

【鮭川右岸地区】 

 

＜フェーズ１＞ 

・鮭川左岸の広域避難所（農村交流センター、鮭川小学校）や予め定めたその他の公共施設に避難

する。土砂災害や鮭川氾濫による長期孤立状態を避けるため、地区内の一時避難所には避難しな

い。 

＜フェーズ２＞ 

・地区内の一時避難所（大雨時に利用可能な施設）又は鮭川中学校に避難する。 

避難の途中で土砂災害に遭遇しないために、長距離の避難は避ける。 

 

【鮭川左岸地区】 

地区内の一次避難所（大雨時に利用可能な施設）又は左岸の広域避難所（農村交流センター、鮭川小学

校）に避難する。 

 

３．避難収容計画 

ここでは、避難施設の収容能力の確認と避難収容計画の検討を行う。 

下表に対象とする避難施設の対応災害、収容人員数等の諸元を示す。 

 

①最大収容可能人員 

施設延床面積（既存避難所台帳及び村資料）を一人当たり必要面積 4㎡で除して求めた。 
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②対応災害 

現地所見より土砂災害、風水害、地震動による建物の影響を確認し、3段階で評価した。 

 〇 △ × 

風水害 

現地所見(建物構造や立地、健

全性等)により、気象条件等の

悪化時においても安全確保が

出来ると想定される施設。 

現地所見より、気象条件等の悪

化時には、緊急性が極めて高い

場合に使用する施設で、その他

の施設が利用できる場合には

使用しなぃことが望ましいと

判断した施設。 

現地所見より、気象条件等の悪

化時には、安全が確保できない

と想定される施設。 

地震動 

現地所見(健全性等)及ぴ建築

年代により、震度5弱～5強程

度の余震に対しても施設に被

害がなく、施設の安全が確保出

来ると想定される施設。ただ

し、地震動により目視で使用が

出来ないと判断した時には絶

対に使用しないこと。なお、耐

震改修については、資料が無く

考慮していない 

現地所見及ぴ建築年代より、震

度5弱～5強程度の余震では施

設に多少の被害予測が出来る

が、倒壊等に対して安全が確保

出来ると想定される施設。ただ

し、地震動により目視で使用が

出来なぃと判断した時には絶

対に使用しなぃこと。 

 

現地所見及ぴ建築年代より、震

度5弱～5強程度の余震でも施

設の安全性確保が困難である

と想定される施設。 

土砂災害 

現地所見(建物構造、立地)及び

土砂災害の危険区域との位置

関係から、土砂災害の危険性が

低いと想定される施設。 

現地所見(建物構造、立地)及び

各種土砂災害危険区域との位

置関係から、集落外に土砂災害

による避難勧告が出た場合で、

その地区に災害特性が似てい

る場合は使用しない施設。また

は、土砂災害時の避難施設とし

て適さない施設。 

土砂災害の危険区域内にある

施設。または、現地所見（建物

構造、立地）から、土砂災害の

危険性が高いときは使用しな

い施設。 

※災害別判定は現地所見(外周の目視)に基づいて実施しているため、災害時における建物の使用可否判断の際には、

より詳細な建物調査の実施が必要であると考える。 

 

 

③対応事象 

土砂災害（がけ崩れ、地すべり、土石流）と風水害（風害、浸水害）は、それぞれ別の自然現象

であるが、どちらも、梅雨前線や台風などに起因する大雨によって引き起こされることが多い。 

本計画における避難施設の使用可否判断を行うにあたっては、各施設についての個別の災害の対

応可否よりも、「大雨」や「地震」の事象下で、どの施設を使用可能と考えるかが重要であると考え

るため、土砂災害と風水害については、「大雨時」の事象を想定し再整理した。 

また、地震時には、同時に土砂災害が発生する事があるため、対応事象として地震を想定する際

には、土砂災害･風水害に対応できる施設であることを条件とした。 

 

  



資料編 資料 

 

 

資-209 

④施設別収容可能人員 

① 、③に基づき、対応事象別の収容可能人員を整理した。 

最大収容可能
人員（屋内・4

㎡/人）

土砂
災害

風水害 地震動
大雨

（土砂・風
水害）

地震 大雨 地震 大雨 地震

15 △ ○ ○ × × 0 0 0 0
18 △ ○ ○ × × 0 0
14 × × × × × 0 0
22 × △ ○ × × 0 0
23 × ○ ○ × × 0 0
18 ○ ○ ○ ○ ○ 18 18
29 ○ ○ ○ ○ ○ 29 29
31 × △ × × × 0 0

101 ○ ○ ○ ○ ○ 101 101
30 ○ ○ × ○ × 30 0
35 ○ ○ × ○ × 35 0
30 △ △ ○ × × 0 0
22 △ △ × × × 0 0
17 × △ ○ × × 0 0
22 ○ ○ ○ ○ ○ 22 22
28 ○ ○ × ○ × 28 0
28 ○ ○ × × × 0 0
17 ○ △ ○ × × 0 0
10 × ○ × × × 0 0
17 × △ × × × 0 0
17 ○ △ ○ × × 0 0

25 ○ ○ × ○ × 25 0

22 ○ ○ × ○ × 22 0
17 ○ ○ × ○ × 17 0
22 ○ ○ × ○ × 22 0
30 × △ ○ × × 0 0
23 ○ ○ × ○ × 23 0
27 × △ ○ × × 0 0
27 × △ ○ × × 0 0
20 ○ ○ × × × 0 0
18 ○ ○ × × × 0 0
26 ○ ○ ○ × ○ 0 26
27 ○ ○ × × × 0 0
30 ○ ○ × ○ × 30 0
58 × △ × × × 0 0
19 ○ ○ ○ ○ ○ 19 19
56 △ ○ ○ × × 0 0
19 ○ ○ × ○ × 19 0
32 ○ △ ○ × × 0 0
18 × △ × × × 0 0
31 ○ △ ○ × × 0 0
24 ○ ○ × ○ × 24 0
17 ○ ○ × ○ × 17 0
17 △ ○ × × × 0 0
30 △ △ ○ × × 0 0

1,179 - - - - - 481 215 481 215合計

1 水野新田公民館

41 0
2 小舟山公民館
3 上牛潜公民館

１１
牛潜地区

0 018 下絵馬河公民館
19 泉川中央公民館

4 下牛潜公民館

１０
絵馬河・泉川地区

11 山月立公民館
12 石名坂公民館
13 小反公民館
17 上絵馬河公民館

45

6 西村公民館
7 高土井公民館

９
京塚・庭月・石名坂

地区

8 新道公民館
9 府の宮公民館
10 京塚集会場

5 庭月公民館

68

23 0
21 左道公民館
22 米公民館
23 向居公民館

８
川口・向居地区

20 川口公民館

７
佐渡・日下・上大渕

地区

029 真木公民館
30 松沢公民館

14 日下公民館

86 0
15 鶴田野公民館
16 佐渡公民館
24 上大渕公民館

６
真木・松沢・観音寺

地区

26 岩下公民館
28

25 観音寺公民館
0

027 岩木公民館
28 谷地公民館

５
岩下・岩木・谷地

地区

22

32 中渡公民館
33 清水田公民館４

中渡地区 34 小和田公民館
35 羽根沢公民館
36 羽根沢集会場

31 段の下公民館

87

148 148
38 小杉公民館
39 本村公民館
40 中組公民館

３
曲川地区

37 上野公民館

２芦沢地区

41 下芦沢公民館

0 0
42 上芦沢公民館
43 田の沢公民館
44 大芦沢公民館

１　木の根坂地区 45 木の根坂公民館

一時避難所 対応災害 対応事象
施設別収容可

能人員
地区別収容可

能人員
地  区  №
地  区  名

NO 名　　　　称

 

最大収容可
能人員（屋

内・4㎡/人）

土砂
災害

風水害 地震動
大雨

（土砂・風
水害）

地震 大雨 地震

1,238 ○ ○ ○ ○ ○ 1,238 1,238

1,025 ○ ○ ○ ○ ○ 1,025 1,025
928 ○ ○ ○ ○ ○ 928 928

最大収容可
能人員（屋

内・4㎡/人）

土砂
災害

風水害 地震動
大雨

（土砂・風
水害）

地震 大雨 地震

372 ○ ○ ○ ○ ○ 372 372

697 ○ ○ ○ ○ ○ 697 697
118 ○ ○ ○ ○ ○ 118 118
79 ○ ○ ○ ○ ○ 79 79

422 ○ ○ ○ ○ ○ 422 422
92 ○ × ○ × × 0 0
91 ○ ○ ○ ○ ○ 91 91

125 ○ ○ ○ ○ ○ 125 125
122 ○ ○ ○ ○ ○ 122 122
197 ○ ○ ○ ○ ○ 197 197

施設別収容可

施設別収容可
能人員

NO 名　　　　称

46 鮭川小学校
47 鮭川中学校

二次避難施設
（広域避難所）

対応災害 対応事象

48 鮭川村中央公民館

三次避難施設 対応災害 対応事象

NO 名　　　　称

49 農村交流センター
50 鮭川村役場
51 ふるさと文化伝承館

52 老人いこいの家
53 ふれあいｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-太陽館

57 こまどり保育所
58 鮭川保育所

54 鮭の子館
55 木の子館
56 保健センター

 
表 避難施設諸元 
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（１）要避難人口の想定 

要避難人口については、地区毎に大雨時、地震時の２つの事象毎に設定する。 

 

①地震時 

・全村域に甚大な被害を与える地震が発生した場合を想定し、平成 24 年度業務で実施された地震被害想

定により求めた村の建物全壊率（80％）に基づき、建物全壊率＝避難率＝80％とする。 

 

②大雨時 

・孤立の恐れが中程度～高いと考えられる地区（右岸地区及び左岸の川口・向居地区）については、土砂

災害警戒区域内外の居住によらず、地区居住者全員を要避難者と考える。 

・孤立の恐れが低い地区（主に左岸地区）については、土砂災害警戒区域を含む地区内に居住する者のみ

を要避難者と考える。 

 

以下に想定される地区毎の要避難人口を示す。 

 

表 地区毎要避難人口 

 

（２）避難施設収容計画  

以上を踏まえ、各地区における避難収容の計画を、次ページ以降に示す。 

大雨 地震

１　木の根坂地区 右岸 高 26 26 21

２　芦沢地区 右岸 高 155 155 124

３　曲川地区 右岸 中 212 212 170

４　中渡地区 右岸 高 446 446 357

５　岩下・岩木・谷地地区 右岸 中 252 252 210

６　真木・松沢・観音寺地区 右岸 中 245 245 202

７　佐渡・日下・上大渕地区 左岸 低 508 508 406

８　川口・向居地区 左岸 中 217 217 174

地  区  №
地  区  名

鮭川
孤立の
可能性

地区
人口

要避難人口
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【地震時】

NO 名　　　　称
収容可能人員(b)
[屋内・4㎡/人]

収容容量余裕
(c=b-a)

NO 名　　　　称
収容可能人員(d)
[屋内・4㎡/人]

収容容量余裕
(e=d-c)

１　木の根坂地区 右岸 高 26 21 47 鮭川中学校 1,025 -59 49 農村交流センター 372

２　芦沢地区 右岸 高 155 124 46 鮭川小学校 1,238 53 ふれあいｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-太陽館 422

３　曲川地区 右岸 中 212 170 48 鮭川村中央公民館 928 54 鮭の子館 0

４　中渡地区 右岸 高 446 357 ※鮭川に架かる橋梁の安全性が確認されるまでは移動できない。 55 木の子館 91

５　岩下・岩木・谷地地区 右岸 中 252 210
右岸

50 鮭川村役場 697

６　真木・松沢・観音寺地区 右岸 中 245 202
収容可能人員(b)
[屋内・4㎡/人]

170 52 老人いこいの家 79

７　佐渡・日下・上大渕地区 左岸 低 508 406 NO 名　　　　称 NO 名　　　　称 56 保健センター 125

８　川口・向居地区 左岸 中 217 174 37 上野公民館 36 羽根沢集会場 58 鮭川保育所 197

９　京塚・庭月・石名坂地区 左岸 低 938 750 38 小杉公民館 40 中組公民館 51 ふるさと文化伝承館 118

10 絵馬河・泉川地区 左岸 低 257 206
左岸

57 こまどり保育所 122

11 牛潜地区 左岸 低 334 267
収容可能人員(b)
[屋内・4㎡/人]

45

NO 名　　　　称 NO 名　　　　称

7 高土井公民館 11 山月立公民館

地  区  №
地  区  名

鮭川
孤立の
可能性

地区
人口

要避難人
口(a)

一次避難施設（一時避難所）
※地震時利用可

一次避難施設（一時避難所）
※地震時利用可

372

-363

三次避難施設
（その他公共施設）

二次避難施設
（広域避難所）

1,084

1,803

59※

363
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【大雨時】
●フェーズ１

NO 名　　　　称
収容可能人員(b)
[屋内・4㎡/人]

収容容量余裕
(c=b-a)

NO 名　　　　称
収容可能人員(d)
[屋内・4㎡/人]

収容容量余裕
(e=d-c)

１木の根坂地区 右岸 高 26 26 47 鮭川中学校 1,025 1,025 49 農村交流センター 372

２芦沢地区 右岸 高 155 155 46 鮭川小学校 1,238 53
ふれあいｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-太
陽館

422

３曲川地区 右岸 中 212 212 48 鮭川村中央公民館 928 54 鮭の子館 0

４中渡地区 右岸 高 446 446 55 木の子館 91

５岩下・岩木・谷地地区 右岸 中 252 252 50 鮭川村役場 697

６真木・松沢・観音寺地
区

右岸 中 245 245 52 老人いこいの家 79

７佐渡・日下・上大渕地
区

左岸 低 508 316 56 保健センター 125

８川口・向居地区 左岸 中 217 217 58 鮭川保育所 197

９京塚・庭月・石名坂地
区

左岸 低 938 198 ※避難対象者の一部（災害時要援護者とその援助者）が先行避難 51 ふるさと文化伝承館 118

１０絵馬河・泉川地区 左岸 低 257 136 57 こまどり保育所 122

１１牛潜地区 左岸 低 334 55

●フェーズ２

NO 名　　　　称
収容可能人員(b)
[屋内・4㎡/人]

収容容量余裕
(c=b-a)

NO 名　　　　称
収容可能人員(d)
[屋内・4㎡/人]

収容容量余裕
(e=d-c)

１木の根坂地区 右岸 高 26 26 47 鮭川中学校 1,025 -311 49 農村交流センター 372

２芦沢地区 右岸 高 155 155 46 鮭川小学校 1,238 53
ふれあいｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-太
陽館

422

３曲川地区 右岸 中 212 212 48 鮭川村中央公民館 928 54 鮭の子館 0

４中渡地区 右岸 高 446 446
右岸

55 木の子館 91

５岩下・岩木・谷地地区 右岸 中 252 252
収容可能人員(b)
[屋内・4㎡/人]

291 50 鮭川村役場 697

６真木・松沢・観音寺地
区

右岸 中 245 245 NO 名　　　　称 NO 名　　　　称 52 老人いこいの家 79

７佐渡・日下・上大渕地
区

左岸 低 508 316 37 上野公民館 31 段の下公民館 56 保健センター 125

８川口・向居地区 左岸 中 217 217 38 小杉公民館 32 中渡公民館 58 鮭川保育所 197

９京塚・庭月・石名坂地
区

左岸 低 938 198 36 羽根沢集会場 27 岩木公民館 51 ふるさと文化伝承館 118

１０絵馬河・泉川地区 左岸 低 257 136 26 岩下公民館 40 中組公民館 57 こまどり保育所 122

１１牛潜地区 左岸 低 334 55
左岸

収容可能人員(b)
[屋内・4㎡/人]

309

NO 名　　　　称 NO 名　　　　称

14 日下公民館 7 高土井公民館

15 鶴田野公民館 8 新道公民館

16 佐渡公民館 9 府の宮公民館

24 上大渕公民館 11 山月立公民館

21 左道公民館 13 小反公民館

5 庭月公民館 1 水野新田公民館

6 西村公民館 2 小舟山公民館

三次避難施設
（その他公共施設）

-830

二次避難施設
（広域避難所）

三次避難施設
（その他公共施設）

二次避難施設
（広域避難所）地  区  №

地  区  名
鮭川

孤立の
可能性

地区
人口

要避難人
口(a)

フェーズ１を経ずにフェーズ２となった場合、右岸側の避難
者が鮭川中学校に集中する事が想定される。（右岸側の一時
避難所を開設しても大雨時に使用できる避難所が少なく、収
容規模が小さいため、十分な容量を確保できない。）その場
合、鮭川中学校の避難者一人当たりの床面積は、想定の60％
程度に減少する可能性がある。

-36

一次避難施設（一時避難所）
※大雨時利用可

一次避難施設（一時避難所）
※大雨時利用可

1,244

地  区  №
地  区  名

鮭川
孤立の
可能性

地区
人口

要避難人
口(a)

1,336

830

1,336

922

一部※
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資料５－２ 指定緊急避難場所一覧 

No. 名 称 

最大収容可

能人員(屋

内・ 

4㎡/人) 

対応事象 
施設別収容 

可能人員 

感染症発生 

・流行期 

収容可能人員 

(屋内・９㎡/人) 

地区名 

大雨 地震 
そ
の
他 

災 

害 

大雨 地震 
そ
の
他 

災 

害 

大雨 地震 
そ
の
他 

災 

害 

 

1 上野公民館 18 ○ ○ ○ 18 18 18 8 8 8 
曲川地区 

2 小杉公民館 29 ○ ○ ○ 29 29 29 12 12 12 

3 段の下公民館 30 ○ × ○ 30 0 30 13 0 13 

中渡地区 4 中渡公民館 35 ○ × ○ 35 0 35 15 0 15 

5 羽根沢集会所 22 ○ ○ ○ 22 22 22 9 9 9 

6 岩下公民館 28 ○ × ○ 28 0 28 12 0 12 岩下・岩木・谷

地地区 7 岩木公民館 28 ○ × ○ 28 0 28 12 0 12 

8 日下公民館 25 ○ × ○ 25 0 25 11 0 11 

佐渡・日下・上

大渕地区 

9 鶴田野公民館 22 ○ × ○ 22 0 22 9 0 9 

10 佐渡公民館 17 ○ × ○ 17 0 17 7 0 7 

11 上大渕公民館 22 ○ × ○ 22 0 22 9 0 9 

12 左道公民館 23 ○ × ○ 23 0 23 10 0 10 川口・向居地区 

13 庭月公民館 20 × × ○ ０ 0 20 0 0 8 

京塚・庭月・石

名坂地区 

14 西村公民館 18 × × ○ ０ 0 18 0 0 8 

15 高土井公民館 26 × ○ ○ ０ 26 26 0 11 11 

16 新道公民館 27 × × ○ ０ 0 27 0 0 12 

17 府の宮公民館 30 ○ × ○ 30 0 30 13 0 13 

18 山月立公民館 19 ○ ○ ○ 19 19 19 8 8 8 

19 小反公民館 19 ○ × ○ 19 0 19 8 0 8 

20 水野新田公民館 24 ○ × ○ 24 0 24 10 0 10 
牛潜地区 

21 小舟山公民館 17 ○ × ○ 17 0 17 7 0 7 

※１人４㎡の居住スペースに感染症対策のために１ｍの距離を確保する。 

※その他災害は大規模火災を想定。 
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資料５－３ 指定避難所一覧 

No. 名 称 

最大収容可能

人員 

（屋内・4㎡/

人） 

対応事象 

感染症発生・流行期 

収容可能人員 

(屋内・９㎡/人) 

大雨 地震 
その他災

害 
大雨 地震 

その他災

害 

1 鮭川小学校 1,238  ○ ○ ○ 550 550 550 

2 鮭川中学校 1,025 ○ ○ ○ 455 455 455 

3 村中央公民館 928 × ○ ○ ０ 412 412 

４ 農村交流センター 372 ○ ○ ○ 165 165 165 

 ※村中央公民館には屋外避難所として多目的運動公園も含む 

※１人４㎡の居住スペースに感染症対策のために１ｍの距離を確保する。 

※その他災害は大規模火災を想定。 

 

 

資料５－４ その他の公共施設一覧 

No. 名 称 

最大収容可能

人員 

（屋内・4㎡/

人） 

対応事象 

感染症発生・流行期 

収容可能人員 

(屋内・９㎡/人) 

大雨 地震 
その他災

害 
大雨 地震 

その他災

害 

１ 村役場 697 ○ ○ ○ 309 309 309 

２ ふるさと文化伝承館 118 × ○ ○ ０ 52 52 

３ 老人いこいの家 79 ○ ○ ○ 35 35 35 

４ 
ふれあいスポーツセンター

太陽館 
422 ○ ○ ○ 187 187 187 

５ 鮭の子館 92 × × ○ 0 0 0 

６ 木の子館 91 ○ ○ ○ 40 40 40 

７ 保健センター 125 ○ ○ ○ 55 55 55 

８ こまどり保育所 122 × ○ ○ ０ 54 54 

９ 鮭川保育所 197 ○ ○ ○ 87 87 87 

※１人４㎡の居住スペースに感染症対策のために１ｍの距離を確保する。 

※その他災害は大規模火災を想定。 

 

資料５－５ 村内の福祉避難所指定状況 

№ 施設名 施設管理者 所在地 収容可能人員 

1 特別養護老人ホーム ひめゆり荘 社会福祉法人 鮭川厚生会 鮭川村字石名坂589-7 10名 
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資料６ その他 

資料６－１ 孤立する可能性のある集落一覧 

№ 集落の概要  № 集落の概要 

1 集落名 下芦沢  2 集落名 上芦沢 

 地区 芦沢地区   地区 芦沢地区 

 戸数 17戸(Ｒ２.8現在)   戸数  7戸(Ｒ２.8現在) 

 人口 46人(Ｒ２.8現在)   人口 28人(Ｒ２.8現在) 

 ｱｸｾｽ道路 一般県道曲川新庄線 

下・上芦沢、田の沢、大芦沢地

区  

冬期通行可 

  ｱｸｾｽ道路 一般県道曲川新庄線 

県道曲川新庄線下上芦沢、田の

沢、大芦沢地区 

冬期通行可 

 孤立要因 土砂崩れ   孤立要因 土砂崩れ 

 ﾍﾘ離着陸場 村道交差点/休耕田   ﾍﾘ離着陸場 旧芦沢分校グラウンド 

 通信機器の配備 防災行政無線地区内放送塔(一

方向) 
  通信機器の配備 防災行政無線地区内放送塔(双方

向) 

 非常通信機器 ○   非常通信機器 ○ 

 携帯電話 ○   携帯電話 ○ 

 双方向通信 ○   双方向通信 ○ 

 備蓄状況 飲料水：84本（2ℓ換算） 

食料：120食（アルファ化米） 

医薬品：アルコール消毒液 他 

毛布：65枚 

テント：なし 

保管施設名：曲川地区備蓄倉庫 

  備蓄状況 飲料水：84本（2ℓ換算） 

食料：120食（アルファ化米） 

医薬品：アルコール消毒液 他 

毛布：65枚 

テント：なし 

保管施設名：曲川地区備蓄倉庫 

3 集落名 田の沢  4 集落名 大芦沢 

 地区 芦沢地区   地区 芦沢地区 

 戸数 18戸(Ｒ２.8現在)   戸数 13戸(Ｒ２.8現在) 

 人口 51人(Ｒ２.8現在)   人口 44人(Ｒ２.8現在) 

 ｱｸｾｽ道路 一般県道曲川新庄線 

下・上芦沢、田の沢、大芦沢地

区 

冬期通行可 

  ｱｸｾｽ道路 一般県道曲川新庄線 

下・上芦沢、田の沢、大芦沢地

区 

冬期通行可 

 孤立要因 土砂崩れ   孤立要因 土砂崩れ 

 ﾍﾘ離着陸場 村道/休耕田/空地   ﾍﾘ離着陸場 集落内畑地 

 通信機器の配備 防災行政無線地区内放送塔(双

方向) 
  通信機器の配備 防災行政無線地区内放送塔(双方

向) 

 非常通信機器 ○   非常通信機器 ○ 

 携帯電話 ○   携帯電話 ○ 

 双方向通信 ○   双方向通信 ○ 

 備蓄状況 飲料水：84本（2ℓ換算） 

食料：120食（アルファ化米） 

医薬品：アルコール消毒液 他 

毛布：65枚 

テント：なし 

保管施設名：曲川地区備蓄倉庫 

  備蓄状況 飲料水：84本（2ℓ換算） 

食料：120食（アルファ化米） 

医薬品：アルコール消毒液 他 

毛布：65枚 

テント：なし 

保管施設名：曲川地区備蓄倉庫 
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№ 集落の概要  № 集落の概要 

5 集落名 木の根坂  6 集落名 丸森 

 地区 木の根坂丸森地区   地区 木の根坂丸森地区 

 戸数  9戸(Ｒ２.8現在)   戸数  4戸(Ｒ２.8現在) 

 人口 25人(Ｒ２.8現在)   人口 10人(Ｒ２.8現在) 

 ｱｸｾｽ道路 一般県道西郡居口線 

丸森、木の根坂沢地区 

冬期通行可 

  ｱｸｾｽ道路 一般県道西郡居口線 

丸森、木の根坂沢地区 

冬期通行可 

 孤立要因 土砂崩れ、土石流等   孤立要因 土砂崩れ、土石流等 

 ﾍﾘ離着陸場 旧木の根坂分校グラウンド   ﾍﾘ離着陸場 休耕田/集落内村道 

 通信機器の配備 防災行政無線地区内放送塔(双

方向) 
  通信機器の配備 防災行政無線地区内放送塔(一方

向) 

 非常通信機器 ○   非常通信機器 ○ 

 携帯電話 ○   携帯電話 ○ 

 双方向通信 ○   双方向通信 ○ 

 備蓄状況 飲料水：84本（2ℓ換算） 

食料：120食（アルファ化米） 

医薬品：アルコール消毒液 他 

毛布：65枚 

テント：なし 

保管施設名：曲川地区備蓄倉庫 

  備蓄状況 飲料水：84本（2ℓ換算） 

食料：120食（アルファ化米） 

医薬品：アルコール消毒液 他 

毛布：65枚 

テント：なし 

保管施設名：曲川地区備蓄倉庫 

7 集落名 羽根沢  8 集落名 羽根沢温泉 

 地区 羽根沢地区   地区 羽根沢地区 

 戸数 13戸(Ｒ２.8現在)   戸数 16戸(Ｒ２.8現在) 

 人口 40人(Ｒ２.8現在)   人口 46人(Ｒ２.8現在) 

 ｱｸｾｽ道路 一般県道平田鮭川線 

羽根沢地区 

冬期通行可 

  ｱｸｾｽ道路 一般県道平田鮭川線 

羽根沢地区 

冬期通行可 

 孤立要因 土砂崩れ   孤立要因 土砂崩れ 

 ﾍﾘ離着陸場 元きのこ栽培所   ﾍﾘ離着陸場 元スキー場駐車場跡地 

 通信機器の配備 防災行政無線地区内放送塔(一

方向) 
  通信機器の配備 防災行政無線地区内放送塔(双方

向) 

 非常通信機器 ○   非常通信機器 ○ 

 携帯電話 ○   携帯電話 ○ 

 双方向通信 ○   双方向通信 ○ 

 備蓄状況 飲料水：84本（2ℓ換算） 

食料：120食（アルファ化米） 

医薬品：アルコール消毒液 他 

毛布：65枚 

テント：なし 

保管施設名：中渡地区備蓄倉庫 

  備蓄状況 飲料水：84本（2ℓ換算） 

食料：120食（アルファ化米） 

医薬品：アルコール消毒液 他 

毛布：65枚 

テント：なし 

保管施設名：中渡地区備蓄倉庫 

 資料：孤立可能性集落状況調査結果 
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資料６－２ (社)日本アマチュア無線連盟山形県支部 登録最上地域クラブ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：山形県地域防災計画資料編 

  

支 部 長 

ＪＡ７ＯＶ 

   高 橋 良 信 

〒 990-0861 

  山形市江俣4-9-36 

 (自)023-684-4953 

 (勤)023-622-6161 

[山形放送] 

山形県支部 登録最上地域クラブ 

 

クラブ名 
代表者呼出符号 

氏    名 
住     所 

代 表 者 

電話番号 

新庄最上クラブ  JR7IAD 

 鶴 巻 勝 利 

 〒 992-0302 

 高畠町安久津15-12 

 0238- 52-0857 

 

山形県支部常任幹事会 

   支部長以下 11名 

評 議 員 

ＪＡ７ＵＱ 

  鹿 間 良 之 

 〒 998-0864 

  酒田市新橋1-6-12 

  (自)0234-26-2650 
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資料６－３ 東北地方太平洋沖地震鮭川避難所設置・運営マニュアル 
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資料６－４ 村内ボランティア団体等一覧 

資料６－４－１ 村内ボランティア団体等一覧 

№ 名称 人数等 連絡先 備考 

1 鮭川村連合婦人会 92人 

(うち役員11人) 
村中央公民館  

2 鮭川村青年ボランティアサークル「ヤ

ングサーモンズ」 

4人 村中央公民館  

3 鮭川村高校生ボランティアサークル

「ＳＡＫＥＫＫＯ」 

5人 村中央公民館  

4 鮭川村中学生ボランティアサークル

「サケッコＪr.」 

0人 村中央公民館  

資料：村資料 

 

資料６－４－２ 村内自主防災組織一覧 

№ 自主防災組織名 会長 連絡先 世帯数 備考 

1 上絵馬河地区自主防災会 阿部 次雄 0233-55-3779 20   

2 下絵馬河地区自主防災会 今田 喜一   0233-55-2522 16   

3 泉川地区自主防災会 柴田 悦郎  0233-55-2521 38   

4 鶴田野地区自主防災会 伊藤 勝男 0233-55-3137 22   

5 川口地区自主防災会 矢口 誠一  0233-55-2520 36   

6 左道地区自主防災会 関越 薫 0233-55-3822 15   

7 米地区自主防災会 矢口 覚  0233-55-3808 9   

8 向居地区自主防災会 横山 隆一 0233-55-2063 32   

9 上大渕地区自主防災会 梅津 義行 0233-55-3207 46   

10 日下一区地区自主防災会 矢口 丈二 0233-55-2552 46   

11 日下二区地区自主防災会 矢口 誠美 0233-55-2026 55   

12 佐渡地区自主防災会 土田 清八 0233-55-2066 33   

13 真木地区自主防災会 矢口 智夫 0233-55-2058 31   

14 松沢地区自主防災会 柿崎 善一  0233-55-3167 10   

15 段の下地区自主防災会 土田 吉弥 0233-55-2068 29   

16 中渡地区自主防災会 荒木 光幸 0233-55-3625 39   

17 清水田地区自主防災会 熊谷 篤雄     0233-55-2296 16   

18 小和田地区自主防災会 野尻 典佳 0233-55-3145 23   

19 羽根沢地区自主防災会 阿部 高雄  0233-55-3116 13   

20 温泉地区自主防災会 加藤 和也    0233-55-2272 17   
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№ 自主防災組織名 会長 連絡先 世帯数 備考 

21 庭月地区自主防災会 沓澤 正宏 0233-55-2441 23   

22 西村地区自主防災会 沓澤 信行  0233-55-2741 16   

23 観音寺地区自主防災会 五十嵐 洋一 0233-55-2658 34   

24 高土井地区自主防災会 高橋 喜孝  0233-55-2702 34   

25 岩下地区自主防災会 柿崎 光雄 0233-55-2643 23   

26 岩木地区自主防災会 黒坂 鋼一 0233-55-2830 39   

27 谷地地区自主防災会 井上 健   0233-55-2639 23   

28 上野地区自主防災会 五十嵐 隆大 0233-55-3390 11   

29 小杉地区自主防災会 五十嵐 直義 0233-55-2253 12   

30 本村地区自主防災会 安彦 一二 0233-55-2243 23   

31 中組地区自主防災会 工藤 吉久 0233-55-2159 27   

32 下芦沢地区自主防災会 新田 美智雄 0233-55-2140 18   

33 上芦沢地区自主防災会 五十嵐 喜七 0233-55-2123 7   

34 田の沢地区自主防災会 佐藤 寿栄 0233-55-3331 16   

35 大芦沢地区自主防災会 安彦 健一 0233-55-2040 11   

36 木の根坂地区自主防災会 井上 喜子夫 0233-55-2002 9   

37 丸森地区自主防災会 佐藤 健子  0233-55-2016 4   

38 上石名坂地区自主防災会 黒坂 力 0233-55-3129 29   

39 中石名坂地区自主防災会 黒坂 敏夫 0233-55-2890 27   

40 下石名坂地区自主防災会 畑崎 広子 0233-55-2357 16   

41 南石名坂地区自主防災会 山科 秀雄    0233-55-3510 27   

42 小反地区自主防災会 阿部 武雄 0233-55-3529 29   

43 水野新田地区自主防災会 高嶋 徳男 0233-55-2991 22   

44 小舟山地区自主防災会 土田 今朝継 0233-55-2980 22   

45 上牛潜地区自主防災会 齊藤 好弘 0233-55-2971 18   

46 下牛潜地区自主防災会 保科 貞勝 0233-55-2956 28   

47 新道地区自主防災会 佐藤 信勝 0233-55-2868 43   

48 府の宮地区自主防災会 高橋 民雄 0233-55-2590 32   

49 上京塚地区自主防災会 京郷 有一 0233-55-3566 25   

50 中京塚地区自主防災会 結城 三夫  0233-55-2758 30   

51 下京塚地区自主防災会 熊谷 勝好 0233-55-2695 22   

52 山月立地区自主防災会 井上 良一 0233-55-3114 17   

資料：村資料 
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資料６－５ 県活断層分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：山形県地域防災計画震災編 
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資料６－６ 村地質図 

 

□ 村地質図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：鮭川村基礎アセスメント調査報告（平成11年度） 
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資料６－７ 防災関係機関等連絡先一覧 

 

１ 指定行政機関 

名      称 所  在  地 電 話 

総務省消防庁防災課 東京都千代田区霞が関2-1-2  
03-5253-7525 

(FAX 03-5253-7535) 

 

２ 指定地方行政機関  

名      称 所  在  地 電 話 

東北管区警察局 仙台市青葉区本町3-3-1 022-221-7181 

東北財務局 山形財務事務所 山形市緑町2-15-3 023-641-5177 

東北厚生局 山形事務所 山形市香澄町2-3-36 023-609-0140 

東北農政局 山形地域センタ- 山形市松波1-3-7 
023-622-7231 

(FAX 023-622-7256) 

東北森林管理局 最上支署 最上郡真室川町大字新町字下荒川200-11 0233-62-2122 

東北経済産業局 仙台市青葉区本町3-3-1 
022-221-4856 

(FAX 022-261-7390) 

関東東北産業保安監督部 東北支部 仙台市青葉区本町3-2-23 022-221-4943 

東北運輸局 山形運輸支局 山形市大字漆山字行段1422-1 
023-686-4711 

(FAX 023-686-5012) 

山形地方気象台 山形市緑町1-5-77 023-622-2262 

東北総合通信 仙台市青葉区本町3-2-23 022-221-0604 

山形労働局 ハローワーク新庄 新庄市東谷地田町6-4 0233-22-8609 

東北地方整備局 新庄河川事務所 新庄市小田島町5-55 0233-22-0251 

 

３ 自衛隊  

名  称 所  在  地 電 話 

陸上自衛隊神町駐屯地第６師団 東根市神町南3-1-1 0237-48-1151 

 

４ 県 

名   称 所  在  地 電 話 

山形県庁 山形市松波二丁目8-1 023-630-2211 

最上総合支庁 新庄市金沢字大道上2034 0223-29-1300（代表） 
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５ 指定公共機関 

名   称 所  在  地 電 話 

東日本旅客鉄道株式会社新庄駅 山形県新庄市多門町1-1 0233-22-5580 

日本貨物鉄道 山形営業所 山形市漆山二ツ段2111-6 023-687-5855 

東日本電信電話株式会社 山形支店 山形市本町1-7-54 023-621-9515 

株式会社 エヌ・テｲ・テｲ・ドコモ東北  
山形支店 

山形市幸町18-9 023-615-1510 

㈱KDDIエボルバ仙台センター 仙台市宮城野区 榴岡3-4-1 022-706-1122 

日本銀行 山形事務所 山形市七日町3-1-2 023-622-4004 

日本赤十字社 山形県支部 山形市松波1丁目18-10 023-641-1353 

日本放送協会  
山形放送局 山形市桜町2-50 023-625-9511 

新庄・最上地区報道室 新庄市五日町字宮内225-4 
0233-23-7930 

（FAX 0233-23-7935） 

日本通運株式会社 山形支店 山形県山形市本町1-4-27-3F 023-623-4111 

東北電力ネットワーク㈱山形支店 山形市本町2-1-9 023-641-1321 

日本郵便株式会社 新庄郵便局 新庄市小田島町4-18 
0233-22-0902 

(総務部) 

 
社団法人山形県トラック協会 山形市流通センター4-1-20 023-633-2363 

社団法人 新庄市最上郡医師会 山形県新庄市大手町2-49 0233-22-1151 

 

６ 警察 

名   称 所  在  地 電 話 

新庄警察署 新庄市大字松本822 
0233-22-0110 

(FAX 0233-22-7564) 

新庄警察署鮭川駐在所 鮭川村大字佐渡856-2 0233-55-2110 

 

７ 消防 

名   称 所  在  地 電 話 

最上広域市町村圏事務組合 
消防本部 新庄市金沢字中村1279-1 0223-22-7521 

北支署 真室川町大字新町字上荒川126-3 0223-62-2153 

 

８ 近隣市町村 

名   称 所  在  地 電 話 

新庄市 新庄市沖の町10-37 
0233-22-2111 

(FAX 0233-22-0989) 

酒田市 酒田市本町2-2-45 0234-22-5111 

鶴岡市 鶴岡市馬場町9-25 
0235-25-2111 

(FAX 0235-24-9071) 
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名   称 所  在  地 電 話 

金山町 金山町大字金山324-1 0233-52-2111 

最上町 最上町向町644 0233-43-2111 

舟形町 舟形町舟形263 
0233-32-2111 

(FAX 0233-32-2117) 

真室川町 真室川町大字新町124-4 
0233-62-2111 

(FAX 0233-62-2731) 

大蔵村 大蔵村大字清水2528 
0233-75-2111 

(FAX 0233-75-2231) 

戸沢村 戸沢村大字古口270  
0233-72-2111 

(FAX 0233-72-2116) 

 

９  報道機関 

（1） テレビ・ラジオ  

名   称 所  在  地 電 話 

山形放送株式会社 

山形放送局 山形市旅篭町2-5 
023-622-6161 

(FAX 023-632-5942) 

新庄支社 新庄市小田島3-40 
0233-29-2625 

（FAX 0233-23-5859） 

株式会社山形テレビ 

本社  山形市城西町5-4-1 
023-645-1211 

(FAX 023-644-2496) 

新庄報道分室 新庄市大字升形1675-6 0233-292875 

株式会社テレビユー 山形市白山1-11-33 
023-624-8111 

(FAX 023-624-8372) 

株式会社さくらんぼテレビジョン 山形市落合町 85 番地 
023-635-2111 

(FAX 023-628-3910) 

株式会社エフエム山形 山形市松山 3-14-69 023-625-0804 

 

（2） 新聞  

名   称 所  在  地 電 話 

山形新聞 

本社 山形市旅篭町2-5-12  
023-622-5271 

(FAX 023-641-3130) 

最北総支社 新庄市小田島3-40 
0233-22-3580 

(FAX 0233-29-2540) 

 

11 医療機関一覧 

（1）災害拠点病院（総合・医療圏） 

名       称 所   在   地 電話番号 

山形県立新庄病院 新庄市若葉町12-55 0233-22-5525 

 

（2）鮭川村内医療機関  

名       称 所   在   地 電話番号 

佐藤医院 鮭川村大字佐渡835 0233-55-2606 

鮭川歯科診療所 鮭川村大字佐渡2007-6 0233-55-4189 
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Ⅱ 様式関係 

様式１ 共通 

様式１－１ 職員応援要請書 

 

職員応援要請書 

年月日 

事務局長あて     班長 
 

要請の理由  

職員別人員数  
男 女 

人 人 

期間 月日～月日日間 

作業内容  

勤務（従事）場所  

携帯品  

集合日時，場所  

その他参考事項  
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様式１－２ 救助実施記録日計票 

（山形県災害救助法施行細則様式 17と共通様式） 

 

 

 救 

助 

の 

種 

類 

避 炊 水 救出  救助実施記録日計票 

責任者氏名  班      ○印    

（部落等責任者氏名     ○印）  

 修理 学 死捜 死処 

 障 被服 医 助産 

 埋葬 人夫   

 №      （  月  日  時  分） 

員 数(世 帯)  

品  目 ( )  

受 入 先  

払 出 先  

場 所  

方 法  

記  事 

（注）１ 各救助の種類ごとに一葉作成すること。 

２ 機械器具等を無償で借上げた場合についても記録日計票を作成すること。 

３ 欄内該当欄に必要最小限度の事項を記入すること。 
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様式１－３ 物品受払状況簿 

（山形県災害救助法施行細則様式 18と共通様式） 

 

物 品 受 払 状 況 簿                

救助の種目 年月日 品 名 
単位
呼称 摘 要 受 払 残 備 考 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

計         

（注）１ 救助の種目別に作成すること。 

２ 「摘要」欄に購入先及び払出し先を記入すること。 

３ 「備考」欄に購入単価及び購入金額を記入しておくこと。 

４ 最終行欄に受、払、残の計及びそれぞれの金額を明らかにしておくこと。 
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様式１－４ 臨時傭上人夫勤務状況表 

（山形県災害救助法施行細則様式 44と共通様式） 

 

臨 時 傭 上 人 夫 勤 務 状 況 表                

      月分 基本賃金 割増賃金   

住 所 氏 名 年齢 単価 日 日  

日数 金 額 時間 金 額 

計 備考 

    日 日    

  歳 円     円  円   

             

計 名   名 名        

（注）１ 救助種目ごとに別冊又は別頁とすること。 

２ 時間外勤務に従事させた場合はその時間数を「日別」欄に記入しておくこと。 

３ 必要に応じ「賃金」受領欄を設けて差し支えないこと。 

４ 適当な箇所に、勤務証明の奥書をしておくこと。 
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様式２ 医療・救助関係 

様式２－１ 救護班活動状況簿 

（山形県災害救助法施行細則様式 26と共通様式） 

 

救 護 班 活 動 状 況 簿 

救護班     

班長 医師 氏        名○印    

月 日 市町村名 患者数 措置の概要 
死 体 
検 案 数 

修 繕 費 備 考 

  人  人 円  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

計       

（注）１ 「備考」欄に班の編成、活動期間を記入すること。 
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様式２－２ 救護班診療記録 

 

救護班診療記録 

○○救護班 

班長医師氏名印 
 

年月日 患者氏名 年令 病名 措置概要 備考 
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様式２－３ 救護班医薬品衛生材料使用簿 

（山形県災害救助法施行細則様式 29と共通様式） 

 

救護班医薬品衛生材料使用簿                

救護班     

班長 医師 氏       名○印    

医 薬 品 
衛 生 材 料 品 名 

単位
呼称 単 価 摘 要 受 払 残 備   考 

  円      

（注）１ 本簿は、救護業務従事期間中における品目ごとの使用状況を明らかにするものであ

ること。 

２ 「摘要」欄に受入先を記入すること。 

３ 「備考」欄に払高数量（使用数量）に対する金額を記入しておくこと。 
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様式２－４ 病院診療所医療実施状況 

（山形県災害救助法施行細則様式 27と共通様式） 

 

病 院 診 療 所 医 療 実 施 状 況                

診 療 

患者氏名 診療期間 病 名 

診 療 区 分 
診 療 報 酬 
点 数 

金額 備考 

機 関 名 入院 通院 入院 通院 

  月 日    
点 点 円 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

計 機関 
人   人 人 

    

（注）「診療区分」欄は該当欄に○印を記入すること。 

 

  



資料編 様式 

 

 

資-249 

様式２－５ 助産台帳 

（山形県災害救助法施行細則様式 30と共通様式） 

 

助 産 台 帳                

 

分  べ  ん  者 分べんの 

 

日時場所 

助 産 

 

機関名 

期間 金額 備  考 

住 所 氏 名 年齢 

  歳      

計 

人   機関    
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様式２－６ り災者救出状況記録簿 

（山形県災害救助法施行細則様式 31と共通様式） 

 

り 災 者 救 出 状 況 記 録 簿                

 救出 

 

 

 

地区 

救出 

 

 

 

人員 

救  出  用  機  械  器  具 実支 

 

 

 

出額 

 

年月日 

名称 

借  上  費 修 繕 費 燃 

料 

費 

備考 

 数量 
所 有 者 
(管理者) 
氏 名 

金額 
修繕

月日 

修繕

費 

修 繕 の

概 要 

 

  人    円  円  円 円  

             

計 
            

（注）１ 他市町村に及んだ場合には「備考」欄にその市町村名を記入すること。 

２ 救出用機械器具は、借上費の有無償の別を問わず記入するものとし有償による場合

にのみ、その借上費を「金額」欄に記入すること。 

３ 「故障の概要」欄は、故障の原因及び主な故障箇所を記入すること。 
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様式３ 避難所関係 

様式３－１ 避難所収容者名簿 

（山形県災害救助法施行細則様式 20と共通様式） 

 

避 難 所 収 容 者 名 簿 

避難所      

住   所 世帯主氏名 

世帯 避 難 所 収 容 期 間 

人員 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 計 

  

人 

        

           

           

           

           

           

           

           

計 世帯          

（注）１ この名簿は、開設後できる限りすみやかに作成すること。 

２ 収容人員を月日欄に記入すること。 
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様式３－２ 避難所設置及び収容状況簿 

（山形県災害救助法施行細則様式 19と共通様式） 

 

避 難 所 設 置 及 び 収 容 状 況 簿                

 

避難所の 

名 称 

種 別 開 設 期 間 実人員 延人員 

物 品 
使 用 状 況 

実支出額 備 考 

品 名 数量 

  
月 日～ 

月 日 

人 人 

  

円 

 

  
月 日～ 

月 日 
      

  
月 日～ 

月 日 
      

  
月 日～ 

月 日 
      

  
月 日～ 

月 日 
      

  
月 日～ 

月 日 
      

  
月 日～ 

月 日 
      

  
月 日～ 

月 日 
      

計 
既存建物

野外仮設 
       

（注）１ 「種別」欄は、既存建物の場合と野外仮設の場合に区分すること。 

２ 「計」欄には、既存建物利用の場合と野外仮設の場合の区分別に合計しておくこ

と。 

３ 物品の使用状況は、開設期間中に使用した品目別、使用数量を記入すること。 
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様式３－３ 避難所用施設及び器物借用整理簿 

 

避難所用施設及び器物借用整理簿 

鮭川村 
 

名称 
品名（施
設） 

数量 期間 
１日当
借上料 

金額 
所有（管理

者） 
備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

（註）１．無料借用のものについても記入のこと。 

２．借用期間等の明確でないものについては記入できる欄のみ記入しておき返還する時等

において整理すること。 

  



資料編 様式 

 

 

資-254 

様式４ 生活支援関係 

様式４－１ 飲料水供給簿 

（山形県災害救助法施行細則様式 22と共通様式） 

 

飲 料 水 供 給 簿                

供給

月日 

対象

人員 

給  水  用  機  械  器  具 

実支 

出額 

備考 

名称 

借     上 修    繕 
燃料費

  数量 所 有 者 金額 
修繕 
月日 

修繕費
  

故障の概 
要 

 人    円  円  円 円  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

計            

（注）１ 給水用機械器具は、借上費の有償、無償の別を問わず作成するものとし有償による

場合にのみ「金額」欄に額を記入すること。 

２ 「故障の概要」欄には、修理の原因及び主な修理箇所を記入すること。 

 

 

 

様式４－２ 炊出し給与状況簿 

（山形県災害救助法施行細則様式 21と共通様式） 
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炊 出 し 給 与 状 況 簿 

炊 出 の 月 日 月 日 月 日 ５日間
小 計 

月 日 ６日以
降小計 

合計 

実支 

備考 

場所名称 朝 昼 夜 朝 昼 夜  
 

 朝 昼 夜  
 

 朝 昼 夜 出額 

        
 

     
 

       

        
 

     
 

       

        
 

     
 

       

        
 

     
 

       

        
 

     
 

       

        
 

     
 

       

        
 

     
 

       

        
 

     
 

       

        
 

     
 

       

        
 

     
 

       

計        
 

     
 

       

（注）１ 「備考」欄には給食内容を記入すること。 

２ 知事が特別基準を認めた場合は、「５日間小計」を「３日間小計」に、「６日以降小

計」を「４日以降小計」にそれぞれ読み替え記入すること。 
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様式４－３ 炊出用物品借用簿 

 

炊出用物品借用簿 

鮭川村 
 

品名 数量 期間 金額 所有者氏名 使用避難所の名称 備考 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

（註）「期間」欄は「○月○日から○月○日まで○日間」と記入すること。 
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様式４－４ 物資購入（配分）計画表 

（山形県災害救助法施行細則様式 24と共通様式） 

 

物 資 購 入 （ 配 分 ） 計 画 表                

  全壊流失（焼）世帯分 

世帯区分 １ 人 世 帯 ２ 人 世 帯 ３ 人 世 帯  人 世 帯 

計 
備 

 
 

 
 

 
 

考 

品 
 
 
 

名 

 ( 基 準 額 )  円 ( 基 準 額 )  円 ( 基 準 額 )  円 (基準額) 円 

単 

 

価 

数 

量 

世
帯
数 

所
要
数 

金 

額 

数 

量 

世
帯
数 

所
要
数 

金 

額 

数 

量 

世
帯
数 

所
要
数 

金 

額 

数 

量 

世
帯
数 

所
要
数 

金 

額 

数 

量 

世
帯
数 

所
要
数 

金 

額 

 円    円    円    円    円    円  

計 

             

   

 

 

    

（注）１ 本表は、全壊（焼）、流失世帯分と半壊（焼）、床上浸水世帯分に分けて作成するこ

と。 

２ 「品名」欄は、寝具、被服、生活必需品の順に記入すること。 

３ 各品目ごとの「備考」欄に県調達分と市町村調達分を明らかにしておくこと。  
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様式４－５ 物資給与状況簿 

（山形県災害救助法施行細則様式 25と共通様式） 

 

物 資 給 与 状 況 簿                

住家被害区分  地区   

り災 世帯 基礎と

なった

世帯構

成人員 

給与 

 

月日 

同左内訳 学齢

児童 

物資給与の品名 
実支 

 

出額 

備考 台帳 主氏 大人 小人 乳
幼
児 

        
番号 名 男 女 男 女 小 中 

  人  人 人 人 人 人 人 人         円  

                     

                     

                     

                     

                     

計 
世帯 

                   

 災害救助物資として上記のとおり給与したことに相違ありません。 

      年  月  日 

給与責任者（職名）           

氏        名○印    

（注）１ 給与年月日は、り災世帯に対し最後に給与された物資の受領年月日とすること。 

２ 本表は、全壊（焼）、流失世帯分と半壊（焼）、床上浸水世帯分に分けて作成するこ

と。 

３ り災者から物資受領の確認を必要とする場合は、「備考」欄に押印させてもさしつか

えない。 
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様式５ 遺体の捜索、処理・埋葬関係 

様式５－１ 埋葬台帳 

（山形県災害救助法施行細則様式 38 号と共通様式） 

 

埋 葬 台 帳                

死 亡 

 

 

 

年月日 

埋 葬 

 

 

 

年月日 

死 亡 者 
埋葬を行っ 
た者    埋    葬    費  

住所氏名 

年 
 

齢 

亡
と
関 

 

死
者
の
係 

住所氏名 

棺 

附属品 
を含む 

埋葬又は 

 

火葬料 

骨 
 

箱 

計 

備考 

   歳   円 円 円 円  

計 

 人         

（注）１ 埋葬を行なつた者が市町村長であるときは、遺族の氏名を「備考」欄に記入してお

くこと。 

２ 市町村長等が棺、骨箱等を現物で給与したときは、その旨「備考」欄に明らかにし

ておくこと。 

３ 埋葬を行なつた者に埋葬費を支給したときは、その旨及び金額を「備考」欄に記入

しておくこと。  
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様式５－２ 死体捜索台帳 

（山形県災害救助法施行細則様式 39 号と共通様式） 

 

死 体 捜 索 台 帳                

年月日 

捜索 

人員 

捜  索  用  機  械  器  具 
実支 

出額 

備考 

名称 

借   上   費 修   繕   費 

燃料費 

数量 
所 有 者 
(管理者) 
氏 名 

金額 
修理
月日 修繕費 

修繕の概
要 

 人    円  円  円 円  

            

            

            

            

            

計 

           

（注）１ 借上費については、有償、無償を問わず記入するものとし、有償による場合にのみ

「金額」欄にその額を記入すること。 

２ 「修繕の概要」欄には、故障の原因及び主な故障箇所を記入すること。 
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様式５－３ 死体処理台帳 

（山形県災害救助法施行細則様式 40 号と共通様式） 

 

死 体 処 理 台 帳                

処 理 

年月日 

死体発

見の日

時及び

場所 

死 亡 者 遺    族 
洗浄等の処 
置   費 死体一

時保存

料 

検案 

料 

実支 

出額 

備

考 

住所氏名 

年

齢 

住所氏名 

死亡
者と
の関
係 

品名 

数

量 

金額 

   歳     円 円 円 円  

計 

 人           
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様式６ 住宅関係 

様式６－１ 応急仮設住宅入居該当者調 

応 急 仮 設 住 宅 入 居 該 当 者 調 

順 
 
 

 

位 

被災

者台

帳番

号  

世帯 

主 

住所 

氏 名 

世 

帯 

人 

員 

職 
 
 

 

業 

被 災 世 帯 内 訳 市町村民税 

備考 世 

帯 

被
保
護 

世 

帯 

身 

障 

世 

帯 

老 

人 

世 

帯 

母 

子 

世 

帯 

要
保
護 

の
世
帯 

そ
の
他 

非
課
税 

均
等
割 

所
得
割 

    
人 

           

                

                

                

                

                

                

                

                

計  世帯             
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様式６－２ 応急仮設住宅入居者台帳 

 

応急仮設住宅入居者台帳 

鮭川村       山形県 
 

応急仮設 
住宅番号 

住所 世帯主氏名 家族数 
入居 
年月日 

敷地区分 摘要 

   人    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

（註）１．本台帳は，市町村別とすること。 

２．「応急仮設住宅番号」欄は，応急仮設住宅に附した番号とし，なお，参考として設置箇

所を明らかにした簡単な図面を市町村別に作成し，添付しておくここと。 

３．「住所」欄は，り災前の住所を記入すること。 

４．「家族数」欄は，入居時における世帯主を含めての人員数を記入。 

５．「敷地区分」欄は，公私有別とし，有無償の別をも明らかにしておくこと。 

６．「摘要」欄には，入居後における経過を明らかにしておくこと，例えば「昭○○○公営

住宅に入居，現在空屋」等 
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様式６－３ 応急修理該当者調 

応 急 修 理 該 当 者 調 

順 
 
 

 

位 

被災

者台

帳番

号  

世帯 

主 

住所 

氏 名 

世 

帯 

人 

員 

職 
 
 

 

業 

被 災 世 帯 内 訳 市町村民税 

備考 
世 

帯 

被
保
護 

世 

帯 

身 

障 

世 

帯 

老 

人 

世 

帯 

母 

子 

世 

帯 

要
保
護 

の
世
帯 

そ
の
他 

非
課
税 

均
等
割 

所
得
割 

    
人 

           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

計  世帯             
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様式６－４ 住宅応急修理記録簿 

（山形県災害救助法施行細則様式 32 号と共通様式） 

 

住 宅 応 急 修 理 記 録 簿                

番 号 世帯主氏名 修理箇所概要 完了月日 実支出額 備   考 

   月 日 円  

      

      

      

      

      

      

      

計 世帯 
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様式６－５ 障害物除去の実施状況記録簿 

（山形県災害救助法施行細則様式 41 号と共通様式） 

 

障害物除去の実施状況記録簿                

班     

住家被害
程度区分 住 所 氏 名 

除去に要し
た 期 間 実支出額 

除去を要すべき状態
の 概 要 備 考 

   
月日～月日 

円   

計 

半壊(焼) 世帯     

床上浸水 世帯     
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様式６－６ 障害物除去該当者調 

（山形県災害救助法施行細則様式 42 号と共通様式） 

 

障 害 物 除 去 該 当 者 調                

順 
 
 

 

位 

被災

者台

帳番

号  

世帯 

主 

住所 

氏 名 

世 

帯 

人 

員 

職 
 
 

 

業 

被 災 世 帯 内 訳 市町村民税 

備考 
世 

帯 

被
保
護 

世 

帯 

身 

障 

世 

帯 

老 

人 

世 

帯 

母 

子 

世 

帯 

要
保
護 

の
世
帯 

そ
の
他 

非
課
税 

均
等
割 

所
得
割 

    
人 

           

                

                

                

                

                

                

計  世帯             
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様式７ 教育関係 

様式７－１ り災使用教科書等調 

（山形県災害救助法施行細則様式 34 号と共通様式） 

 

り 災 使 用 教 科 書 等 調                

区 分 学 校 名 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

         

国 語         

 計        

         

算 数         

 計        

         

         

         

合 計 

冊 数        

実 人 員        

 （注）内訳は、様式７－４（山形県災害救助法施行細則様式第 37号）のとおり。 
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様式７－２ 被災教科書一覧表 

（山形県災害救助法施行細則様式 35 号と共通様式） 

 

被 災 教 科 書 一 覧 表 

        年  月  日現在                     学 校 分 

学年 発行者名 
教 科 書 
記号番号 教科書名 冊数 単価 金 額 

被害
区分 備  考 

     円 円   

         

         

         

         

         

         

         

         

 （注）１ 給与対象者分のみ。 

    ２ 学校別に記載のこと。 
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様式７－３ 学用品購入（配分）計画表 

（山形県災害救助法施行細則様式 36 号と共通様式） 

 

学 用 品 購 入 （ 配 分 ） 計 画 表                

 

学 中 
 
 

分 
 

価 

小 
 

区 
 

単 

小   学   生 中   学   生 合   計 

備 考 

名 
 

品 児童数 数量 金 額 生徒数 数量 金 額 数量 金 額 

 円 人  円 人  円  円  

           

計 
          

（注）本表は、学用品のうち、文房具及び通学用品のみとし、教科書（教材を含む。）について

は、別途適宜作成するものであること。  
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様式７－４ 学用品給与状況簿 

（山形県災害救助法施行細則様式 37 号と共通様式） 

 

学 用 品 給 与 状 況 簿 

 学校名         

学 
 
 
 
 
 
 

年 

児 童 

 

 

(生徒) 

 

 

氏 名 

親権者 

 

 

 

 

 

氏 名 

給与 

 

 

 

 

 

月日 

給 与 品 の 内 訳 実支 

 

 

出額 

 

 

合計 

備考 
教   科   書 実支 

 

 

 

出額 

学  用  品 実支 

 

 

 

出額 

国 

語 

算 

数 

理 

科 

  
鉛 

筆 

ノ
ー
ト 

ナ
イ
フ 

 

   月日      円     円 円  

                 

 
計 

              

  学用品を上記のとおり給与したことに相違ありません。 

        年  月  日 

給与責任者（学校長）          

氏       名○印    

（注）１ 給与月日は、その児童（生徒）に対して最後に給与した給与月日を記入すること。 
２ 「給与品の内訳」欄には、数量を記入すること。 
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様式８ 輸送関係 

様式８－１ 輸送記録簿 

（山形県災害救助法施行細則様式 43 号と共通様式） 

 

輸 送 記 録 簿                

輸送  輸 送 借 上 等 修         繕  実支 備 
 
 
 
 

考 

 目的 区 間 使 用 
車両等 

金額 

故 障 車 両 等 修繕 

修繕費 

故障の 燃料費  

月日  (距離) 種
類 

台
数 

名称
番号 

所有者
氏 名 月日 概 要  出額 

  ㎞   円    円  円 円  

              

              

              

              

              

              

              

              

計 
   台          

（注）１ 「目的」欄は主たる目的（又は救助の種類名）を記入すること。 

２ 県又は市町村の車両等による場合は「備考」欄に車両番号を記入すること。 

３ 借上車両等による場合は、有無償の別を問わず記入すること。 

４ 借上等の「金額」欄は、運送費又は車両等の借上費を記入すること。 

５ 「故障の概要」欄には、故障の原因及び故障箇所を記入すること。 
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様式９ 公用令書等様式 

様式９－１ 公用令書(災害対策基本法施行規則第７条 別記様式第５～７) 

様式９－１－１ 別記様式第５ 

従事第    号 

 

公  用  令  書 

 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法第 71 条の規定に基づき、次のとおり 
従事 

協力 
を命ずる。 

 

年   月   日 

 

処分権者 氏 名      

印 

 

従事すべき業務  

従事すべき場所  

従事すべき期間  

出頭すべき日時  

出頭すべき場所  

備     考  

   

備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

 

様式９－１－２ 別記様式第６ 

保管第    号 

 

公  用  令  書 

 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法 
第 71条 

第 78条第 1項 
の規定に基づき、次のとおり物資の保管を命ずる 

 

年   月   日 

 

処分権者 氏 名      

印 

 

保管すべき物資の種類 数量 保管すべき場所 保管すべき期間 備   考 

     

     

     

     

   

備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 
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様式９－１－３ 別記様式第７ 

管理第    号 

 

公  用  令  書 

 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法 
第 71条 

第 78条第 1項 
の規定に基づき、次のとおり     を 

管理 

使用 

収容 

する。 

 

年   月   日 

 

処分権者 氏 名      

印 

 

名称 数量 所在場所 範  囲 期  間 引渡月日 引渡場所 備  考 

        

        

        

        

        

   

備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 

 

様式９－２ 公用変更令書(災害対策基本法施行規則第７条 別記様式第８) 

変更第    号 
 

公  用  変  更  令  書 
 

住所 

氏名 
 

災害対策基本法 
第 71条 

第 78条第 1項 
の規定に基づく公用令書（  年  月  日  第  号）に係る 

処分を次のとおり変更したので、災害対策基本法施行令第 34条第 1項の規定により、これを交付する。 

年   月   日 

処分権者 氏 名      

印 
 

変更した処分の内容 

 

   

備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 
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様式９－３ 公用取消令書(災害対策基本法施行規則第７条 別記様式第９) 

取消第    号 
 

公  用  取  消  令  書 
 

住所 

氏名 
 

災害対策基本法 
第 71条 

第 78条第 1項 
の規定に基づく公用令書（  年  月  日  第  号）に係る 

処分を取り消したので、災害対策基本法施行令第 34条第 1項の規定により、これを交付する。 

年   月   日 

処分権者 氏 名      

印 
 

備考 用紙は、日本工業規格Ａ５とする。 
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様式 10 り災証明書等様式 

様式 10－１ り災証明書 

 

り 災 証 明 申 請 書 

令和  年  月  日 

鮭川村長 あて 

申請者 住所                  

氏名                印 

電話                  

記 

被災年月日 平成   年   月   日      時頃 

被災場所 鮭川村 

□住家（□持家 □借家） 

□人的被害          

□非住家（           ） 

 

□その他の物的被害（             ） 

被災者 住所  生年月日 年  月  日 

氏名  職業  

被災の種類 □地震      □風水害      □その他 

り災内容 
建物被害状況 

□全壊・全焼 

□床上浸水 

□流出 

□床下浸水 

□半壊・半鐘 

人的被害状況 □死亡 □行方不明 □負傷 

その他の物的

被害状況 

 

申請理由 □被災者生活再建支援制度 

□その他（                             ） 

（下欄には記入しないでください。） 

 

り 災 証 明 書 

 

上記のとおり、相違ないことを証明します。 

令和   年   月   日 

証明第     号 

鮭川村長           
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様式 10－２ り災届出証明書 

 

り 災 届 出 証 明 申 請 書 

令和  年  月  日 

鮭川村長 あて 

申請者 住所                  

氏名                印 

電話                  

記 

被災年月日 平成   年   月   日      時頃 

被災場所 鮭川村 

□住家（□持家 □借家） 

□人的被害          

□非住家（           ） 

 

□その他の物的被害（             ） 

被災者 住所  生年月日 年  月  日 

氏名  職業  

被災の種類 □地震      □風水害      □その他 

り災内容 
建物被害状況 

□全壊・全焼 

□床上浸水 

□流出 

□床下浸水 

□半壊・半鐘 

人的被害状況 □死亡 □行方不明 □負傷 

その他の物的

被害状況 

 

申請理由 □被災者生活再建支援制度 

□その他（                             ） 

提出資料 □被害状況が確認できる写真   □修繕等にかかる費用の見積書等 

□診断書等           □その他（             ） 

（下欄には記入しないでください。） 

 

り 災 届 出 証 明 書 

 

上記のとおり、り災届出がなされたことを証明します。 

令和   年   月   日 

証明第     号 

鮭川村長            



資料編 様式 

 

 

資-278 

様式 11 自衛隊災害派遣要請書 

 

自衛隊災害派遣要請書 
 

発  第    号   

 年  月  日 

知 事 あ て 

 

村長名 

 

自衛隊の災害派遣要請について 

 

災害を防除するため，自衛隊法第83条に基づき下記のとおり派遣を要請します。 

 

記 

 

１．災害の状況および派遣を要請する事由 

災害の状況（特に災害派遣を必要とする区域の状況を明らかにする） 

派遣を要請する事由 

２．派遣を必要とする期間 

３．派遣を希望する勢力およびその任務 

水防，消防，通信，防疫，給水，輸送，道路啓開等 

人員 

装備の概要（特に船舶，航空機等特殊装備を必要とするとき） 

４．派遣を希望する区域および活動 

派遣を希望する区域，連絡場所および連絡者 

活動内容 

５．その他参考となるべき事項 

 

 

 


